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拾
遺
抄
,及
び
拾
遺
集

の
成
立
に

つ
い
て
の
考
察

は
　
し
　
が
　
き

鹿

嶋

正

二

「
拾
遺
抄
」
鑠

罐

.抄
、
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
鑾

贔

從
所
牧
本
荒

ゐ
、
そ
れ
縫

疉

文
癖

藏
饗

篁

寸
行
孝
葉

鰹

櫞

糶

禁

鞣

を
參
照
レ
た
。
靜
藜

本
は
、
墨
讐

卅
六
葵

和
灣

古
寫
杢

冊
で
、
左
の
奥
書
が
あ
る
。

　
貞
和
三
年
八
月
中
旬
以
九
條
拾
遺
三
品
醗
朝
本
書
寫
訖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

タ

　
　
　
　
　
(朱
筆
)

　
　
　
　
　

兩
度
加
校
合
了

隆
朝
は
隆
愽
の
子
。
文
堡

奪

土

月
敍
從
三
位
裴

議
。
元
徳
元
年
二
月
+
二
羸

四
任
侍
從
。
貞
和
三
年
に
は
非
參
議
正
三
位
侍

從
で
あ
つ
た
。
こ
の
本
は
、
「抄
」
の
現
存
最
古
寫
本
と
思
は
れ
る
上
、
歌
數

・
歌
句
に
於
て
も
類
從
本
と
甚
し

い
異
同
が
あ
り
、
そ
れ

ら
の
中
に
は
寧
ろ
靜
嘉
堂
本
に
よ
り
訂
正
せ
ら
る
べ
き
も
の
が
可
成
り
存
す
る
の
で
、
か
た
み
丶
こ
の
本
を
有
力
な
參
考
本
文
に
撰
ん

だ
の
で
あ
る
。
「
拾
饕

」
騨

嬋
襲
礎

よ

の
方
は
、
天
幅
元
年
定
薐

訂
本
を
使
用
し
た
。

此
ら
の
檗

に
對
す
る
書
誌
的
吟
味

　
拾
逡
抄
及
び
拾
遺
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一



　
拾
逡
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

は
、.當
然
序
論

と
し
て
詳
論
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
よ
り
他
日
の
發
表
を
期
す
る
事
に
し
た
。

　
「
抄
」
及
「
集
」
の
撰
述
事
情
並
に
成
立
年
代

に
關
し
て
は
衆
説
區

々
と
し
て
何
れ
に
依
據
す

べ
き
か
到
定

に
苦
し
む
も
の

が
あ
る
。
そ
の
撰
述
の
先
後

に
つ
い
て
論

じ
た
も

の
は
、
大
別
し
て

　
　↑

「抄
」
は
「集
」を
抄
出
す
覊
簸
つ蠱
麟

鯉
繖
=
慧
巍
融

鑿
籘

=
講
難
轄
騨
鸚
講
渺
蟹
醸
躄
靆

懿

尠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

解
誂
。
等
。
.

　
　

　
仁
h
集
L
は
「
抄
」
を
増
補
す
飜
囎
購
簾
漸
謙
縮
謬

嶺
鰭
韆

題
=
講
澗
博
士
「國
女
學
全
史
」。
和
田
英
松
博
士
「皇
室
細
撰
之
研
究
」。
鴻
巣

の
二
読
に
分

つ
事
が
出
來

る
。
前
説
は
早
く
平
安
朝
末
期
よ
り
行
は
れ
初
め
て
ゐ
る
が
、
そ
の
理
由
と
す

る
所

に
就
い
て

は
多
崩

記
し
て
ゐ
な
い
。
た
是

家
が
三

袋

之
問
事
L
爨

に

於
い
て
、

　

又
師
読
云
。
あ
さ
ま
だ
き
あ
ら
し
の
山
の
さ
む
け
れ
ば
も
み
ち
の
錦
き
ぬ
入
ぞ
な
き
　
法
皇
令
γ書
二此
集
一給
歌

如
v斯
。
作
者
公
任
卿
。

　

成
二
憤
鬱
℃
殊
有
二存
旨
℃
ち
る
も
み
ち
ば
を
と
詠
む
に
更
推
而
不
レ
可
v被
v改
。
企
二
抄
出
一之
意
趣
。
大
略
發
ノ自
二
此
歌
℃
云
々
。

と
述

べ

て
抄
出

説

の
事
情

を
語

つ
て
ゐ

る

の
が

、
多

少

の
注
意

を

ひ
く

が
、

そ

れ
も
結
局

は

一
個

の
合

理
化

さ
れ

た
書

誌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ご

傳

説

に
過
ぎ

な

い
と
考

へ
ら

れ

る
節

も
あ

つ
て
未
だ

信

を
置

き
難

い
。
以

後
鎌

倉
室

町
兩
時

代
を
逋

じ

て
抄
出

読

は
廣

く

歌

學

者
間

に
信

奉

さ
れ

て
來

た
が
、

そ

れ
ら

は
多

く
定

家
所

読

に
據

る
も

の

ゝ
如

く
、
何
ら
積

極

的
論

據

を
述

ぶ

る
所

が

'

.

弓
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な

い

。

　
　

註

(
繭
)

♂

ド

こ

の
種

の
傳
説
は
、
既

に
顯
昭
の
「
拾
遺
抄
註

驫
蕀

吃
に
も
見
ら
れ
る

の
で
あ

る
が
、
そ

れ
に
は

　
叉
花
山
法
皇
此

ノ
集

ヲ
令
レ
撰
給
之
時
。
此

ノ
歌
第

四
句
紅
葉

ノ
錦

ト
ナ
ホ
シ
タ
ラ

ム
ハ
勝
歟

ト
仰
合
之
時
。
四
條
大
納
言

不
v許

云

々
如

何
。

　
裏
書

云
(私
云
、
こ
の
三
字
三
手

夊
庫
本
に
よ
り
補
ふ

)
故
顯
輔
卿
語
云
。
花
山
院
以
二
長
能

一爲

二
御
使
殉

仰
二
合
公
任

一之
時

。
彼
卿
申

云
。
依
二
詞
悪

一不
レ
被
レ
入
者
常

　
事
也
。
作
者
所
存
相
逹
爲
二
遘
恨

一歟

。
如
レ
此
事
誰

人

ノ
申
給
乎
。
汝
等

ノ
和
讒
歟

。
不
便
事
也

云

々
。
長
能
閉
ロ
起
去
畢
云

々
。

と
あ

つ
て
・
古
く
顯
輔

の
時
代

か
ら
も

こ
の
歌
句

の
相
異
が
問
題

に
な

つ
て
ゐ
た
事

が
分

る
。
然

し
こ
れ
ら

の
顯
輔
や
清
輔
壊
碑
瓢
に
・
顯
晴
等

の
六
條
家

の
傳

承
で
は
、
未

だ
こ
の
歌
句

の
相
異

に
よ

つ
て
、
「
抄

」
・
「
集
」
の
先
後

を
云
爲
す

る
に
は
及
ば
な
か

つ
た
。

こ
れ
が
兩
書

の
撰
淮

事
・情

に
ま

で
展
開

し
て
き
た
の
は
、
「
三
代
集
之
間
事
」
に
よ

つ
て
窺
は
れ

る
俊
成

・
定
家
等

の
御
子
左
家

の
傳

承

に
於

い
て
で
あ

つ
た
。
俊
成

は
、
「
古
來
風
躰
抄
」
に
於

い
て
「
然
を
大
納
言
公
任
卿

こ
の
拾
遺
集
を
抄

し
て
拾
遺
抄
と
な

つ
け
て
あ
り

け
る
」
と
抄
出
誂
を

の
べ
て
ゐ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
む

そ

の
根
據

は
、
他
處

で
「
拾
逡
抄

こ
そ
抄
な

れ
ば

十
卷

に
抄

せ
る
を
」
と
述

べ
て
ゐ
る
に
よ
つ
て
考

へ
る
に
、
恐
ら

く
「
拾
遺

抄
」
の
抄
を
抄

出

の

意
義
に
解
し
て
ゐ
た
僞
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。　
齢
躰
㊧
鬱
伽
舫
瓣
黼
鱒
廊
移
伽
尸
嬾
螺
撫
嘱
モ譲

」硫
卜
襯
鰹
亂
歓
砧
喋
U
謂
ひ
痴
抄
加
け
θ
勉
脚
伽
鰤
籍
樹

鬻

鋸
蹙
脇
錺
黷
篶

羈
蹠劉

羅
灘
鱒
繕
璧

繁
ボ
翫
糊
饗

梦
離

瑠

俊
成
を
祗
と
す
る
御
差

家
の
傳
承
も
、
か
≧

「抄
」
を

「
抄
出
」
と
み
る
先

入
見
が
働

い
て
、
別
個

の
単
な

る
歌
句

の
相
異

に
關
す

る
傳
説

に
す
ぎ
な

か

つ
た
あ

の
話
を
利
用
し
て
、

い
か
に
も
尤

も
ら

し
い
成
立

上
の
傳
諡

に
ま

で
成
長

さ
し
た

の
で
は
な

い
か
と
思

は
れ
る
。
御
子
左
家
は

六
條
家

の
傳
承

に
對
立
す

べ
く
別
箇

の
祕
説
を
有
さ
ね

ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
鑼

響
盤
攜
鑛

誌

西髏

…難

鞴

蠡
一駿

娼鯵

黻
鬱

豫
驚
鸚
羆

鉦
講
灘
嫁
懇
燃
鰡
鸞
舘

㎏

拾
、遺
抄

及
び
拾
逡
集

の
成
立

に
つ
い
て
の
考
察

三

、



丶

　
　
　
　
拾
遺
抄
及
び
拾
遺
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　

か

丶
る
舊

來

の
傳

説

に
盲

信
す

る
事
な

く

、
爾
者

撰
述

の
先

後

を
、

正
當

に
も

夫

々
の
成

立
年

代

推

定

の
側

か
ら
解

決

し

よ

う

と
し

た

の
は
、
近

世

も
末

に
な

つ
て
の
比

、
塙
保

己

一
が
最

初

で
あ

つ
た

。
群
書
類

從
所

收

「
拾

遺

抄
」
の
奥
書

に

見

え

る
彼

の
所
論

は

　

今
試
以
集
中
所
載
作
者
之
官
位
推
其
時
此
書
之
撰
即
在
長
徳
二
年
後
數
經
刊
修
且
稍
有
所
増
加
至
長
保
三
年
乃
改
爲
拾
遺
集
什
卷
也

と

い

ふ
の

で
、
兩

書
所

載

の
人

物

の
官

位

に
よ

つ
て

夫

々
の
成

立
年

代
を
考

證

し
た
結
果

、
「
抄
」
を

先
出

な
り

と

し
た
も

の

で

、
結
論

の
當

否

は
暫

く

お
く
も
其

の
立
論

の
態

度

は
極

め

て
合
理

的

で
正
鵠

を
得

た
も

の
で
あ

つ
た
。
以
後

の
諸

説

は
凡

て
皆

こ

の
方

法

に
よ

つ
て

ゐ

る
の

で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
ご　
　　　
　　　
　　　
　　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
ヘ　　ヘ
　　ヘ　
　ヘ　　ヘ
　　へ　　も
　　ヘ　　ヘ　
　ヘ
　　へ

　

「
抄
」
の
成

立
年

代

に

つ
い
て

は
、
ま

つ
藤
岡

東
圃

博
士
が

保

己

一
説

を
租

述
敷

衍

し

て
、
長

徳

三

年
以

後
長

保

三
年

迄

と
論
定
し
、
醐幽
籔
釐

謎
呷
安
武
田
鮪
吉
愽
士
輾

攤
齢
靆

の馨

保
驪
以
梯
沖
一
・
和
田
信
二
郎
氏
赧姻
糎
蠱
鑽
紲
騨
斯
蜘
難
蠑

麟
誘

靉

鮟

覊

何
れ
も
是
れ
に
從
ひ
、
次
い
で
和
田
英
松
博
士
齷

鸚

灣

研
は
、

「
抄
」
の
掃

者
の
官
位
の
見
え
た
る
も

の
亀

禁

高
婆

左
兵
饗

驢

舞
吮
月
禁

公
任
を
右
衞
門
督

齷

覲
報
蕪

鄭

韃

藤
原
黐

を
右
鳶

漲
雙

管

轟

誰

鞴

ゲ
・

と
も
、
喬

大
夫

帳
趣
難

麗
せ鎌

熱
撫

諾

罐

と
も
壟

し
て
ゐ
る
事
實
と
、
穩

記
L

の　

長
保
元
年
十
二
月
十
四
日
癸
亥
、
詣
東
院
、
奉
返
先
日
所
借
給
拾
遺
抄
、
歸
宅

と

あ

る
記
事

と

に
よ

つ
て
、

「
抄

の
成
り
し
は
、
長
徳
三
年
よ
り
長
保
元
年
ま
で
、
僅
に
二
年
孕
ば
か
り
の
聞
に
あ
り
し
事
は
疑
な
か
る

　

'



『
…"門躍

、
尋

べ
し
L
と
論
じ
ら
れ
た
。
睨
謙
瀦
↑
舐
編
丶礁
鑾

腔
喇
働
釧
磯
ぴ、
然
し
未
だ
そ
の
立
論
過
程
の
細
部
に
至
つ
て
は
、
若
干
の
誤

謬

あ

る

を

免

れ

な

い

の

で

、

以

下

そ

の
補

訂

を

兼

ね

つ

丶
私

見

を

述

べ

よ

う

と

思

ふ

。

　
　

註

(二
)　
「
抄

」
或
は
「
集

」
の
成
立
年
代

に
つ
い
て
述

べ
た
も

の
に
は
、
保
己

一
以
前

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「如
是
院
年
代
記
」
(寛
和
二
年
條
に
「拾
邊
集
成
」
蓬
注
す
)
.

　
　
　
　
　
　

(
一
)
　
寛
和
頃
と
す

る
も

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「勅
撰
次
第
」
(「
後
撰
之
後
三
十
四
五
年
頃
」
ミ
あ
る
)

　
　
　
　
　
　
(ご
)
長
饑

と
す
る
も
の
鄭
描
礬

覊

眦
顯
鶸
薦
嚥
鍵

懿

洲
耀
羸
蠻
鶸

鉦
糠
警

帳
耀
臻

素
蠶
舞

」慰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

財
・　

　
　

　

　
　

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
家
「三
代
集
之
間
事
」・顯
昭
「萬
葉
集
時
代
難
事
」所
引
勝
命
法
師
の
説

　
　
　
　
　
　

(三
)　
寛
弘
頃
と
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(拾
遺
者
花
山
法
皇
在
位
雖
三
年
。
御
出
家
之
緩
。
二
十
二
年
之
間
漸
々
撰
歟
)。

　
　
　
　
　
　

等
の
諸
諡
が
存
す
る
が
、
何
れ
も
こ
の
成
立
年
代
の
問
題
を
「抄
」
・「
集
」先
後
問
題
に
關
係
さ
せ
す
、且
叉
、
一
.二
を
除
く
外
は
何
れ
も
「
抄
」
.

　
　
　
　
　
　

「集
」の
何
れ
に
つ
い
て
い
ふ
か
明
か
で
な
い
し
、
且
そ
の
年
代
推
定
の
論
據
を
も
逑
べ
て
ゐ
な
い
。
從
つ
て
、
多
く
顧
る
必
要
を
認
め
な
い
。

　

「
抄
」
所

收

各
歌

の
製
作
年

代

に
つ

い
て
み

る

に
、
長

徳
以

後

と
思

は

れ

る
も

の
は
、
殆

ど

一
首

も

存

し
な

い
や
う

で
あ

る

・。ラ
凡

て
正
暦

の
末

年

以
前

の
作

と

思

は
れ

る
も

の

ゝ
み
で
あ

る
が

、
唯

そ

の
詞

書

共
他

に
お
け

る
人

物
名

の
表

記
中

に

は
明
か
に
長
徳
以
後
の
筆
録
た
る
を
思
は
せ
る
も

の
が
若
干
あ
る
。

↓
紫

靆

犂
か
血ハ簿

」ど
奪

窮

。
讐

繊
難

蠏
齲
巍
欝
跨
罐
醗
霈

つ钁
㎜馨

舗
甜
蟻

(長
徳
二

　

く

年
九
月
+
九
冂
任
左
兵
衞
鶯

館

覦

麓

論

舗

寛
弘
元
年
士

一月
ま
で
葎

。
灘
稽

從
つ
て
、
「抄
」

の
成
立
年
代
も
こ
の
約
八
ケ

年

間

に

あ

る
。
)

　

　

　
ヘ
　　ヤ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　
　
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　へ
　
　
　　
　も
　
　ヘ
　
　ロの
　
　ヘ
　
ヘ
　
　へ

　

二

藤

原

公

任

を

「
右

衞

門

督

」

と

記

せ

る

こ

と

。

　

(

　
　

　

　

拾

逡

抄

及

び
拾

逡

集

の
成

立

に

つ

い

て

の
考
察

(公
任
の
「
右
衞
門
督
」
た
り
し
は
長
徳
二
年
九
月
鞴

罐

鶴

」
よ
り
長
保
三

五

F



　
　
　
　
拾
遺
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

年
+
月
三
是

。
卦
祐
榔
鯰

糶

噺

從
つ
て
、「抄
」
の
成
立
年
代
も
、
こ
の
間
約
五
年
申
に
あ
る
。)

⊃
索

實
寡

恥

納
訃
」
壽

黒

ひ
い
。
鶸

媒

躔

鮪

砂
蒙

罫

麕

博
士
が
「篷

藤
原
實
資
を
奕

將
と
し
慧

ひ
劉

い
」と
言
は
募

は
誤
り
で
・
卷
+
「
い
つ
し
か
と
あ
け
て
み
た
れ
ば
」襍
鮒
靆

脚
讒

の
詞
書
中
覧

え
る
・
蠡

元
年

八
昇

合

任
幣

納
言
。鸛

同
二
年
七
月
甘

肇

。鯲
灌

公
長
保
三
矢

昇

吾

任
樊

納
一言
。鸛

從
つ
て
、
「抄
」
の
成
立
推

定
期
間
は
更
に
ニ
ケ
月
を
短
縮
し
得
。)

鴎
藤
麝
蜘
恥
夢

「
修
爨

知
」
b
誰
象

ぴ
な

(永
觀
元
年
+
二
月
+
三
日
任
修
奨

夫
。
長
徳
四
年
+
月
廿
三
日
任
參
議
迄

　

く
窖

。齢

從
つ
て
、
莎

L
の
成
立
は
、
長
徳
四
年
+
月
ま
で
の
ニ
ケ
年
聞
と
な
る
。)

忍

慰

獸

虱

響

L
孕

か
藤

L
い
訃
炉
塗

い
。
萇

徳
二
年
四
月
茜

日
循

納
言
。
鸛

同
+
二
昇

九
梟

　

く
奕

將
.
解
解

翌
三
年
七
月
九
日
轉
大
蟄
一・馨

宮
大
夫
。
繍

溝

繰

奕

將
の
方
は
長
保
三
年
七
月
+
三
呈

で
窖

。
鸛

從
つ
て
・
「抄
」の
成
立
は
長
徳
二
年
+
二
月
廿
九
日
以
後
、
翌
三
年
七
月
迄
で
あ
る
。)聚

濕
囎

議

黐

褪

雛

墾
豐

鍍

蠶
記

碑
L劬
鵯

驚

隙
製

皺
鯉

伽
罐

攤

隅
簿
錚
」勦
畢

謹
榊
編
軅

鰆
謨
諮

黥
嚮
巍
龜
鍵
數
郵
蜻

郵

薩

羈

蝶

靈

の蕣

票
の犠
)糶

鑢

諏
劉

無

鶴

簸

護

蕩

撫
麓

鯉

瞭

禦

、轢

響
、「抛
譲

薦

拳

遜
のの貅
饑
鬱

騨

徠
め

不
詳
な
の
は
遺

憾
で
あ
る
。

　

而
し
て
「
抄
」
の
成
立
年
代
は
、
是
れ
ら
諸
人
物

の
在
任
官
位

①

一
致
せ
る
期
間
中

に
是
れ
を
求
む
べ
き
も

の
で
あ

る
か

ら
、
結
局
、
道
綱
が
右
大
將

に
任
じ
た
長
徳
二
年
十
二
月
廿
九
日
か
ら
、
彼
が
中
納
言

の
任
を
去

つ
た
翌
三
年
七
月
五
日

、

ハ



『
逃

の

.諺

謎
丿

ま
で
の
七
箇
月
の
問

に
存
す
る
事
と
な
る
。
こ
の
結
論
は
、
早
く
顯
昭
が
「
萬
葉
集
時
代
…難
事
」
薦
鰍
虎
鳴
中
に
於
い
て
、
烱

艮

こ

も

m
n騨
　
壱

　

顯
昭
陳
云
。
(中
略
)
拾
遺
者
花
山
院
遜
讓
之
後
御
撰
也
。
然
而
其
始
終
不
廨
也
。
但
道
綱
卿
之
位
署
被
載
中
納
言
井
右
大
將
。
而
道
綱
者

　

長
徳
元
年
宰
相
中
將
。
同
二
三
爾
年
之
聞
中
納
言
右
大
將
也
。
同
四
年
任
大
納
言
畢
。
然
者
此
二
三
兩
年
之
間
終
功
歟
。

と
述
べ
て
ゐ
る
所
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
が
、罰
潔

縱
醗
灣

粋
覆

黙
繰
靨
齶

嚇
癖
搬
邂

い
靆

醐
諺
壅

駿
鶸

黜
髴
鸛
難
短
鑓
郵
輪
齷
L耡
脇
魏
籬

論
藹
縫
欝

審
鶉
誤
L藤
押
鼬
钁
難
鷲
罐

獪
か
あ

如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ　り

く

短

日

月

の
間

に
明
確

に
規
定

す

る
事

に
は
、
今

日

の
所

全

く
反
證

を
見
出

せ

ぬ
も

の

ゝ
、
幾
分

躊

躇

せ
ざ

る

を

得

な

い

。

こ

ゝ
に
注
意

す

べ
き

は
、
靜

寡
堂

本
「
抄
」
に
加

へ
ら

れ
た
朱
筆

の
校

異

本
文
融
榊
騨
晴
廿
に

「
イ
本
一訴
哥

エ
ラ
ビ
テ
タ
テ
マ
ッ

リ
ケ
ル
ヲ
ク
;

キ
ッ
ケ
侍
ケ
ル
」
と

て
藤
…轜

鑼

諮

の
歌
を
擧
げ
養

に

　
　
　
　
　
コ
レ
モ
タ
テ
マ
ツ
ル
ト
テ
　
　
　
　
東
宮
女
藏
人
左
近

カ

キ

ツ

ケ

シ

ア

ト

ハ

・

カ

ナ

ク

ヤ

ミ

ニ
ケ

リ

ワ

カ

ミ

ト

・

モ

ニ
ト

シ

ノ

ヘ

ヌ

レ

ハ

の

一
首
を
掲
げ

て
ゐ
る
が
、
こ
の
彼
女
が
奉

つ
た
歌
稿
と
い
ふ
の
は
、
後
章

に
於

い
て
説
く
如
く
、
恐
ら
く
彼
女

の
家
集

「
小
大
君
集
」
の
事
で
あ
ら
う
と
想
像

せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
而
し
て
「
小
大
君
集
」
の
成
立
は
長
徳
二
年
九
月
を
遡
り
得
な

い
も
の
で
あ
る
か
ら
、洞繋

の顯
餓

嬲
鬱
髭
嘆
雛
跳
騨
鵬
癒
鋤
脹
饒
藷
翻
雑
鑼
礬
疇
驫

酌
齷
菘
塲

八
首
存
す
る
が
、
多

く
正
暦
年
間

の
作

で
あ
り
、
長
徳
年
間

の
も

の
は
僅

に
四

・

五
首

に
…滿
た
な

い
。
長
徳

二
年
九
年
後
、
間
も
な
く

の
撰
と
思

は
れ
る
。

　

　

　

拾
遣
抄
及

び
拾
逡
集

の
成

立
に

つ
い
て
の
考

察

　
　

　

爰

に

一
該
家
集

の
成
立

、

　
　

(

　二(

「
抄
」
撰
者

へ
の
提
供
、

七

　三(



　
　
　
　
拾
遘
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・八

「
抄
」
の
撰

述

の
三

過
程

を
考

へ
る
な
ら
ば

、
「
抄
」
の
成

立
を

翌

三
年

七

月
迄

と
斷
す

る
事

は
、

不

可
能

で
な

い
ま

で
も
餘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ　
ヒ

リ

の
周
章

し

さ
を
戚

じ

る
。
更

に
「
抄
」
の
精

選

に
當

つ
て

の
數

度

の
切
繼

・
切

入

の
段
階

が
存

し

て
ゐ
た

ら
し

い
事

實
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　ヘ
　
　
ヘ
へ
も

ヘ
ヘ
へ

も
ヘ

ヘ
　
　ヘ

ヘ
　
　
ヘ
ヘ

ヘ
ヘ
へ

も

考
慮

に
入
れ

る
な
ら
ば

、

そ

こ

に
幾
分

の
餘

裕

を
も

た

せ

て
、
　
「
抄
」

の
成
立

完
成

は
長
徳

三

.
四
年

、
遲

く
と
も
長

雰

雫

示

齷
默

み

懸

齢

い
梁

か
£

象

雰

か
と
攣

る
が
警

憙

ふ
。

　
　

註
(三
)

拾
遺
集
肇

癖

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

む
か
し
み
侍
り
し
人
々
お
ほ
く
な
く
な
り
た
る
こ
と
を
な
げ
き
て
　
　
　
　
　
　

藤
原
爲
頼

註

(四
)

　

よ
の
申

に
あ

ら
ま

し
か
ば
と
思

ふ
人
な
き
が

お
ほ
く
も
な
り

に
け
る
か
な

及
公
任
の
返
歌
の
二
首
は
、定
家
本
拾
遺
集
の
歌
頭
注
記
に
よ
る
と
「
抄
」
に
も
存
し
て
ゐ
た
事
に
な
つ
て
の
る
が
、誤
叨
賠
醂
ゲ
繍
喚
体
駆

砌
硲
砿
ビ

こ
の
歌
は
長
徳
元
年
六
月
の
詠
鯉
瀟
飄
礎
賺

で
あ
る
か
ら
、
驟
鱗
吻
蠕
難

ビ
蠣
嬾
潮

然
ら
ば
「抄
」中
、
制
作
年
代
の
推
定
し
裾
る
歌
中
で

は
最
も
新

し
い
も

の
と
な

る
。
然
し
類
從
本
・靜
嘉
堂

本

・同
朱
校

・
近
衞
家
藏
拾
逡

抄
目
鏤
蹶
講
爾
獅
鞍
黼
嘲
駒
騁
鵬
ビ
玲
碩
映

の
依
據
原
本
等
に
は

何

れ
も

こ
の

二
首

の
膾
答
哥
を
有

し
て
ゐ
な

い
。

劫

　
大
日
本
史
料

に
は
、
卷
十

の

(　
　
　
左
(靜
本
)　
　
　
　
　
　
　

か
(靜
本
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
大
臣

(靜
本
)

　
　
　
○
兵
衛

の
佐

の
ぶ
か
た
○
ま
か
り
か
く
れ

て
侍

け

る
に
を
や

の
も
と

に
つ
か
は
し
け
る
　
　
堀

川
の
お
ほ
い
ま

う
ち
君

の
詞
潜

る

「
ミ

に
だ
に
」
の
歌

垂

を
・
蠡

四
年
+
月
+
二
日
泌

象

の
卒
せ
る
條
に
擧
げ
て
ゐ
る
。

訊
講

雄

巌

訪
」
も
し

　

　

　

ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
　　
　　
　　
ヘ　
ヘ　
へ

こ

の

「
の

ぶ

か
た

」

が

源

宣

方

で

あ

る
な

ら

反

證

の

一
と

な

る

が

、

こ

れ

は

「
大

日

本
史

料

」

の
誤

謬

で
あ

る

。

「
の

ぶ

か
た

」

は

伊

尹

の

子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惟
賢

で
あ

る
。
　
(
宣
方
は
右
近
衞
中
將

で
兵
衞
佐

で
は
な

い
。

こ
ゝ
に

「
兵
衞
佐
の
ぶ
か
た
」
と
あ
る
人
物

は
、

「
抄
」

の
卷

五
の
作
者

に
、曹

馬
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○

.虞免

ρ

鋤

働

'

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
.賞

撫

購

蠻

踊

臻

鰈
骸
邁
繋

誰

態

韆

鰹

纔

と
あ
る
人
と
璽

人
で
あ
ー

。
「作
者
鰲

」に
も
「穂

難

　
　

罐

飜

。
寛

え
る
が
、
そ
の
根
據
を
智

ぬ
。
蠻

な
ら
小
右
記
の
蠡

二
年
九
月
九
日
條
の
作
交
會
の
記
語

に
承

な

瓢

臥
」と

　

　

あ

る

に

よ

つ
て
、

祕
賄
矚
即
班
曜
吻

彼

の
死

は

そ

れ

以

後

と
な

る

べ

き

で

あ

る

か

ら

、
「
抄

」
の

こ

の
歌

の
制

作

も

長

徳

三
年

九

月

以

後

と

い

ふ
事

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
　　
　
　
　
　
　　ヘ　
へ

　

　

に
な

り

、

一
つ

の
反

證

た

り

得

る

。

然

し

、

さ

う

斷

す

る
事

は
出

來

な

い
諸

理
由

が

あ

る

。

一
小

右

記

の

信

賢

が
右

兵

衞

佐

で
あ

つ
た

か

は
疑

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

(

　

　

問

で

、

こ

の
後

間

も

な

く

、

同

年

十
月

十

三
日

の
「
懽

記

」
に
は
「
右

兵

衞

佐

時

方
」
の
名

が

み

え

る

か

ら

、

九
月
=九

日

の

頃

も

或

は
「
時

方

」
が
右

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　
　　
　　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ　　ヘ　
　　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　
　ヘ
　
ヘ
　
ヘ　
へ

　

　

兵
衞

佐

で

あ

つ
た

か

も

し

れ

な

い
事

。
二
先

の
作

者

名

は
、

靜

嘉

堂

本

に

「
藤

原

宣

忠

」
と

あ

る

に

よ

れ

ば
、

元

來

假

名
書

で
「
の
ぶ

か

た
」
と
あ

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　
(

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
ヘ　　へ　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　

　

　

つ
た

も

の
か

ら

の
誤

り

と

思

は

れ

る

。

從

っ

て
、

こ

の
「
信

賢

」
の
表

記

に

拘

泥

す

る

必

要

は

な

い
事

。

三

こ
の
歌

が
「
一
條

攝

政

集

」
に

「
の

ふ

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

(

　

　

か

た

の

き

み
う

し

な

ひ

た

ま

た

る

に
ち

し

の
大

納

言

と

の
ち

の
よ

に

は
き

こ
ゑ

し

丶
け

み

つ
の
き

み
」

と

詞

書

し

て
出

て
ゐ

る

に

よ

つ
て

、
恐

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　　　　
　　
　　　
　　　
　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　
　　　
　　　
　　　
　　
　　　
　　　　
　　　
　　
　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　
　　　
　　　も　
　へ　
　も　　へ

　

　

ら

く

、

こ

の
「
の
ぶ

か

た
」
は
伊

尹

の
次

男

「
惟

賢

」
の
事

と

思

は

れ

る
事
・等

で

あ

る

。

こ

の
「
惟

賢

」
は

、
尊

卑

分

脈

に
「
藏

右

兵

衞
尉

　

從

五

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

ヘ　　　　　　　へ

　

　

下

」
と

注

さ

れ

て

ゐ

て

、
「
佐

」
と
「
尉

」
と

の
相

違

は

あ

る

も

の

ゝ
、
最

も
候

補

者

と

し

て
適

當

で

あ

る

。
當
時

「
の

ぶ

か
た

」
な

る
人

物

に
は

、

他

　

　

　

　

　
　

　

ヒデ
　
　
　
　
　

む
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

　

　

に

、
藤

原

朝

成

の
子

「
惟

賢

」
、高

明

の

子
「
惟

賢

」
等

が

あ

る

が

、
尊

卑

分

脈

に

よ

る
と

、
前

者

は
「
從

五
下

近

江
守

」
と

あ

り

、
後

者

は

「
左
少

將

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
ら　
　ヘ　
ヘ　
へ　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　　　
　

　

　

從

四
下

」

と

あ

る

の

み

で
、

何

れ

も
相

應

し

く

な

い
。

か

く

し

て
「
の

ぶ

か

た

」
は

伊
尹

の

子
「
惟

賢

」
で

あ

る

と
推

斷

す

る

が
、

然

ら
ば

こ

の
詞

　
　
は
何
ら
鬆

と
な
毒

る
も
の
で
は
な
い
。)姻募

螻
轟

舗
報

鶴

鍵
瀞
糶
砺塚

鍔

臓
論
覊

糴
躱
麗

難

熱

　

　

る
か

ら
、

こ
の
場
合

い
か
に
も
適
當
看

あ
る
。
拾
造
集

に
單
に

「
右
大
臣
し
(
=
顯
光
)
ミ

　

　

あ
る
の
は
、
其
.後
の
傳
寫
の
誤
り

か
b
或
は
「
集

し編
細着
の
誤
解
,に
基
く
も
の

で
あ

ら
う
。

　
　

㈲

更

に
大

日
本
史
料

で
は
朝

ま

だ
き
あ
ら
し
の
画

の
」
の
歌

を
、
長
保
元
年
九
月

士

百

、
道

長
が
嵯
峨

に
遊
覽

し
た
時

の
條

に
擧
げ

て
ゐ
"

　
　

る
が
、
此
歌

の
詞
書
や

、
或

は
「
公
任
集
」
に
「
法
輪

に
詣

で
給

ふ
日
嵐
山

に
て
」
と
あ
る
詞
書

に
よ
れ
ば
、
其
日
の
船

に
於

い
て
詠
ん
だ
歌
と
は

　
　

別
物

で
あ

る
。

拾
逡
抄

及
び
拾
遺
集

の
成
立

に

つ
い
て
の
考
察

　

　
　

　
　

　
　

　

-　

,　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

九



!

O0

　
　
　
　
拾
遺
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
〇

　
　

註
(五
)　
元
來
「抄
」
の
原
形
に
關
し
て
は
、
今
圓
是
れ
を
捕
捉
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
所
謂
流
布
本
と
し
て
通
行
し
て
ゐ
る
の
は
群
書
類
從
所
攻
の
傳
公

　
　
　
　
　
　

任
卿
眞
蹟

一
轉
之
本
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
靜
嘉
堂
本
や
同
書
朱
校
本
文
を
始
め
、
近
衞
侯
爵
家
藏
「
拾
遣
抄
目
録
」・コ
一中
暦
L所
收
目
鏤
・定

　
　
　
　
　
　

家
本
拾
遺
集
勘
注
等
夫
々
の
依
據
原
本
難
碇
縱
源
喚
は
、
何
れ
も
流
布
本
に
對
し
て
、
二
首
乃
至
十
數
首
の
歌
數
の
出
入
を
有
し
て
ゐ
る
。
組
初
臓

　
　
　
　
　
　

醂
齢
鯔
旙
駕
醂
矼
「ヨ集
,
の
が」激
軸
肱
纏
碕
蠍

而
し
て
、
是
ら
の
歌
の
凡
て
を
後
世
の
増
補
加
入
或
は
捌
減
と
斷
す
る
事
は
、
何
ら
確
證
な
き
今
日
、
決
し
て

　
　
　
　
　
　

常
を
得
た
考
へ
で
は
な
い
。
更
に
、
單
に
歌
數
の
點
の
み
な
ら
す
、
本
文
の
語
句
的
な
點
に
於
い
て
も
、
こ
れ
ら
諸
本
間
に
は
、
か
な
り
甚

し

　
　
　
　
　
　

い
相
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
勿
論

一
部
後
世
の
改
變
に
な
る
も
の
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
尚

一
部
は
諸
本
間
の
先

　
　
　
　
　
　

天
的
な
相
異
と
解
し
て
差
支
へ
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

一
撰
集
の
成
立
に
際
し
て
は
、
推
敲
を
重
ね
る
上
か
ら
も
、
草
稿
・中
書
・清
書
等

　
　
　
　
　
　

の
諸
段
階
が
存
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
、一
部
は
か
ゝ
る
成
立
過
程
上
の
諸
段
階
に
お
け
る
本
丈
相
異
に
よ
る
も
の
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
先
の

　
　
　
　
　
　
諸
本
間
に
存
す
る
歌
數
の
増
減
も
、
さ
う
い
ふ
過
程
上
に
お
け
る
切
繼

・
切
入
の
行
は
れ
た
事
を
示
す
も
の
と
考

へ
度
い
の
で
あ
る
。
朱
だ
充

　
　
　
　
　
　

分
な
る
積
趣
的
根
據
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
が
。

　
次

に
拾

遺
集

の
成

立
年

代

に
就

い

て
み

る

に
、
藤

岡
博

士
が

、
實
資

を
「
右

大
將
」
と

し
公
任
を
「
右

衞

門
督
」
と
す

る
事

よ
り

「實
資
が
こ
の
職
に
任
ぜ
ら
れ
し
は
長
保
三
年
な
り
。
公
任
の
督
は
長
保
三
年
ま
で
、
實
資
の
大
將
は
同
年
よ
り
と
す
れ
ば
則
ち
集
が

こ
の
年
に
成
れ

る
を
知
る
べ
く
」
と
論

じ
、

こ
れ

に
對

し
て
和

田
信

二
郎

氏
が

そ

の
不
備

を
指
摘

し
、
長

保

三
年

以
後

の
歌

と
、

し

てω

「
東
ご
條
院
の
御
罕

九
日
の
う
ち
に
子
の
艮

で
き
た
り
け
る
に
云
々
」
譁

款
ゴ
は
長
保
四
年
正
月
の
事
な
る
こ
と
。
課

轟

瀧

　

　

　

榮

花

物

語

は

正
月

七
日

の
事

と

す

る
が

、

七
日

は

子

日

で
は

な

い

か
ら

疑

は

し

い
。

(
同

年

正
月

の
子

H

は

、

四
日

・
十

六
日

・廿

八
日

の

三
日
な

り

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヒ　　ヘ　
　ヨ　　へ

　

　

　

「
公
任

集

」
に

は
「
女

院

う

せ
給

ひ

て
叉

の
年

二
月

初

子

の
日

女

房

の
許

に
」
と

あ

る

が

、
　

二
月

初

子

日

は

二
月

十

日

、　

即

七

々
日

の
當

日

で

あ

る

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

e　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
O

曙



『、

謙

②㈹

/

ρ　
　

珈
噸=

ら
、

こ
れ
も

疑

は
し

い
Φ
　

　
　

　
…

i
　
　

　

　
…

「磊

門
羹

任
こ
も
り
侍
り
け
る
こ
ろ
云
.
」譁

踏

と
あ
る
は
寛
弘
二
缶

月
百

以
鑒

る
こ
と
。
編

鞴
詑
蔓

驫

記

L
同

年

四

月

二
日

條

に
「
昨

以
和

歌

一
首
被

贈

左

金
吾

」
と

し

て
こ

の
哥

を
載

せ
で

ゐ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

む
　
　
　　
　
　
　
む

晟

信
裹

ら
出
家
し
侍
り
け
る
鑒

大
辨
震

が
も
と
に
云
々
L
妻

二
五
と
あ
る
は
長
保
二
年
二
旦
一百

邏

鬆

齬

祕

解

娠

抄
L
の
竃

し
て
、
行
成
を
「左
大
辨
」と
せ
る
は
寛
弘
二
年
六
月
+
音

調
耘
-黔

讐

鯨

右
以
降
の
筆
讐

な
る
事

を

物
語

る
。

.の
三
首
が
存
す
る
故
、
「
集
」
の
成
立
は
遙
か
に
寛
弘
二
年
六
月
以
後
な

る
べ
き
事
を
立
證
さ
れ
た
。

,る
。
其
後
鴻
集
盛
廣
氏
鞨
騾

舞

鸛

欝

辮

擦
畑
鱗

九
は
更
に

㈲⑤㈹

然
し
、
こ
れ
ら
は
既

に
定

家

本
勘
物

に
注

さ
れ
て
ゐ

「
成
覇

臣
法
師
に
な
ら
む
と
て
整

に
ま
か
り
て
云
々
」
糞

繁

と
あ
る
は
長
保
四
年
以
後
な
る
こ
と
。

羅

ビ
黻
蠣

默

轂

六
月

十
七
日
改

名
な
る
事
「,類
聚
符
宣
抄
」
に
よ
り
知

り
得

)
の
出
家

は
「
懽

記
」
長
保

四
年

二
月

三
日
條

に
見
え

る
。
然
し
、
「
百
錬
抄
」
に
よ
る
と
、
,

「
長
保

二
年

十

二
月

十
九
日
、
少
將
成
房
於
飯
室
出
家

」
と
あ
り
、
「
懽

記
」
同
日
條

に
は
、
更

に
詳
細

に
、

こ
の
日
出

家
せ
ん
と
し
て
飯
室

に
趨
き

し

が
、
父
義
懐
出
家
を
誠

め
て
志

を
果

さ
ざ
り
し
事
情

が

語

ら
れ
て
ゐ
る
。
或
は
此
時

の
事

か
も
知
れ
な

い
。

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

も　
へ　
も　
ヤ

藤
原
高
婆

夬
貳
高
遠
L謹

ガ
と
あ
る
に
よ
り
長
保
五
年
以
後
鸛

な
る
か
。
悧
炉

藹
携

耿
繰
鑿

覗
韈

覈

騒

欝

し

て

、
此

の

諡

は
誤

れ

り

。

禁

肇

を
「歪

ハ薯

」
誰

ぞ

あ
る
に
よ
り
長
保
六
年
+
二
昇

九
日
以
降
な
る
こ
と
。
羅

　鎰

轆
骸

鸛

鸛

=

拾
遺
抄
及
び
拾
遺
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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拾
遺
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察

=

一

の
三
證
を
加

へ
、　
「
集
」

の
成
立
が
寛
弘
二
年
以
降

た
る
べ
き
は
ほ
ゴ
確
實
と
な

つ
た
。
然
る
に
武
田
博
士
は
、
行
成
を

「
左
大
辨
」
と
あ
る
は
現
存
本

の
轉
寫

の
誤
り
か
と

の
理
由
で
否
定
し
、
叉
ω
・②
・㈲

に
つ
い
て
は

し
か
も
抄
吉

蓚

製
作
せ
ら
れ
た
り
と
稱
せ
ら
で

も
の
は
僅
に
こ
の
三
首

の
み
に
過
享

。
(
私
云
、
氏
が
鴻
菓
氏
の
擧
げ
ら
れ
し
三

證
に
觸
れ
ら
れ
ざ
り
し
は
何
故
か
。

)

抄
を
敷
衍
し
て
集
と
な
し
た
ら
ん
時
に
於
て
薪
探
に
係

る
と
證
明
し
得
ら
る
べ
き
も
の
、豈
た
璽
三
首

の
み
に
止
ら
ん
や
。
殊
に
公
任

の
官

　

位
書
を
右
衞
門
督
と
せ
る
は
、
敷
衍
し
た
ら
ん
時
に
は
當
に
修
正
す
べ
か
り
し
も
の
。
却

つ
て
他
の
歌
に
同
じ
て
前
官
を
署
せ
る
は
、
後

の
切
入
が
少
數
に
過
ぎ
な
か
つ
た
事
藷

す
る
も
の
で
あ
る
。
蔑

と
述

べ
て
凡
て
後
の
切
入
・
切
繼

で
あ

る
と
解
し

て
ゐ
ら
れ
届
。
從

つ
て
「
抄
」
を
抄
出
と
見
る
の
で
あ
る
が
、
未
だ
何
等
積

極
的
な
理
由
に
基
く
も
の
で
は
な

い
や
う
で
あ

る
。

甑
伽
翻
のの
鞴
啾
鋤
嚶
岫
醗
攤
油
戯
舩
唯
の

且
叉
、
「
集
」
中

に
存
す
る
「
抄
」
以

後
と
思
は
れ
る
歌
は
、
以
上
の
外

に
も
獪
數
首
を
數

へ
得

る
の
で
あ

る
。

聚

L服
囎
鋸
旆
魄
巖
勸
噺
磁
。

即

ち
和
田
博
士
は

①㈲働

「帥
錯

簍

に
ま
か
れ
り
け
る
に
云
.
」
羨

暇

長
徳
二
年
四
月
以
後
な
る
こ
と
。
羅

攪

嬲

鰈

躔
譲

藹

辧

灘

穿

朝
罰

を
赦

さ
れ
た
長
徳
三
年

四
月

以
後

に
あ

る
僞

と
思

は
れ

る
。
「
抄
」
以
後

の
例
と
し
た

の
は

こ
の
意
味

に
於

て

で
あ
る
。

「
突

臣
の
む
す
め
の
害

の
料
に
て
う
じ
侍
り
け
る
鬣

に
」
譁

禁

と
あ
る
は
長
保
元
年
土

月

百

頃
の
こ
と
。
遡

籍

物
語

。
私
云
、
「
小
右
記
」
・「
權
記
」
・「
今
昔
物
語
廿
四
」
に
も
見

ゆ
。
尚
、

彰

子
の
中
宮

と
な
ら
れ
た
の
は
長
保

二
年

二
月
廿

五
日

の
事

で
あ

る
。

寂

昭
が
も
ろ
こ
し
に
ま
か
り
渡
る
と
て
、
七
呈

日
云
々
L
譁

蓼

と
あ
る
は
榛

五
年
な
る
こ
と
。

黶

難

罐

難

繕

月

に
は
異

諡
が
あ

る
。
「
日
本
紀
略
」
・
「
百
錬
抄
」
は
長
保
四
年

三
月
と

し
、「
扶
桑
略

記
」
・「
一
代
要
記
」
・「
歴
代
皇
紀
」
は
長
保

五
年

八
月
と
す
。

㌔



『 σ

鴻

◎
可

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑳

「冷
泉
院
五
六
雲

ζ
、調妥
」牽

黔

と
あ
る
は
、
寛
弘
元
年
四
月
羅

ゲ
噸

以
後
な
る
こ
と
。

驫

躡

薯

額

餝
撒

㌦

　
　
　

尚
、
「
御
堂
關
白
記
」
五
月

　
　
　
　
二
日
條
等
參
照
す
べ
し
。)

の

四
證
を

加

へ
、
其
他

管

見

で
は
、
徇

、

ω(動(圃(

,

夬

覺
寺
矢

々
あ
ま
た
ま
か
り
た
り
け
る
に
古
き
瀧
を
よ
み
侍
け
る

裔

門
督
公
任

瀧
の
音
は
L聡
猷
ガ
は
長
保
元
年
九
月
+

二
日
の
詠
な
る
事
。
嘱
譴

難

灘

辮

蚤

雛

麗

齷

鋸

繊
難
携

購

黼
鍬

舖

鞴

譱

譖

顯

馨

馳
翌

鸛

能
絶

賃
久
成

奴
禮
東

名
杜
流

氏
獪

聞
計
禮
L

と
あ

る
に
よ
る
。
尚

こ
の
哥
「
公
任
卿
集

」
に
も

「
大
殿

の
ま
だ

所

々
に
お
は
せ
し
時

人

々
具

し
て
紅

葉
み
に
あ
り
き
給

ひ
し
に
嵯
峨

の
瀧

殿
に
て
」
と
詞
書

し
て
出

て
ゐ
る
。

「
左
兵
衞
督
高
遠
賀
茂
に
吉

ま
う
で
け
る
は
て
の
夢
に
云
々
」
緯

パ

の
歌
は
寛
弘
帰兀
年
+
二
月
吉

の
詠
な
る
こ
と
。
藤

滌

遽
集
L

の
詞
書

に
よ
る
。　
「
去
寛

弘
元
年
十

ご
月

七
日
夜
夢
想
見
歳
四
十
許
女
人
持

青
色
紙
丈
稱
賀
茂

上
御
社
使

來
云
此
文
可
奉
殿
者
取
之
開
見
有
和
歌

一
首
其
詞

云
」
と
あ

る
。
街

こ
の
條

は
「
袋
草
紙
」
に
も
引

か
れ

て
ゐ
る
。

「東
三
條
院
の
賀
奕

臣
の
し
侍
8

る
に
云
々
」孝

齢

の
歌
は
長
保
三
年
+
月
の
詠
な
る
こ
と
.

魄
=
饕

纖

鷺

讐

給

ひ
け
る
か
は
ら
け
と
り

て
L
と
詞
書

が
あ

つ
て
、
東

三
條
院
四
+
賀

の
折

の
作

で
あ

る
事

が
分

る
。
「
日
本
紀
略
」
・
「
榮
花
物
語
鳥
部

野
卷
」
等

に

よ
る
と

、
そ
れ
は
長
保

三
年
十
月
九
日

の
事

で
あ

る
。

こ
の
時

の
屏
風

の
歌
は
、
同

+
月

七
日

に
詠
ま
れ

た
事
が
、
「
懽
記
」
・
「
小
右

記
」
に
よ

つ
て

知
ら
れ

る
。

個
　
「
右
大
臣
家
つ
く
り
あ
ら
た
め
で
渡
り
は
じ
め
け
る
頃
ふ
み
つ
く
り
歌
な
ど
人
々
に
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
水
樹
多
二
佳
趣

一
と
い
ふ
題

を
L
の
公
任
の
歌
韋

塾

は
長
保
元
年
五
月
吉

の
詠
慮

は
れ
る
こ
と
。
糎

瀰
蘿

嬲

鐙

取
饑

曙

躾

駅
。貅
辞

條

に
「
早

朝
講
丈
。
題
水
樹
多
佳
趣
(
下
略
)
」
と
あ

る
に
よ
つ
て
推
定
す
。
(街

こ
の
時

の
詩

は
「
江
吏
部
集
」
・

「
本
朝

麗
藻

」
に

み
え
る
。
)
從

つ
て
、
詞
書

に

「
右
大
臣
」
と
あ

る
は
「
左
大
臣
」
の
談
り

か
と
思

は
れ
る
。

拾
逡
抄

及
び
拾
逡
集

の
成

立
に

つ
い
て

の
考
察

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

=
二



窯

/

、

　
　
　
　
拾
逡
抄
及
び
拾
遘
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

醐

苹

惟
仲
」を
「中
納
言
」と
稱
芸

喋
猷

ハは
蠡

四
年
正
月
以
後
な
る
こ
と
。
悵
礎
鏡

朗
鶸

纏

靆

.m黐

塰

明

⑯

「少
納
言
藤
原
統
謬

年
頃
ち
ぎ
る
こ
と
侍
り
け
る
を
志
賀
に
て
崇

し
侍
る
と
誉

て
」
の
集

蒙

ハ
は
長
保
元
年
三
昇

九
日

　
　
　
　
以
後
の
詠
な
る
こ
と
。
棚
鞴

麟
蘇
驪

.

の
六
項
を
加

へ
る
こ
と
が
出
來
る
。
か
く
の
如
く
擧
げ
來
れ
ば
、
こ
れ
ら
十
數
個
の
例
の
凡
て
を
切
繼
と
斷
じ
去
る
事
は

い
ふ
迄
も
な
く
不
當
で
あ
ら
う
。
の
み
な
ら
す
「
抄
」
が
「
集
」
よ
り
先
出
な

る
事
は
、

の

「抄
」に
「小
讐

違

い
ま
う
ち
き
み
」
と
あ
る
を
蘂

L
に
藩

愼
公
L、
蝶
♂

甦

钁

「抄
」
に
三

條
太
政
大
臣
L
と
あ
る
を

　
　
　
　
「集
」
に
展

羹

L
、譜

蕊

鷺

四

「抄
」
に
コ

條
太
政
大
臣
Lと
あ
る
を
棄

L
に
「恒
簍

」耋

九
三
と
せ
る
が
如
き
は
、
窺

　
　
　
　
も
「集
」が
諡
饕

改
訂
芒

も
の
恵

は
れ
る
事
。

雑

曝
L驟

籤

繋

騰

嚢

嫂

購

靉

歌鯉

蟻

謎
饕

縢

鞴

鳩

　
　
　
　
蜷

雑

励
畦

意
(驪

を
俗
轡

改
訂
す
る
と
い
ふ
礬

薯

へ
難

7

ω

莎

Lに
「修
理
大
夫
懷
平
」
と
あ
る
を
「集
」
に
「左
兵
衞
督
禁

懷
平
」、
馨

塩

粛

難

饌

胙
艷

「抄
」
の
「左
衞
門
督
高
遠
」

　
　
　
　
を
麋

L
に
「大
貳
高
遠
」、墾

t
筋
鬣

「抄
」
の
「中
納
餐

資
」
を
「集
」に
「奕

醤

資
」、
礬

爨

麺

騒

韓

矯

と
せ

　
　
　
　
る
如
き
、
何
れ
も
檗

L
の
方
が
葮

新
し
い
官
位
名
を
以
て
表
記
し
て
ゐ
る
事
。
鑾

楚

婀
齢

館

噺
↓
器

鷹

蹣

　ゆハ
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　へ
　
　も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　へ
　
　
じ
　
　へ
　
　も
　
　も
　
　ヘ
　
　ヘ
　
ヘセ
　　
も
　
　も
　
　も
　
　ヘ
　
　
へ
　
　も
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　
ヘ
　
　へ

等

に
よ

つ

て
も

明

か

で
あ

ら
う

。
結

局
「
集

」
の
成
立

は
「
抄
」
の
成
立

よ
り

も
後

で
あ

り
、

且
寛

弘

二
年

六
月

を
遡
り

得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ム



『
野ツ　.凹

♂

煮
碾
噸广

い
事
は
、
辱

斷
言
し
て
函

い
と
思
は
れ
る
・

　
　

註

(
六

)
　

第

三
章

に
於

い

て
詳

述

す

る
如

く

、

「
集

」
の
資

料

と

な

つ
た

も

の
と

の
關

係

に

つ

い

て
吟

味
ず

る
と

、
㈹

、
「
集

」
の
み

に

見

え

る
歌

と

、
の

、

　
　

　
　
　

　

「
抄

」
に
も

見

え

る
歌

と

の
間

に
は

、

そ

の
依

據

資

材

に
相

異

が

あ

つ
た

事

を

跡

づ

け

る

事

が

出

來

る
。

こ
れ

も
「
抄

」
が
「
集

」
の
抄

出

で

な

い
事

　
　

　
　
　

　
　
の

】
證

と

な

ら

う

。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

註

(七

)
　

即

ち

「
拾

逡

抄

」
の
「
抄

」
は
必

し
も

抄

出

の
義

で
は

な

い
。

左

表

が

最

も

明

瞭

に
語

つ

て

ゐ

る
如

く

、
抄

は
全

く
「
集

」
(
撰

集

の
意

)
と

同
義

に

も

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る

の
で
あ

つ
て
、
我

々
は
何

ら
抄

の
文
字

に
拘

泥
す

る
要

は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む　　　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
o
朗
詠
集
を
抄
・ヒ
稱
し
て
ゐ
る
も
の
は
他
に
も
多
い
。
傳
公
任
筆
切
・傳
墓
俊
筆
多
賀
切
に
は
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　

「朗
詠
抄
下
」の
名
が
見
ら
れ
、迸
衞
豕
藏
傳
行
成
筆
本
(卷
下
零
本
)
に
は
「倭
漢
抄
下
」
、
顯
昭
「後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
逡
抄
註
」
・
「
八
雲
御
抄
」等
に
は
「和
漢
朗
詠
抄
」
ε
も
記
し
て
あ
る
。
朗
詠
集
以
外
の
當
時
の
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぱ
、
「深
窓
秘
抄
」
(傳
宗
奪
親
王
筆
李
安
朝
古
鈔
本
・迸
衞
豕
藏
H
録
〔
挙
安
朝
寫
本
∀
八
雲
御
抄
等
)
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「深
窓
秘
集
」
(顯
昭
「後
拾
遺
抄
註
」・「和
嵜
色
葉
集
」・「和
哥
現
在
書
ー1
録
」・「顯
昭
古
今
集
註
」等
)
妊
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
、
「麗
花
集
」(香
紙
切
・和
哥
現
霧
書
日
録
・顯
昭
「後
拾
逡
抄
註
」・「奥
義
抄
」・「色
葉
和
再
集
」・「宵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

來
風
躰
抄
」等
)
を
「麗
花
抄
」(八
雲
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

抄
」等
)
ε
も
言
つ
た
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徇

、
西
下
輕

一
氏

繝
撚
眩
轢
欲
醫
典
は
、
「
二
申
暦
」
・「
紫
式
部

日
記
」
等

が
、
廿
卷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
「
集
」
の
事
を

「
拾
遺
抄

」
と
記
し
て
居
る
と
の
事
實

か
ら

、
「
こ
れ
ら
の
例
か

　
　

ら
推

す
と
、
和
田
氏

の
引
用
し
た
權

記

の
抄

も
十
巻

の
抄

と

は
斷
定
し
難

く
」
寧

ろ
當
時
廿
卷

の
集
を
も
抄

と
稱

し
た
ら
し
い
と
述

べ
て

「
抄

　
　

の
字

義

に
拘
ら
す
、
抄

は
集

を
材
料
と
し
た
傾
向

が
見
え
る
か
ら
、
公
任
は
公
撰
を
終

つ
た
後
「
古
今
集
」
に
對
す
る
「
新

撰
和
歌
集

」
の
意
味

で

　
　

抄

を
も
私
撰
し
た

の
で
あ
ら
う
L
と
言

つ
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
首
肯

し
難

い
。
元
來
、
廿
卷

の
「
集

」を
成
立

の
當
時

に
於

て
「
抄

」
と
も
稱

し
た

か

　
　
否
か
は
疑
は
し
文

螺
鱗
蹙

齢
襲

饌

鞣

撫
撰
襲

黠
轟

臻

皺

谿
雛

耽)

畿

述
の
如
く
長
保
の
頃
に
は
到
辱

巻
の

拾
逡

抄
及
び
拾
遺

集

の
成
立

に
つ
い
て
の
考
察

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

一
五

　
　
　
　
　
　
　
　

～　
『
:
・・　
♂　　'

　

テ
キ位　　ス

ト置

御

物

粘

葉

装和漢期詠集

關

戸

家

本和漢期詠集

卷
　
　
上巻　　首卷　　上卷　　尾卷　　下卷　　首卷　　下卷　　尾

倭
漢
期
詠
集卷

上倭漢抄上卷倭漢期詠集巻下倭漢抄下卷

倭
漢
朗
詠
集

上(ナ　　　　シ)和漢朗詠抄　下倭漢抄　下



　

　

　

拾

逡

抄

及

び

拾

遺

集

の
成

立

に

つ

い

て

の
考

察

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一
六

　

　

　

　

　

「
焦
木」
は
存

す

べ
く

も

な

い

の

で
あ

る

か

ら

、
氏

の
諡

は

、
結

局

單

な

る
杞

憂

に

す

ぎ

な

い
。

　

扨

、

「
集

」
の

成

立

年

代

の

下

限

は

こ

れ

を

何

時

頃

に

置

く

べ

き

で

あ

ら

う

か

。

「
紫

式

部

日

記

」
の

寛

弘

五

年

十

一

刀

十

八

日

の

條

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　
　　ヘ　　　ヘ　　　へ

　

手

筥

一
雙

、

片

つ

か

た

に

は

白

き

色

紙

、

作

り

た

る

御

草

子

ど

も

、

古

今

、

後

撰

集

、

拾

遺

抄

そ

の
部

ど

も

は

、

五

帖

に

作

り

つ

ゝ

、

侍

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　へ

　

從

の
中
納
言
と
延
幹
と
お
の
ー

草
子
ひ
と
つ
に
四
卷
を
あ
て
つ
つ
、
書
か
せ
給

へ
り
。
(下
略
)

と

あ

る
に
よ

つ
て
既

に
其

頃

に
は
成

立
流

布
し

て
ゐ

た
事
が

知
ら

れ

る
。

(本
丈
に
「拾
遺
抄
」
と
あ
る
の
で
鴻
菓
氏
も
和
田
博
士
も
、
・」

れ
を
+
卷
の
「抄
」
の
如
く
解
し
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
丈
意
に
よ
れ
ば
+
眷
の
も
の
帥
ち
「集
」
の
方
で
あ
る
.」
と
が
分
る
)。
鴻

集

氏

は

　

藤
原
懷
平
を
集
に
は
左
兵
衞
督
と
な
せ
り
。
(抄
は
修
理
大
夫
)
彼
は
長
保
六
年
十
二
月
廿
九
日
よ
り
寛
弘
六
年
三
月
四
日
右
衞
門
督
に
轉

す
る
窒

る
髭

讐

あ
り
し
を
以
て
、
(申
略
篥

は
寛
弘
二
年
六
旱

九
日
(覊

に
垳
唾

左
)
よ
り
同
六
年
三
月
四
日
迄
、
略
四
年
間

　

に
成
り
し
も
の
な
り
と
推
斷
す
る
を
う
べ
き
か
。
(
四
一
頁
)

と
論

じ
、
和
田
博
士
は
「
同
勲

鵬
)
五
年
二
月
法
皇
崩
御
あ
ら
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
そ
の
間
(鮒
蕊
い
境
堪

哢

歇
闕
斬
繊
抽
磯
倣
醂
に
)
に
な
り

し
も

の
に

て
、
晩
年
の
御
撰
な
る
べ
し
」
製

と
論
ぜ
ら
れ
た
が
、

こ
れ
は
撰
者
を
花

山
法
皇
御
自
撰
と
斷
ぜ
ら
れ
て
の
事

で
あ

る
。
読
の
當
否
は
暫
く
お
く
と
し
て
、
今

こ
の
年

代
の
下
限
を
内
證
に
求
む
れ
ば
、
道
綱
を
「
器
宮
大
夫
」
と
稱

せ
る

こ
と
礁
ご
一
甓

}一茅

し
二
が
注
意
さ
れ
る
。
「
公
卿
補
任
」
其
他

に
よ
る
と
、
彼
は
寛
弘
泗
年
正
月
廿
八
日
春
宮
大
夫
の
職
を

去
つ
て
朿
宮
傅
に
任
じ
て
ゐ
る
。谿

難

賛

騒

量

つ
て
こ
の
限
り
に
於
い
て
、「歯

⑳
蜜

霽

塗

奚

勢

献



『
へ冖

・蕭

、

o
へ
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も
　
も
　
　も　
　
　
　
も
　
　も
　
も

黔

廊

罫

轟

革
雰
強

奪

翆

衆
み
獣

恵

は
れ
魅

饕

矮

響

蘯
悔
莞犠
肇

鬱

π
%
な

た
ゴ
こ
の
時
鴻
…巣
氏
や
武
田
博
士
が
疑

は
れ
た
や
う
に
、
「
集
」
に
於
い
て
公
任
を

「
右
衞
門
督
」
と
あ
る
こ
と
が

し不
審
で
あ
る
が
、舩
鸚

離

驚

+

或
は
傳
寫
の
誤
か
、
靉

或
は
寛
弘
六

・
七
年
の
成
立
に
な
る
「
本
朝
麗
藝

に
於
い
て

も

公

任

を
「
右

金
吾
」
・
齊

信

を
「
左

金
吾
」
と
何

れ
も
前

官

を
以

て
表

記

し

て
ゐ

る
事
實

と

併

せ

て
、

何

等

か
特
別

の
事
情

に
よ

る
も

の
と

思

し
く

、
或

は
「
右
衞

門
督
」
の
名
が

專
ら

文
人

と

し

て
の
公
任

と
關

係
を

も

つ
て
ゐ

た
も

の
か
と

も
考

へ

ら

れ

る
。
未
だ
「
抄

」
を
先

出

と
な
す

事

へ
の
反
證

た
り
得

る

に
は
遙

か
で
あ
ら

う
。

　
　

註
(八
)
　
定
家
は
「
集
」
の
現
形
に
つ
い
て
「
今
伺
二事
躰
一御
存
日
不
レ
及
二披
露
一歟
」だ
蹴
轢
と
の
べ
て
居
り
、
鴻
欒
底
も
未
奏
覽
諡
を
圭
張
し
て
ゐ
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
胴
纛
丈
が
、
或
は
然
る
か
と
思
は
れ
る
節
も
あ
る
。
即
ち
、
↓
「
集
」
に
序
文
を
缺
い
て
ゐ
る
事
。
飜

蘖

藷

膿

齪
鶴
誤

験

鐘

琺
あ蕪

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く

　
　
　
　
　
　
卸

集
Lは
未
蕘

分
繕

撰
せ
ら
れ
ざ
る
事
。
鞍
籬

翻
糶
塑
嬉
讐

爨

嬲
麟
罍
轗
錬
薯

暗
.
㈱
他
の
勅
撰
集
の
例
長

し
年
代

　
　

　

　

　

(

　
　

　

　

　
　
も
撰
者
も
不
明
め

間
に
沒

せ
ら
れ
し
事

等

の
事

實
か
ら
、
「
集
」
は
未
定
稿

の
ま

ゝ
に
終

つ
た

の
で
は
な

い
か
と
も
臆
測
せ

ら
れ
る
の
で
あ

る
。

二

撰
者
に
就
い
て
の
從
來
の
諸
説
を
見

る
に

の

「集
」
・
「抄
」
共
に
花
山
院
説

嬾

魍
貼

湘
爨

聡

口

翼
L
・「抄
」共
に
往

説
繍
謹
購

騨
鞴
纛

繋

鐔

　
　

拾
遺
抄
及
び
拾
遣
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察

一
七

ー

ー



ヨ(囲(司(

等
の
他
、 拾

逍
抄
及
び
拾
遺
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察

檗
Lは
花
山
院
、
「抄
」は
公
任
説
無

鑾

纓
攤
馨

繋

雛

緲
執
齷
嬲

榛

「
集
」
は
公
任
、
「抄
」
は
花
山
院
説

欝

融
獸

雲

「
集
」
は
長
能
・道
濟
、「抄
」
は
花
山
院
説

鸚

醜

曇

傭

　

單

に

一
方

の
み

に

つ
い
て

の
べ
た

も

の

に
は

、

一
八

,

偶
拾遺鞍
徽

飜

攤

難
欝

樋陵卿

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

働
ー
蘓

撫

韈

欝

鏤

漸瀏鷲

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

む　
　　
　

等
が
存
し
、
甚
し
参

趣
多
樣
を
極
め
て
ゐ
ゑ

臙
蜘
曜
磯
轍
靈

謂
羅
劼
餅
轢
軌
恥
舗

離
嫺
騰
覊
協

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
む
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　む　
　

定

家

系

統

の
學

書

數

個

に
す

ぎ

す

、

其

他

は
「
花

山
院

勅

撰

」
と

し

た

り

(「
袋

草

紙

」
・
「
和

哥

現

在
書

目
線

」
)
或

は
「
花
山

院

御

撰

」
(
顯

昭
「
萬

葉

集

時

代
難

事

」
・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
　

「
袋

草

子
」
所

引

島

守

遠

高

説

・「
簾

中
抄

」
・「
拾

芥

抄

」
・「
一
一中

暦

」
等

)
と

か
「
令

撰

」
(
顯

昭
「
拾
遺

抄

註

」
・
「
後

拾
遺

抄

註

」
・
「
和

哥

色

葉

集

」
)
と

な

つ
て

ゐ

る

。

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

御
撰
と

い
ふ
の
は
、
必

し
も
御

自
撰

の
意

で
な
く
、

ご
中
暦

の
「
今
案
萬
葉
集
平
城
天
皇
御
撰

、
古
今
延
喜
御
撰

、
後
撰
村
上
御
撰
、
拾
逡

花
山
院
御
撰
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む　
　

る
に
よ

つ
て
も
明

か
な
如
く

、
「
勅
撰
」
と
同
義

に
用
ゐ
ら
れ

て
ゐ

る
も

の
の
や
う

で
あ
る
。
術
、

こ
れ
ら

の
舊
説
は
多
く
撰

者
推

定
の
理
由
を
羯
げ
て
ゐ
な
い

か
ら
、
今
批
到

の
對
象

た

り
得

阻
も

の
が
多

い
。

そ

の

一
々

の

吟

味

は

こ

丶

で

は

到

底

不

可

能

で

あ

る

か

ら

、

主

と

し

て

自

説

を

の

べ

つ

～

、

ま

～
特

に

有

力

な

諸

説

を

の

南
轟
r



『

メ

み

吟

味

し
て
ゆ

き
た

い
。

　

定

家
は
「
三
代
集

之
問

事
」
に
於

い
て
次

の
如

く
述

べ
て
ゐ

る
。
幡
牒
柑
吟
私

　
　
　
　
　
　
ヘ　　へ　　も　　ヘ　　へ

　
　

此
集

、
法
皇
御
自
撰
之
由
、
愚
者
或
生
疑
。
獪
稱
二
公
任
卿
撰

一之
輩
有
v
之
云
々
。
雖
二不
γ足
v言
事
幻
御
撰
證
據
等
略
而
注
レ之

　

ω
は
じ
め
て
平
野
祭

に
男
使
た
て
し
と
き
う
た
ふ
べ
き
歌
よ
ま
せ
し
に
　
平
野
臨
時
祭
。

殿
上
五
位
使
東
遊
等
自
二
寛
和
旧
始
。

凡
人
寧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌦

　
　

注
二
此
旨
一哉
。

　

②
寛
和
二
年
清
涼
殿
御
障
子
に
あ
じ
う
が
け
る
所
イ
(讀
人
不
知
)　
蔀
是
御
製
也
。

　

緲
左
大
.臣
む
す
め
の
中
宮

の
れ
う
に
て
う
じ
侍
り
け
る
屏
風
に
　
よ
み
人
し
ら
す
。
叉
御
製
也
。

　

㈲
冷
泉
院
の
五
六
の
み
こ
は
か
ま
ぎ
侍
り
け
る
こ
ろ
い
ひ
お
こ
せ
て
侍
り
け
る
。
左
大
臣

　
　
　

昭
登
清
仁
親
王
。
繖
繭
鏤

灘

齢
蟻

長
保
六
年
五
月
四
咼

璽
一親
手

。

　

　

　
　

　

へ
　　　　　　も　　
もも　　
へ
　　　も　　　も　　ロも　　　も

こ

れ

は

「
集

」

が

花

山

院

御

自

撰

で

あ

る

事

の

證

と

し

て

の

べ

た

も

の

で

あ

る

が

、

こ

の

う

ち

の

m
V

働

が

「
集

」
よ

り

先

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　へ
　
　も
　
　ヘ
　
　へ

出

の
「
抄

」
に

も

存

在

す

る

以

上

、

同

時

に

「
抄

」

の

御

自

撰

説

の

根

據

と

も

な

り

得

る

の

で

、

最

初

に

こ

の
定

家

説

へ

の

吟

味

が

當

然

に

必

要

な

も

の

と

な

つ

て

く

る

。

便

宜

ま

つ

②

・
㈲

に

つ

い

て

み

る

に

、

②

は

「
抄

」

・
「
集

」
諸

本

に

「
讀

人

不
知
」
と
あ
る
が
、

譫
.靉

邏

譲

幣

は
實
は
霓

和
二
年
内
裡
歌
合
L
韜

鞴

撥

髞

樽
親
王
の
歌
で
そ
れ
に
は

「
よ
し

の
ぶ
」
の
作
と
な
つ
て
ゐ
る
。
更
に
翼
本
能
宣
集
畝
離

懿

縫

黻
蘇

蕭
毅

懿

霾
奪
翫
欝
疎
瓣
輸
糠

嫁
毳

馥

讐

鶻
愚

蠕

辞
難
の鑾
鑾

毓
糀

縫

簿

蛍

駿

鍛
麓

融

ゼ
、
に
も
「内
の
御
歌
合
に
」と
し
て
出
て
居
り

　
　
　
　
拾
遺
抄
及
び
拾
遺
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九

〇



　
　
　

拾
遺
抄
及
び
拾
遘
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
〇

こ
れ
が
能
宣

の
歌
で
あ

る
事
は
疑
が
な

い
。
㈲

の
歌
乏

い
ふ
の
は

「
紫
の
い
う
し
こ
け
れ
ば
」
訴

激

。
の
歌
を
い
ふ
の
で
あ

ら
う
か
。
鰭
騨
雛
籍
嬲
孫

欝
襲
鑛
渇
纛
踏
鸛

猟
籍

靆
認
蒜

諜

謙
灘
縫

舗
鰯
鑿

麓
励
齧
・.贓
酔

黥
縞
螻
灘

ば
譱
喚

瀞

㌍
劭
訪
砌
嚼
篆

が
こ
れ
を
御
響

斷
じ
た
根
握

知
ら
な
い
焼
、
こ
の
歌
も
窮

恒
集
L
に
「そ
の
御
屏
風
の
歌
云
々
」
と
あ
る
連
作
中
に
存
す
る

を
思

へ
ば
、
翩
紬
糘
喋
鰥
曝
殖
汲
瀬
碑
畩
鯀
総
勧
視
切
徹
射
伽
餅
糶
黼
燃

鑼

譯

鷭

窯

鰓

齢
蠡

鑛

臟
鰐

秣

・(五
未
だ
定
家
説
に
從
ふ
の
も
躊
躇
さ
れ
る
。
か
あ

如
鳬

家
が
御
製
と
斷
じ

た

②

・
㈲

に
つ
い
て
は
遽

か
に
從
ひ
難
い
が
、
「
抄
」
及
「
集
」
の
「
讀
人
不
知
」
中

に
或

は
法
皇

の
御
製
が
混
入
し
て
ゐ
る
か

も
し
れ
ぬ
事
は
、
敢

て
否
定
す
る
事
は
出
來
な

い
。
顯
昭
は
「
後
拾
遺
抄
註
」
隙
款
調
嗜
論
臟
颯
鞍
貼
尠
惣

に
於
い
て
撰
集
中

に

響
自
作
が
入
る
例
と
し
て
嬲

韃

継

励覆

韆

綣

鯵

謡

薦

黠
搬で報

拾
遺
不
.知
撰
者
花
山
院
御
製
不
奉
入
歟
但
讀
人
不
知
哥
中
二
首
在
之
云
々

コ

、

ロ

ヲ

ハ

ツ

ラ

キ

モ

ノ

ソ

ト

イ

ヒ

ナ

カ

ラ

カ

ハ
ラ

シ

ト

オ

モ

フ

カ

ホ

ソ

コ

ヒ

シ

キ

ツ

ラ

ケ

レ
ト

ウ

ラ

ム

ル
カ

キ

リ

ア

リ

ケ

レ

ハ

モ
ノ

ハ
イ

ハ
レ

テ
子

コ
ソ

ナ

カ

ル
レ

(
私
云
、
「
集
」
戀

五
、
九
四

八
,
)

(
私

云
、
「
集
」戀

五
、
九

七
四
。
)

是
彼
御
製
也
云
々

の
二
首
を
擧
げ
て
ゐ
る
。
何
れ
も
「
抄
」
に
も
見
え

る
歌
で
、
後
者
は
靜
…嘉
堂
本
「
抄
」
の
朱
校

に
も
「イ
花
山
法
皇
」
と
あ

る
。

果
し
て
然
る
や
否
や
は
論
定

の
資
料
が
な
い
が
、
こ
の
二
首
の
戀
歌
が
「
讀
人
不
知
」
と
な

つ
て
ゐ
る
事

に
は
特
別
の
理
由

を
考

へ
る
事
も
出
來
る
。
即
ち
「
抄
」
の
戀
部

に
あ

つ
て
は
當
時
在
世
人
の
作
は
凡
て
匿
名

に
し
た
ら
し
い
形
跡
が
認
め
ら

b



『

バ
へ

れ

る
か
ら
で
あ
穐

.更

に
、
よ
し
や
上
述

の
歌
以
外

に
も
、
院

の
禦

が
存
す
る
と
し
て
も
・
そ
れ
を
以

て
曹

に
「
抄
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
　　も　　も

或

は
「
集
」
が
院

の
御
自

撰

で
あ

る
と

斷

ず

る
事

は
ど

う

で
あ

ら
う

か
。
院

の
思

召

を
受

け

て
何

人
か

ゴ
撰
す

る
如

き
揚
合

に

も

か

ゝ
る
事

は
充
分

存

し
得

る
か
ら

で
あ

る
。
顯

昭
が

先

の
二
首

を
指
摘

し
な

が

ら
、
獪
「
拾
遣
不
知
撰
者
」
と
し

て
御
自

撰

読

を

立

て
な

か

つ
た

の
が

穩
當

で
あ

ら
う

。

　
　

註
(
闘
)

「
小
右
記
」脹
櫞
阮
懈
斗
に
、
人
々
が
彰
子
入
内
の
折
屏
風
寄
を
奉
つ
た
事
を
記
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
右
大
辨
行
馨

屏
風
色
紙
形
・
薀

法
皇
・
夫

醸

右
籥

・
右
衞
権

籍

韆

・
源
藕

和
哥
・
雹

紙
形
・
皆
耄

・
後

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

へ　
も　
も　
も　
へ　
も
　
も　
も　
　
　
　
　
　
ヘマ
ら
　

　
　
　
　

　
　
　
　

代
巳
失
面
目

、
但
法
皇
御
製

不
知
讀
人

、
左
府

云
書

左
大
臣
、
件
事

奇
恠
事

也
。

　
　
　
　

　
　

と
あ
り
、
定
家
は
是
れ

に
よ

つ
て
此
時

の
「
讃
人
不
知
」
哥

は
法
皇
御
製
な
り
と
剣

じ
た
も

の
で
あ

ら
う
か
。
然

し
、
た
と

へ
こ
の
哥
が
御
製

で

　
　
　
　

　
　

あ

つ
て
も
、
法
皇
自
ら
屏
風
寄

に
は
「
讀
人
不
知
」
と

さ
れ

た
位

で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
を
「
集
」
に
探
鑠

す
る
時

に
も
ー

「
集

」
の
撰
者
が
何

人
に

　
　
　
　

　
　
ま
れ
i
i
名
を
顯
す
事
を
憚

る
の
は
當
然
な

の
で
は
な

か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。

　
　
謎
三

二

體
、
「抄
」葬

貘

饕

蕪

勧
矯

に
於
い
て
、
「
請
傘

黜

い
蘇

」と
論

窯

知
静

と
の
応
恥
は
、
四
=

首
(七
〇
・四
%
)
鑿

七

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
も　　へ

　
　
　
　

　
　

三
首
(
二
九
・
六
%
)

の
割
合

で
あ

る
が

、
戀

部

に
於

い
て
は
事
情

は
全

く
別

で
あ

る
。
こ

丶
で
は
兩
者

の
比
傘

は
六
五
首

(四

三
・
六
%
)
對

八

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

ヘ　　へ　　も　　へ　　も　　　　　も　　へ　　も　　も　　も　　も

　
　
　
　

　
　
四
首

(
五
六
.
四
%
)

で
「
讀
人
不
知
歌
」
が
遙

か
に
多

い
。
而

し
て
作
者

の
明
記

せ
る
六
五
首

中
、
長
徳
三
年
頃

生
存
し

て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
作

　
　
　
　

　
　
者
は
、
東
宮
女
藏
人
左
近
と
藤
原
國
用
女
と

の
僅

か
二
人

、
二
首
あ

る
に
す
ぎ
な

い
。
他

は
凡

て
故
人

と
な

つ
て
ゐ
た
人

々
の
み
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　

　
　
の
事

は
「
抄

」
の
編
纂

に
當

つ
て
、
戀

部

に
は
現
存
人

の
作
を
探
用

し
な

か

つ
た
事

を
物
語

る
も

の
で
は
な
く
て
、
寧

ろ
探
用
し

て
も
其
名
を
顯

　
　
　
　

　
　
に
す

る
事
を
憚

つ
た
も
の
と
解

す

べ
き
で
あ
る
と
思

ふ
。
從

つ
て
戀
部

に
法
皇

の
御
製
が
「
讀
人
不
知
」
と
な

つ
て
ゐ
る
か
ら
と
て
、
御
自
撰
と

　
　
　

拾
遺
抄
及
び
拾
逡
集

の
成
立

に

つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二

ー
ー

ー

ト
「-

ーー
ー
ー厂
ー

ー

-…

ー

ー
ポ

ー
ー

≧ー
ー
註
…
k
ー
ー

～

～
ー

匡Fー
ー
ー

ー



　
　
　

拾
逡
抄
及
び
拾
遣
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

　
　
　
　
　

論
す
る
事
は
獪
早
計
で
あ
ら
う
。

。
次

に
定

家

の
あ
げ

た

①

・…㈹

に
つ

い
て
み

る
。
の

に
「
凡
人
寧
注
此
旨
哉
」
と

い
ふ
の
は
、
「
男
使
た
て
し
」
と

か

「
哥
よ
ま
せ

し
に
」
と
か
の
丈
言

に
つ
い
て
言

つ
た
の
で
、
始

め
て
平
野
臨
時
祭
の
行
は
れ
た
の
は
寛
和
元
年
四
月
十
日

細
鱒

藻

一

撚
黥
喉
源
即
、
花
山
院
の
御
代
の
事
で
あ
る
か
ら
、
併
せ
て
院
御
自
撰
の
證
た
り
得
る
と
し
た
の
で
あ
ら
う
。
然
し
こ
の
詞

書
は
靜
喜
堂
本
「
抄
」槲
帆

に
は
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

.

は
じ
め
て
ひ
ら
の
察

に
提

た
て
癬

し
と
き
う
た
ふ
べ
き
哥
と
て
よ
ま
せ
癬

し
に

(圏
點
筆
者
)

と
な

つ
て
ゐ
る
。
流
布
本

瓢
駐
罐
紙
臟
囀
酸
懶
筆
の
如
く
ば

、
い
か
に
も
法
皇
の
御
筆
た
る
を
思
は
せ
る
が
、
そ
れ
も
單
に
御
、

袈

た
る
に
止
る
や
も
響

離

、
或
は
綴

稿
據

つ
た
も
の
と
患

は
れ
、

轄
餐

翫

論

縫

羅

岼
鞭

も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

鱒

鸚

丶
簾

憾

離

結

鰄

鶚

幾

黥

榔
繰

譫

綴

稿

こ
の
護

の
み
を
以
て
直
ち
に
御
匙

説
を
固
執
す
る
が
如

き
柴

だ
根
據
薄
弱
の
譏
あ
る
を
冤
れ
な
い
で
あ
ら
う
。鰍
轡

麹

鼈

禦

④
が
何
故
に
御
自
撰
の
證
た
り
得
る
か
は
自

分

に
は
充
分

に
理
解

で
き
な

い
の

で
あ

る
が

、
和

田
博

士
が

「左
大
臣
道
長
よ
り
誰
人
に
贈
り
し
も
の
か
、
明
な
ら
ね
ど
、
昭
登
、

清
仁
兩
親
王
は
、
花
山
法
皇
の
皇
子
に
い
ま
し
丶
を
、
御
父
冷
泉
上
皇

の
御
獪
子
と
し
給
ひ
し
な
れ
ば
、

御
着
袴
の
を
り
、

法
皇
に
上
り
し

も

の
な
る
べ
く
、

こ
れ
に
よ
り
て
も
、
集

の
御
自
撰
な
る
事
を
證
す
べ
き
な
り
。」
髏

穰

鸚

醜

と
祀
述

さ

れ

た

の

に
よ

る
と
、

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

の
贈
歌
の
御
相
手
が
法
皇
だ
か
ら
と

い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。
然

し
そ
れ
も
確
定
的
で
な
い
上
、
第

三
者
と
雖
も
か
、
る
歌

へ稿
を
得
る
事
は
容
易

で
あ
ら
う
し
、
又
法
皇
或
は
作
者
左
大
臣
が
歌
稿
を
提
供
さ
れ
る
場
合
も
考

へ
ら
れ
る
か
ら
、
未
だ
、



『
T/

竜

錯

へ

此

も

積

極

的

證

據

と

は

な

り

難

い

。

以

上

の

定

家

説

へ

の

吟

味

に

よ

つ

て

、

そ

れ

が

必

す

し

も

確

定

的

な

も

の

で

な

い

事

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

も　　も　　も

は
明
か
に
な
つ
た
と
思
ふ
.
艟

館

激
蘇
鵠

欝
獺

黠
噂饕

媚講

慰

甑

脚羅

雛

醐饗

励

駕
凝
鰓
駄
の
そ
し
て
同
時
に
そ
れ
は
、
定
家
説
を
租
述
せ
る
に
す
ぎ
な
い
以
後

の
多
く
の
「
抄
」
或
は
「
集
」
法
皇
御
自
撰
説

へ

の
批
到
と
も
な
り
得
る
で
あ
ら
う
。

　
「
抄
」
を
御
自
撰
と
す
る

一
證
と
し
て
、
和
田
博
士
は
更

に
、
・既
述

の
權
記
の
記
事

に
つ
い
て
、

「
東
院
は
行
成
の
租
父
伊
尹
の

室
惠
子
女
王
(私
云
、
正
暦
三
年

九
月
廿
七
日
卒

)
の
第
な
り
。
花
山
法
皇
の
御
母
は
笋

の
女
籌

は
荏

、
女
王
は
董

の
御
外
雜

に
あ
た
ら
せ
給
ひ
、

當

時
東
院
の
第
に
法
皇
の
御
座
あ
り
し
こ
と
は
、
榮
華
物
語
見
は
て
ぬ
夢
の
卷

に
見
え
た
り
。

さ
れ
ば
、
權
記
に
記
せ
る
拾
遺
抄
は
行
成
が

法
皇
に
返
し
奉
り
し
も
の
と
推
定
す
る
も
不
可
な
か
る
べ
く
、

長
保
元
年
は
抄
の
な
り
し
頃
よ
り
近
き
程
な
れ
ば
、

ま
た
以
て
御
撰
と
す
る

に
は
有
力
な
る
證
と
す
る
に
足
れ
り
。
」
彈

と
論

じ
て
ゐ

ら

れ
る
が

、

こ
の
論

理
は
ど

う

で
あ
ら

う

か
。

の
み
な
ら

す
當
時
花

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

ヘ
　
　ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ヘ
　
ヘ
　
　ヘ
　
　へ

山

院

は

東

院

に

御

坐

し

ま

し

た

の

で

な

く

、

權

記

に

い

ふ

朿

院

は

彈

正

尹

爲

尊

親

王

の

妃

九

の

御

方

を

お

指

し

す

る

も

の

　

　

　

　
ニ
　　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ

で

あ

る

か

ら

、

博

士

の

説

は

自

ら

解

浩

す

べ

き

で

あ

ら

う

。

　

　

註
(
三
)　

榮
花
物
語
「
見
は
て

ぬ
夢

」の
巻
、
正
暦

三
年
頃
の
條

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
か
≧

程
に
花
由
院
薮

防
発

絵

払
(私
云
、
一條
攝

政
伊
尹
の
女
。)に
あ
か
ら
さ
ま
に
在
し
ま
し
け
る
程
に
や
が
て
(中
略
)思
し
う
つ
り
て
寺
(礫

劇
)

　

　

　

　
　

　

　

　

へ
も
歸

ら
せ
給

は

で
、

つ
く
本
＼
と
日
頃
を
過
さ
せ
給

ふ
。
(
中
略
)
今
は
こ
の
院

に
在
し
ま
し

つ
き
て
世
の
政
を

お
き

て
給

ふ
。
(中
略

)后

　

　

　

　
　

　

　

　
の
宮
(私
云
、
東
三

條
院
詮
子
。
)攝
政

殿
な
ど
聞
き

い
と
ほ
し
が
ら
せ
給

ひ
て

(中
略
)
さ
る
べ
き
年
官
年
欝
御
封
な
ど
奉
ら

せ
給

へ
ば

、

い
と

ゞ
御
里
住

　
　
　
　
　
　
　
　
心
穿

ひ
た
ぶ
る
愚

さ
れ
て
、
激

騒

撫

嵐

髢

玩
む

駿

療

蘓

ム
。
(中
略
)我
覺

弟
鼠

薮

螽

籍
灘
尹
)

　
　
　
　
拾
遐
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
三



拾
遣

抄

及

び

拾

遺

集

の
成

立

に

つ
い

て

の
考

察

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
二
四

　

　

　

　

を

語

ら

ひ

聞

え

さ

せ
給

ひ

て

こ

の
九

の
御

方

に
聾

と

り

聞

え

さ

せ
給

ふ
。

(
中
略

)
宮

在

し
逋

は

せ
給

ふ
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　

　

と

あ

つ

て
・

花

山

院

が

東

院

に

一
時

在

し

ま

し
た

事

は
博

士

の
言

の
如

く

で
あ

る
が

、

そ

れ

は
正

暦

年

間

の
事

で
、

其

後
脈
囎

は

「
東

院

の
北

　

　

　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ　
へ

　

　

な

る
所

」

に
在

し

ま

し
た

の

で
あ

る
。

然

し

て

長
保

の
頃

に

は
既

に
東

院

に

は
居

ら

れ

た

の

で

は
な

い
。

事

實
「
椹

記

」
の

長
保

前

後

の
記

載

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し　
へ　
も　
　　
　　
　も　
　ら　
カ　
も

　

　

つ
い

て
仔

細

に
檢

す

る

に

、
行

成

は
「
詣

東

院

」
と

「
參

華

山

院

」
と

を

使

ひ

わ

け

て

ゐ

る

。
更

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も　
も
　
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も　
も　
も　
　
　
　
　
　
へ　
　
　　
　
う　
し　
も　
も　
も　
や　
も　
も

　

　

　

0
長

保

三
年

八
月

八
日

、

丁

未

、

參

東

院

、

參

殿

、

參

内

、

(申

略

)

叉

參

東

院

、

叉

參

女

院

、

自

花

山
院

有

召

參

入

、
有

令

奏

給

之

事

、

　

　

　

　

歸

宅

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も　　も　　し
　　　　　　　
も　　も　　も

　

　

　

0

同

八
月

十

三

日

、
壬

子

、
參

衙

、
參

内

、
參

殿

、
參

華

山

院

、
詣

東

院

、
歸

宅

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も　　も
　　も　　も　　　
　　　へゐ　
　
り　　へ　　も　　へ

　

　

　

0

同

八
月

十

八

日

、
丁

巳

、
自

内

參

左

府

、
參

華

山

院

、
與

中

將

詣

東

院

、
歸

宅

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
も　
も　
　
　
も　
う　
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　も　
へ

　

　

等

の
記

事

に

よ

つ
て

、
東

院

と

華

山

院

と

は

同

一
で
な

い
事

は
明

瞭

で
あ

ら

う

。

然

ら

ば

東

院

と

あ

る

の
は

、

何

人

を

お

指

し

し

た

か
と

い

へ

　

　

　

　

　

　

　

　
り　　ら　　ら　　ら　　つ　　も　　む　　ら　　も
　　し　　も
　　リ
　　へ

　

　

ば

、

恐

ら
く

彈

正

尹

爲

尊

親

王

の
室

九

の
御

方

の
事

で
あ

ら

う

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ
　　へ

　

　

　

0

長
保

四

年

亠へ
月

十

三

日

、
彈

正
宮

が
薨

ぜ

ら

れ

た
事

を

記

し

て

、
「
東

院
事

、
井

御

法
支

喞
中
等

事

申

左

府

。
」

　
　
　

o
同
八
月

百

・
宮
の
御
七
々
日
法
會
の
後
曩

工

鯊

院
、
戊
刻
豪

請
法
橋
覺
運
爲
戒
師
、
爲
尼
藷

、
夜
及
深
更
不
觸
、
事
了
退
出
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も　　カ　　へ

　
　
　

○
同

八
月

四
日
、
丁
卯
、
今
夕
東
院

上
逹

方
世
尊
寺
給

、
候
御

供
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も　　も　　ヘ　　へ

　
　

の
記
事

は
、
先

の
榮
華
物
語

の
記
事

と
共

に
、
東
院

の
上
郎

ち
九
の
御

方
た
る
事

を
物
語

る
。
九

の
御
方

は
伊
尹

の
女
で
、
伊
尹

の
妻
惠
子
女

　
　

王

の
な

き
後
、
東
院

を
傳
領

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　

行
成
が
成
房
と
共

に
東
院

に
詣

で
た
記
が
、
非
常

に
多

い
の
は
、

こ
の
二
人

の
從
兄
弟

に
と

つ
て
、
「
九

ノ
御
方
」
が
共
逋

の
伯
母

に
あ
た
る
か

　
　

ら

で
あ

る
。
尚

・
長
保

の
頃

に
は
義
懐
も
飯
室

か
ら
歸

つ
て
東
院

に
居

た
。
　

臓
腺
翫
詐
軒
朝
肘
北
=
櫞
い
綱
ヒ
雕
㎜
糊
卅
厭
跚
礁
副
桐
鉱
鸚
眺
翻
計
叭
=

が
、



●

ハ

代
明
親
王
1

{患
子
女
王

伊
尹
ー

　

　

　

　

　

　

　

ー
義

孝
ー

行

ー

義
　
懐
ー

1
成

ー
女

　

　　
　　
む　
む

ー

九

ノ
御

方

-

女

子

(懷

子

)

　成房子

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
も　
　へ　　も　　セ

單

に
「
詣

東

院

」
と
あ

る
時

は

、

九

の
御

方

に
お

逢

に
參

つ

た
事

を

い

ふ

の

で

あ

る
。

1

花

山

院

冷
泉
院

「
抄
」
の
撰
者

に
就

い
て
は
、
寧
ろ
公
任
を
以
て
擬
す

る
の
が
妥
當

で
あ
ら
う
か
。
そ
の
理
由
と
す
る
所
は
左
の
如
く
で

あ

る

。

ノ

　
　
　

↑
、
公
任
に
は
「
十
五
番
歌
合
」・「
三
十
六
人
撰
」
・「
和
歌
九
品
」
・「
金
玉
集
」
・「
深
窓
祕
抄
」
盤
胡
嬲
糊
嫁
献
囀
線
噂
襯
狂
峰
怦
骸

鐸

籍

錣

夥

爍

紕

繕

簡

た
・屡

漢
朗
詠
集
」
等
和
歌
の
撰
集
が
數
多
春

す
る
が
、
そ
れ
ら
の
私
撰
集
と
「
抄
」
と

の
問

に
は
、
極
め
て
密
接
な
關
係
が
見
出
さ
れ
る
。

今
、
「
+
五
番
歌
合
」
・「
三
+
六
人
撰
」
・「
金
玉
集
」
・「
朗
詠
集
」
の
四
書

　蠶

飃

灘

の錘

緊

需

鴛

驪

灘

璽

鶴
罐
廃爨
齷

彎

鰾
欝
L欝
黷
逡
訛
のの
麓
諒
毳
綴
難
鬣
邵
寝
罅
簒
猴
惣
鼬
宜
銃
篇
離
臆
態

所

收
の
歌
と
「
抄
」
及
「
集
」
と
の
關
係
を
表
示
す
る
と
左
の
如
く
で
あ

る
。

拾
逡
抄

及
び
拾
逡

集

の
成
立
に

つ
い

て
の
考
察

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　

＼

二
五



謙

陶表⑥表

拾
逡
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察

の古

衾
り後

鬟

ω
勦

黏
ー
拾
遺
抄
　
の㈲ぜ

比
率

備

考

總
歌
數

(　
所
見
哥

(　
所
見
寄

所
見
哥
ω　

所
見
哥

ω

「

集
」新

探寄

三

代

集ニナキ寄

噌

+
五
番
歌合

30

6

1

23

15

65

%

0

8

三
+
六
人
撰

蜥

42

11

94

49

52

%

10

38

金

玉

集

78

25

7

46

34

74

%

5

10

倭
漢
朗
詠
集

跚

64

14

娚

47

34

%

21

72

ω
四

薑
出
哥

16

5

0

11

8

72

%

0

3

㈲
三
書重

出
哥
　

21

一

3

1

17

13

76

%

0

4

の
二

薑

譽一

8〔　6

一

24

6

38

18

働　(

47

%

7

14

鱧嬉

瑠
に

嬲

58

　

)18卸　(

齠

43

32

%

)

20
都
郷(

75

四
書
所
見
哥純總計

{㎜

嬲

}

90

　

》25卸　(

剏

　

)82倒　(

40

%
冖

　

ー

27
都
郷

　

(、

96

　
二
六

(注
)　
「
朗
詠
集
」は
岩
波
丈
庫
本

(傳

　
　

行
成
筆
御
物
粘
葉
裝
本
)
に
よ

　
　
　
る
。
働
の
㈹
拾
遺
抄
哥
中
に
も

　
　

古
今
;
後
撰
に
重
出
せ
る
哥
あ

、

　
　

れ
ど
詳
記
せ
す
。

　
帥
ち
右
四
書

に
出
つ
る
總
歌
數
狙
首
中
重
出
を
省

い
た
純
總
歌
數

は
瀰
首
。
こ
の
内
新
た
な

る
撰
集

に
入
り
得

る
可
能
性

あ
る
歌
は
古
今
・
後
撰
の
二
集
に
倒
つ

る
も
の
を
省

い
た
㎜
首
で
あ
る
が
、
こ
の
内
「
抄
」
に
探
録
さ
れ
た
の
は
80
首

で
そ
の



『
一『調「

笠

メ

比
率
㈲

は
40
%

の
率
を
示
し
で

ゐ
る
。
而
し
て
「
抄
」
の
成
立
年
代

に
比
較
的
近

い
と
考

へ
ら
れ
る
「
金
玉
集
」
に
あ

つ
て
は

㈹

は
登
く
74
%
の
高
率
を
示
し
、
「
抄
」
の
成
立
よ
り
十
數
年
遲

る
ゝ
と
推
定
さ
れ
る
「
朗
詠
集
」
脈
伽
贓
歟
鉾
玳
催
いっ
%
綜
勸
鰍
哮

い
敷
豊

卿
趣
巌
噸
騒
賑
齦
覧
舞
暁
鯛
蛋
樋
偽
嶋
鯵
翫
匙

鍵
誓
訪
に
あ
つ
て
は
㈲
は
34
%
に
て
比
較
的
關
係
が
疎
と
な
る
。
次
に
試
み
に

同
じ
公
任

の
諸
著
作
問
の
探
擇
關
係

に
つ
い

て
み
る
に
、
左
表
の
如
く
、
「
朗
詠
集
」
は
「
卅
六
人
撰
」
の

72
正

帥
49
%
を
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
承
し
、
「
金
玉
集
」
の
至
篩

髣

を
再
録
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
ら
の
比
率
を
以
て
、
先
に
前
表
鋤
に
於
い
て
得
た
ω
の
比
率
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
較
す

る
な
ら
ば
、
「
抄
」
の
撰
者
が
、
此
ら
四
書

の
撰
者
と
同

一

　
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
即
ち
公
任

で
あ

つ
て
も
何
等

不
合
理
な
く
、
寧
ろ
「
金
玉
集
」
と

　
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
關
係

の
如
き
、
兩
書
が
同

一
撰
、者
の
手

に
な

つ
た
事
を
雄
辯

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
語
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
綱
驤

罐
鶺
幽
蒲

鞴
撫
離
芻

.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
す
る
。
郎
ち
公
任
の
愛
好
せ
る
歌
ほ
ど
「抄
しに
と
ら
れ
る
%
が
多
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
で
、
「抄
」に
公
任
の
趣
味
好
爾
の
反
映
が
見
ら
れ
る
事
に
な
る
。

⇔
、
以
上
四
書
に
出
つ
る
歌
卑

抄
」
臻

讐

れ
た
咢

蜒
毯

に
つ
い
て
相
互
間
の
作
者
名
の
異
同
を
檢
す
る
に
、

約
九
割
張
帽緲
蜘購
林
黼
菰
砧
鍵
曳
鞴
欟
曙
轍
物
齣
鰡
淋
墹
儒
紬
ド
曙
干

の

一
致
率
を
示
し
て
ゐ
る
。
こ
の
程
度
の

一
致
は
同

一
撰
者
に

非
れ
ば
殆
ど
不
可
能
に
近
い
事
と
思
は
れ
る
。

胴
轄

聖
筋

藷

暢

舗

野
霜

讃

齢
醐
欝

繊

繁
煢

鸚
儺

轜

繝

の
で
あ

る
。

(「
や

か
す
と
も
草

は
も
え
な
む
」
の
歌
が
コ
ニ
十
六
人
撰
L
・「
期
詠
」
・「
深
窓
祕
抄

剛に
「
忠
見

」と

し
、「
金
玉
集
」
・「
十

五
番
歌
合
」
に
は

「,重

之
」
と
す

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
こ
の
相
異

も
諸
異
本

る
が
如
き
。
外

に
も
數
例

あ
り
。
)
「
四
書

」
と
「
抄

」
と
の
間

に
存
す
る
右

の
如
き

一
割
弱

の
相
異

の
如
き

は
殆
ど
反
證
と
は
な
り
得
な

い
。

　

　

　

拾
遺
抄
及
び
拾
逡
集

の
成
立

に

つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七

へ

)
内
ハ

總哥

數

(
書

名)
}
骭

講
卅
六
人
撰

金
玉
集

朗
詠
集

+
五
番
歌
合

岡

卅
六

人

撰

27

鋤口

金

玉

集

22

43

㈹

朗

詠

集

20

72

43

矧@

＼



●

β

　

　

　

拾
遺

抄
及
び
拾
逡
集

の
成
立

に
つ
い
て
の
考
察
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
二
八

を
參

照
す

る
事

に
よ

つ
て
更

に
甚

し
く
減

じ
う
る
。
(
中
に
は
公
任

の
諸
著
作

と
誤
謬
を
共
逋
に
せ
る
も

の
數

個
が
あ
る
。

「
も
み
ち

せ
ぬ
と
き
は

の
山

に
す
む

鹿

は
」
(集

】
九
〇
)
の
歌

は
「
抄

」
・「
金

玉
」
・「
期
詠
」
何
れ
も
作

者
を
能
宣

と
す
る
が
、
こ
の
歌

は
能
宣
集

に
は
存

せ
す

、
「
重
之
集
」
に

「
叉
昔
惠
慶

れ
い
の
人
」

と

あ

つ
て
、
能
宣

の
歌

で

は

な
い
や

う
で
あ
る
◎
)

　
　

　

三
、
「
抄
」
中
紀
貫
之

の
歌
が
最
も
多
く
五
十
七
首
、
人
丸
の
歌
は
僅
か
十
首

に
す
ぎ
な
い
事
は
、
貫
之
に
私
淑
し
彼
を

　
(

人
丸
以
上
に
賞
揚
し
た
懸

遷
蜥
徽

公
任
と
し
て
相
應
し
い
。
訟
離
膩
雛
靆
醗
働
韻
駝
佩
媚
樹
畝
頃
↑
硝
ボ
間

働
、
「卷
頭
の
歌
は
公
任
が
和
歌
九
品
の
上
品
圭

の
う
ち
撰

す
る
も
の
な
り
」轎

・
(鑿

い
纛
難

蘿
靆

騙

絞

酵

群

懸

　
(

勧
・
)
と

い
ふ

の
も

公
任
撰

の
傍

證

と
な

る

。

　
以
上
の
諸
理
由
㏄
紛
勲
貔

飜

滸
薮
難
羅
鞭
翻
醗
鋸
伽
歓
溽
揺
醜攤

激

』砂
砺
濮
諸
融
醐
螺
㈱
都
蝶
顳
从
棚
働
歟
識

曙
譜

籬
筮
臑
糖
讖
悠
慕
窃
納
濯
鰹
膿
謬

舞
纓
蠶
堕
欝
蝦
魏
雛
櫞
嚇
叙
珊
籍
獣
舞
な
に
よ
つ

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

ヘ
　
　へ

て

、

私

は

寧

ろ

「
抄

」
の

編

纂

が

公

任

の

手

に

な

つ

た

も

の

と

す

る

説

に

從

ひ

た

い

。

然

し

果

し

て

「
抄

」
は

公

任

の

私

撰

で

あ

ら

う

か
。

　
既

に
定
家
説

の
吟
味
の
條

で
述

べ
た
如
く
、
彼

の
擧
證

に
よ

つ
て
「
抄
」
を
御
自
撰
と
斷
す
る
事
は
不
當
で
あ
る
に
し
て

も
、
或
は
院
が
御
關
係
し
て
ゐ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
と
の
考
だ
け
は
否
定

す
る
事
は
出
來
な

い
。
更

に
、
恐
ら
く
背
後

に

は
院
が
在
し
ま
す
と
拜
察

さ
れ
る
節

々
が
あ

る
。

　
　

一
、
撰
者
公
任
は
何
故
自
作
を
「
金
玉
集
」
や
「
朗
詠
集
」
の
揚
合

の
や
う

に
讀
人
不
知
と
し
な
か

つ
た
の
か
。

(



、。
覇

声

…い鍔
}

　
の

、
「
御
」
・「
給

ふ
」
等

の
敬
相
語
は
主

に
主
上
に
對

し
て
の
み
使
用

し
、
中
宮
伽
か
嵬
囀
凱親
王
・
齋
宮
共
他

の
貴
顯

て
對
し

　
く

て
は
普
逋
掻

用
し
て
ゐ
な
い
。
喰

黼

礁
頭猫
纐
眺
黥

鋸

雑

醸

磔

蹄

蘿

蒲

離
瀦

誌

期
鰓

獸

妖
掛
散
嬲

雑

轍
鑼

詑

器

踊

讐
鱒
.奮

升
灑
蜒

誌

融

艇
冩
憩

.、れ
は
古
今
集
の
例
に
倣
つ
た
も
の
と
思
ふ
が
、
.、
の

事
は
「抄
」
が
單
な
る
私
撰
で
は
な
い
證
と
な
る
。
鼈

赫

譖

講

鑾

盤

觀

糲

蒙

噬
磨
旛

獺
鰈

膜

姫
峰

の
・
顯
昭
の
「
萬
葉
集
時
代
讐

」
に
「螽

俊
卿
後
拾
菰

蠧

歩
奉

城
李

修
萬
輩

。
偉

鯊

修
礬

か
云
々
」
な
る
引

　

く
嬰

が
あ
つ
て
、
轜

覊

飃

覆

拾
遺
抄
L蟋
繧

韈

襯

、の
頃
に
は
花
山
院
勅
撰
説

稲

蚓
謖

黔

犠
囎
膜
聴
認

嘆
懿

岼
蹊

猛

謂

黶

懃

麗
鑢

麓

あ
バ
暢

糴

礪

院

が
行
は
れ
て
ゐ
た
事
が
知
ら
れ
る
が
、
京

資
料
で
適

だ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も　
　
も　
　
も

け
に
有
力
な
霰

と
な
る
で
あ
ら
う
・
糠
飆
講

航
轄

訓
講

娠
講
舵
腔
夥
鰹
認
砺
贄
鴇
r
韈
謡
殲
蝶

代
集
の
一
と
し
て
、
勅
撰
と
し
て

取
扱
は
れ
て
ゐ
た
も
の
ら
し
い
。

　

.剛

、
花

山
院

が
既

に
早

く

か
ら
勅

撰
集

撰
進

の
御

企
鬪

を
有

し

て
居
ら

れ

た
事

は
、
「
異

本
能

宣
集

」
の
序

交

に
よ

つ
て

　

く

知

ら

れ

る
。
後
述
。

　

以

上

の
吟
味

に
よ

つ
て
、
「
抄
」
は
花

山
院
朝

撰

で
は

あ

る
が

、
編

纂

の
實
際

上

の
事
務

に
於

い
て

は
、
當

代
歌

壇

の
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
和
元
年
八
月
内
裏
歌
合
(前
田
侯
欝
家
藏
)
に
於
い
て
も
、

一
人

者

た

る
公
任
が

當

つ
た

の

で
は
な

い
か

と
推
察

さ

れ

る
の

で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
山
院
は
「
御
か
た
き
に
橇
中
將
公
任
朝
臣
を
め
し
て
」第

一

番
及
最
後
の
第
六
番
を
合
せ
ら
れ
た
程
で
あ
る
か
ら
、
院
が
公

任
の
歌
オ
を
充
分
に
敬
し
て
を
ら
れ
た
事
は
想
像
で
き
る
。

　

次

に
「
集
」
の
撰
者

に

つ
い

て
考
察

す

る
。
「
集
」
が

公
任

の
撰

で
な

い
事

は
左

の
諸
證

に
よ

つ
て
明

か
で
あ

ら
う

。

　
　
　
　
拾
逡
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
九

馴



　
　
　
　
拾
遺
抄
及
び
拾
逍
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

　

ラ↑
、
公
任
の
作
が
「集
」に
於
い
て
芒

螽

加
せ
る
.、と
。
鑄
跨誰
鸚
鑑
墓
灘
蹠轟

霊
艨
蠹

蠑
晦
謙

論

銃

騨

覊

钁
驚

譱

蚣
罷

誇

袰
靉

譲

誌

麭
軽
噺
欝

籔
糶

泌
解

御
壤

　

ラ

　

仁
丶、
「
抄
」
の
歌

は
凡

て
「
集
」
に
再
録

さ
れ

て
ゐ

る
事

。

黽
%
嘛
怖
誹
酪

」
「
十

五
番

歌
合
」
・「
卅

六
人

撰
」
・「
金

玉
集
」
●「
朗

詠

集
」

相

互

の
問

に
あ

れ
ほ
ど

撰
歌

の
取

捨

の
變

遷

を
示

し

て

ゐ
る
公
任

が

、
十
年

程
前

の
自

己

の
撰
歌

を
而

も

六
百
首

に

近

い
も

の
を

そ

の
ま

ゝ
株

守
す

る
と

い

ふ
事

は
、
考

へ
難

い
。
恐

ら
く

此
事

は
↓

の
事
實

と
共

に
「
集
」
が

公
任
崇

拜

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(

撰

者

の
手

に
な

る
事

を
證
す

る
も

の
と
解

す

ぺ
き

で
あ

ら
う

。

　

　に
、
「
集
」
に
新
た
に
探
ら
れ
枩

任
歌

に
つ
い
て
疑
問
の
存
す
る
こ
と
。
Q

禦

枝
に
ふ
り
つ
峯

は
L
講

檎

、
は
「集
」

に
屏
鍛

と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
「
寛
和
二
年
内
裡
歌
合
」
・
「
公
任
卿
集
」
圃

L.蟶

職

合

に
も
出
て
ゐ
て
・
實
は
暮

の
哥
で
あ
る
・
②
膏

な
ら
ぬ
世
は
葺

こ
そ
L
喋
　雅

は
籍

寄
に
對
す
る
公
任
の
か
へ
し
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
哥
は
「公
任
卿
篷

芟

鷸

謄

薄

瀞

謬

鑿

單

籍

朝
臣
簍

は
、
小
窘

の
か
へ
し
の
如
毫

て
ゐ
て
・
作
者
霜

異
が
あ
る
・
謹

㎝
鑾

舞

留

の
「朝
ま
だ
き
嵐
の
山
の
」蝶
唾

、
の
歌
句
、
「集
」
に
「猷

み

b
レ
き

と
改
め
た
る
は
、
「集
」
の
改
悪
で
あ
る
・

谿

精

纏
璽

鑪
鯵

欝

雛

黶

σ鯉
購

靉

聡
吻鑿

黶

臙蕪

蛾

　

　個
、
「
あ
か
ざ
り
し
君
が
に
ほ
ひ
の
」
誘

讐

ハ
、
の
詞
中
に
「
抄
」
に
「
(前
略
)
盆

の
許
に
つ
か
は
し
け
る
」
糶

裳

嚇

靄

韆

罐
燃
嚢

講

襲

誹

鑾
謳
釁
裟
冗燦

ー

葦

Lに
は
「蘇

激

獣
」講

難
殉
讐



。
{

　

、

明

か
に
公
任
以
外
の
人
の
所
爲
と
思
は
れ
る
、、　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
,

　

　伍
、
公
任
の
諸
著
作
蓑

譱

繍
灣

藾

壌

..金
ど
の
關
係
は
疎
で
あ
る
・
魏

馴
..誰

し
て
奪

の
歌
と
棄

あ

懇

覊
靆
灘
灘
韈
藤
駅繋

・齬
影
翠
、醗

「羅
融
籌

箋

纏

鏤
五鑿

諺
蕪

袤
垂
諞
誕

雛

ρ瀦
藷

鶚

璽

離
變

麟

鬣
縫

鏤
講

藷

づ.鑿

黙
講

鍵
駑

霪

蟹
鑾

黌
鞨
・零
絮

籍

⑳

浦貂
蠻
襍
ポ默
韻
難

縫

暢

脯駕
畿
、勧
霹
馳
墾

鞴

警

　

　伏
、
公
任
が
「
和
歌
九
・巴

に
於

い
て
下
・雫

生
と
し
て
卻
け
た

「
弩

ひ
き
み
ひ
か
す
み
」
喋
奪

ス
、
の
如
き
が
入
集
せ

遭

と
。

化
、
「
集
」

に
於

い
て
人
丸
の
歌
が
「
抄
」
に
比
し
甚
し
-
増
加
し
、

貫
之
の
そ
れ

に
比
敵
す
・

撰
者
に
人
丸
崇
拜
の
傾

向
が
見
ら
れ
る
。
歟
隷

器

+
七
難

晶

語

驪

　

か
く
し
て
「
集
」
の
撰
者
が
公
任
で
な

い
事
・は
略

ぐ
確
か
で
あ
ら
う
。
更

に
「
抄
」
・
「
集
」
撰
春
の
別
人
な
る
事
は
・
次
の

事

項
に
よ
つ
て
も
想
像
さ
れ
る
。

　
ヘラ

　
↑
、
第
三
章
後
述

切
如
く
「
抄
」
・
「
集
」
問

に
は
そ
の
素
材

の
點

に
於
い
て
相
異
が
認

め
ら
れ
る
。

　
　
　

拾
逡
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三

ゴ」

陛

噺　

、



'

　
　
　

拾
逡
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
　
　

二
、
「
抄
」
・「
集
」
間

に
於
け

る
歌
句

・或
は
作
者
名
の
相
異
中
に
は
、
到
底
同

一
人
の
訂
正
と
は
考

へ
難
い
例
が
數
多
く

　

く
存
す
る
・
(た
と
へ
ば
、
①
「抄
」
の
「花
の
木
は
籬
導

は
植
ゑ
て
見
じ
訟

掛
惣

奮

黨

軟

職

」
が
棄

L孝

梦

に
下
句
、

「な

ゑ

稔

枩

訟

膝

」
と
な
れ
る
は
、
古
衾

韃

欝

齢

貘

韈

.
の
「花
の
木
も
今
は
ほ
り
う
ゑ
暮

た
て
ば
な

ひ

　

　

　

　

　

　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　

　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ヘ
　
　
へ

ふ
色

に
人

な

ら

ひ

け
り

」
に

ひ

か
れ

て
訂

正

せ

る
も

の
。

元
來

「
抄

」
の
哥

は
古

今

の
歌

と

別

哥

な

る

を

、

か
く

訂

正

せ

る

は
勿

論

「
抄

」
の
撰

者

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

ヘ　　ヘ　　
ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ
　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

の
本

意

に
適

ふ
も

の
で

は

な

い
筈

で
あ

る
。
②

「
抄

」
の

「
初

こ

ゑ

の
き

か

ま

ほ

し

さ

に
郭

公

よ

ふ
か
く

の
み

も

お
き

あ

か
す

か

な
」
の
下

句

を

棄

L
楚

だ

畆

慾

蠧

レ
3

熟

L
と
改
め
た
る
如
き
、
「抄
」
は
重
之
朞

と
も
合
し
て
所
整

し
き
疫

し
、
「集
」
は
、
同
卷
に

出
つ
る
伊
勢
の

「
ふ
た
聲
と
き
≦

は
な
し
に
鷺

粛

か
い
訃
慾

蠧

レ
雰

拠

」
評

毯

、
の
下
句
を
誤
つ
て
混
拿

る
も
の
と

思
は
れ
、
雙

「
抄
」
の

「
か
り
て
ほ
す
山
田
の
稻
を
か
ゑ

ひ
い
潔

み

む

な

奪

簒

熟

」
の
歌
が
「
集
」
津

墨

で
三
豊

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　へ　　　も

　

　

ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　へ

下

「
ほ

し

わ

び

て

守

る

か

り

ほ

に

い

く

よ

へ
ぬ

ら

む

」

と

改

つ

て

ゐ

る

の

は

、

元

來

「
抄

」
の

歌

と

共

に

躬

恒

集

に

出

て

ゐ

る

全

然

別

の

歌

「
小

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ほ
し
わ
ひ
て
　　
　
　

山

田

の

を

く

て

の

稻

を

か

り

つ

み

て

ま

も

る

か

り

庵

に

い

く

よ

へ
ぬ

ら

む

」
と

誤

つ

て

混

合

せ

る

も

の

と

思

は

れ

、

何

れ

も

「
集

」
の
改

修

態

度

が
愼
重
を
缺
き
杜
饗

も
の
で
あ
つ
華

を
物
語
る
と
土
ハ
に
、
訂
正
者
が
「
抄
」
響

と
別
人
で
あ
る
事
の
證
と
な
る
。
鷂

睡
っ顯

羇
禦

繖
飜
綴
鑰
傷
鯉
驢
渤
蹶
鉛
璽
鯲
㌶
蹴
額
礑
疑
・茅
繋

の嶺
蜷

鑾

概ゐ競
勲
胴
憇
鐃

.
次
に
作
者

名
に
就
い
て
み
る
に
、
兩
霜

異
の
馨

は
多
彙

L
の
方
が
誤
り
で
あ
る
。
贈

携

論

耕

齲

嘛
豐

・。褊

泓
躇
鰲

擁

筋

る
が

「
集
」
に
て
作
者
名
明
記
あ

る
も

の
廿
個
。

(内

二
個

は
「
集
」
の
方
却

つ
て
誤
り
。

七
個
は
そ

の
訂
正

の
正
し
き
も
の
、

他

の
十

一
個

は
何
れ
正
し
き
や
不

明
)
働

、
「
抄
」
に
名
あ
り
「
集
」
に
「
讀
人
不
知
」
と
な
れ

る
も

の
七
個

(内

二
個

は
「
抄

」
の
方
正
し
。
他
は
不
明
)
。
⑥

、
作
者
名
相
異

十
三
個

(中
「
集
」
に
て
訂
正

さ

れ
た
も

の
僅
か

二
個
。
+
個
は
却

つ
て
「
集
」
の
方

が
誤

つ
て
ゐ
る
)
。
然

し
て
⑥

の
内
、
「
集

」

の
三
三
八
・
五
五
〇
・
五
五

一
・
一
二
八
二
の
四
首

の
誤

の
如

髴

磊

のの
攀

莎

L
に
「
か
は
や
な
ぎ
い
と
は
緑
に
」
の
哥
を
惠
慶
法
師
の
作
と
す
る
が
、
鸚

蝶
蓋

協

棄

L
靉

、そ

は
「仲
文
」
の
作



『

磋
'

と

な

う

て
ゐ

る
。

こ
れ

は
「
抄

」
に
於

い
て

こ

の
哥

の
次

に
仲

文

哥

が

き

て

ゐ

た
爲

、　

そ
れ

を

見

誤

つ
て

の
錯

誤

で

は
な

い

か

と
思

は

れ

る
。

街

、
作

者
名
の
表
記

に
於

い
て
、
「
抄
」
に
出

つ
る
も
の
と

、
「
集
」
に
新
た

に
出
つ

る
も

の
と

の
間

に
相
異
が
區
別

さ
れ

る
も
の
が
あ
る
。
ω

、
「
抄
」
所
出
歌

に

は
「
申
務
卿
具

平
親

王
」
(
四
三

二
・
一
〇
〇
五
)
と
せ
る
に
、
「
集

」新
探
歌

に
は
「
中
務

の
み
こ
」
(
一
一
五
二
)
と
し

、
②
、
「
抄
」
所
出
歌

に
は
「
藤
原
仲
夊
」

(四

三
六
・
五
三
五
・
五
五

一
)
と
せ
る
に
、
新
探
歌

に
は
「
く
に
も
ち
」
(
=

一
二
六
)
の
異
名
を
用
ゐ
、
働

、
「
抄

」所
出
歌

に
は
「
皇
太
后
宮
権
大
夫
國
章
」
(
五
四
四

・

一
〇
六
八
)
の
表

記
を
用
ゐ
る
に
、
新
探
歌

に
は
「
三
位
國
章
」
(
五
五
七
)
・「
大
貳
國
章
」
(
=

一
八
五
)
の
稱

を
用
ゐ
る
等
。

こ
れ
も
兩
集
撰
者
相
異

の
證
と

み
れ

鯲
鰯
正謝

肇
鬚

蟄

慌
雛

觀

藷
翻
黜
翻
嚶
、鶚
辮
.騒
鱇

辮
羅

鑑

騨

幻.晃
L。)

　

　

　

三
、
構
成

・
撰
歌

の
點
よ
り
見

て
「
抄
」
の
極
め
て
優
秀
な
る
に
反
し
、
「
集
」
に
は
…難
黠
が
多

い
。
「
集
」
の
編
者
は
其
手

　

く
腕
・
鑑
識
眼
等
に
於
い
三
抄
」
の
編
者
に
遙
か
に
劣
る
。
纏
鱗

辮
囎
欝
L蒲
霹

ユ搬
L觚
譲
瀞
議
.顰

掛
嬾
穩
些

齷
鶴

耨
辮
難
醐
趣

鞴
鷂
箪
鰄
罰
黷
襲
鯲
紫
艷
鷸

磯
魏
摯
器
一
覇鞭
縫
變
餔
堪
毒
郵
砥
盍
砿
畢
鰰

す

る
歌

を
兼

ね
收

め
、
「
雜
賀
」
中

に
逋
歌

(自

一
一
七
九
至

一
一
八
四
)
・戀

歌
(
自

一

一
八
五
至

=

一〇
九
)
を
も
包
攝

せ
し
め
る
な
ど
、
其

の
部

類
わ
け
に
趣

め
て
不
自
然

な
所
多
く
、
其
他
細
部

の
點

に
於

い
て
も
誤
謬
・
矛
盾

の
箇

所
を
數
多

く
指
摘

し
得

べ
く
、
(
た
と

へ
ば
集

二
六
五
の

「
仁
和

の
御
時
大
甞
會

の
歌

」

を
、
何
故
「
紳
樂
歌
」
中

の
大
嘗
會

寄

の
所

に
攻
め
な

い
で
、
賀
部

に
入
れ
て
ゐ
る

の
か
・

の
如
き
)
、
「
集
」
縦

者
の
編

輯
的

方
法

・手
腕

に
對
し

て
は
尚
未
熟

と

評
す

べ
き
も

の
が
あ

る
や
う
に
思

は
れ
る
。

こ
れ
に
反

し
て
、
「
抄
」
の
部
類

は
整

然
と
し
て
ゐ
る
。
殊

に
雜
部

の

二
卷
ば
、

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
そ
れ
自
ら

の
中

に
、
春
・
夏
・
秋

・

冬

・帆

・戀

・物
名

・
雜

・哀
傷

に
該
當
す

る
小
歌
群
が
有
機
的

に
集
輯
さ
れ

て
、

恰

も

一
小
歌
集
を
形
成

し
て
ゐ
る
。
統
整

は
か
な
り
緊
密
に

行
は
れ

て
ゐ

る
。

　

然

ら

ば

「
集

」
の

撰

者

は

果

し

て

何

人

で

あ

ら

う

か

。

花

山

院

御

自

撰

読

は

未

だ

根

據

薄

弱

と

思

ふ

が

、

「
集

」
と

「
抄

し
と

敬
相
語
の
使
用
を
同
じ
く
す
る
の
を
見

れ
ば
、
煎
齢
解

」鷹
励
彰

魄
鍵
嬬
肝
鞭
翻
櫛
膕
儺
膿
叡
魏
初
弥
肋
偽
ゲ
蝗
循
.
「
集
」
適
矢
張
り

陰

の
思
召
に
な
る
も

の
で
あ
ら

つ
か
。
更
に
後
拾
遐
抄
の
假
名
序

に
「
花
山
董

は
さ
き
の
一
ろ

の
集

(私
云
、古
今
・

後
撰
。

)

に
入
ら
ざ

る
哥
を
と
り
ひ
ろ
ひ
て
拾
遺
集
と
な
づ
け
た
ま

へ
り
L
と
あ

る
記

事

は
、
從

來
御
自

撰
説

の
證

と

さ
れ

て
ゐ

る

が
、

こ

の
言

は
顯

昭
が

「拾
饕

糴

入
令
撰
給
ト
云
事
不
分
明
歟
」擁
灘

と
注
し
て
ゐ
る
如
べ
、

　
　
　
　
拾
逶
抄
及
び
拾
艦遺
集
め
成
立
に
つ
い
て
の
考
察

叉
和
田
信
二
郎
氏
が
論
ぜ
ら
れ
た
や
う
に

「花

三
三

争
　　剛　
い



　

　
　

拾
遺
抄

及
び
拾
遺

集

の
成
立

に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
三
四

　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　

　　
　

山

帝

の
大

御

心

に

よ

り

て
或

人

の
撰

逋

せ

し
も

の

と
解

L
す

べ

き

で

あ

つ

て

、

以

て

「
集

」

が

勅

撰

た

る

事

の

證

と

す

る

に

足

る

。

　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

チ

遣

長

が

古

今

・
後

撰

と

共

に

拾

遺

集

を

中

宮

彰

子

に

奉

つ

て

ゐ

る

鰈
献
繍
鄰
竃

.
の

も

、

そ

れ

が

勅

撰

で

あ

つ

た

爲

で

、

多

少

そ

こ

に

「
三

代

集

」
的

な

考

へ
方

の

萠

芽

が

見

ら

れ

る

の

で

は

な

い

か

と

思

は

れ

る

。

　

　

註
(
四
)　

和
田
信

二
郎
氏
は

「
殊

に
後

拾
遺
集

の
撰
進

は
應

徳
三
年

に
し
て
拾
遺
集

の
寛
弘

二
年
以
後

を
去

る
僅

に
八
十
年
前
後
を
過
ぎ
し

の
み
な
る
そ

　

　
　
　

　
　

の
時

代
に
於

て
、
そ
れ
等

の
事
情
(私
云
、
集
は
院
の

勅
撰
に
な
る
事
。
)の
勅

撰
集
序
に
誤

り
傳

へ
る
べ
き
に
あ

ら
ざ
る
べ
し
。
殊
に
至
尊

に
關

せ
る
事

な
る
に
於

て

　

　
　
　

　
　

を
や
」

陥
飃
醜
咬

と
述

べ
て
ゐ
ら
れ

る
。
因

に
こ
の
「
後
拾
遺
抄
」
假
名
序

に
い
ふ
「
拾
遺
集
」
は
果
し
て
廿
卷

の
「
集
」
の
方
で
あ
ら
う
か
。
後
拾

　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ
　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ
　　ヘ　　へ

　

　
　
　

　
　

遺
抄

は
序

中
に

「
拾
逡
集

に
入
ら

ざ
る
中
頃

の
を

か
し
き
言

の
葉
も
し

ほ
草

か
き
集
」
め
た
も

の
と

い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
當

然
拾
逡
集

の
歌

　
　
　
　
　
　
は
な
い
筈
で
あ
る
の
に
、
然
鑑

埜

研
攀

≡
饗

軽

一」
何
れ
も
「集
」
旗

へ
敏

兪

が
存
す
る
事
を
思
へ
ば
・
こ
あ

「拾
逡

　
　
　
　
　
　
集
」
と
い
ふ
の
は
或
は
十
卷
の
「抄
」
の
意
で
あ
ら
う
か
と
の
疑
問
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
然
し
、
こ
れ
に
對
し
て
は
、
ω
、
「後
拾
遺
抄
」
の

　
　
　
　
　
　
組
織
が
廿
卷
で
、
こ
の
點
寧
ろ
「集
」
の
方
に
よ
れ
る
ら
し
い
事
。
②
、
同
じ
序
中
に
「
玄
々
集
」
の
歌
を
と
ら
ぬ
と
い
ひ
な
が
ら
、
實
は
玄
々
集

　
　
　
　
　
　
の
歌
が
存
す
る
を
思
へ
ば
、
先
の
言
は
必
し
も
嚴
密
に
考
ふ
べ
き
で
な
く
、
五
首
の
如
き
は
見
落
し
と
も
考
へ
ら
れ
る
事
。
⑤
、
諸
本
凡
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む　
　　
む

　
　
　
　
　
　
右
引
用
丈
の
所
は
、
明
か
に
拾
遣
集
に
な
つ
て
ゐ
る
事
・等
に
よ
つ
て
、
や
は
り
廿
卷
の
「集
」を
さ
す
も
の
で
あ
る
と
考

へ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
へび
と

　

そ

の
撰
進

の
實
務

に
與

つ
た
人
物

に

つ
い
て
は
、
眞

淵
が
「
い
つ
こ
の
傍
人
か
か
き
集
め
つ
ら
ん
」
と
言

つ
た
程

で
は
な

い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

で
も

、
さ
し

て
優

秀
な
歌

人

で
あ

つ
た
と

は
思

は

れ
な

い
。
爰

に
、
從

來
單

な

る
古
傳

と
し

て
顧

み
ら

れ

る
事
少

き
長
能

　
　
　
　
　　
　

道
濟

説

に
對

し

て

一
應

の
吟

味
を
加

へ
て
お

か
う
。
左

の
諸

點

は
彼
等

を
撰

者
と

す

る
説

へ
の
傍

證

叉

は
裏
書

と
な

り
得

る
如

く

に
思

は
れ

る
か
ら

で
あ

る
。



　

↓
、
「
集
」
の
撰
者
は
公
任
崇
拜
の
人
で
あ
る
事
既
述
の
如
く
で
あ

る
が
、
長
能

は
こ
れ
に
適

ふ
。
轍
難
舩
帷
綜
窟
翻
贐
渤
嚇

　

く
病
死
し
た
話
(袋
草
紙
)
に
よ
つ
て

も
、
私
淑
の
程
が
知
ら
れ
る
。

　

　

　

二
、
道
濟

に
は
「
和
歌
十
躰
」
の
如
き
著
が
あ
り
、
叉
家
集

に
よ
る
と
「
元
輔
集
」
・「
實
方
集
」
・「
大
江
爲
基
詠
草
」
等

の
書

　

(
寫
の
記
が
あ

つ
て
、
か
ゝ
る
撰
集
の
撰
者
た
る
に
相
應
し

い
。

　

⇒
、
長
能

・
道
濟

の
歌

の
「
集
」
に
入
る
事
少
き
は
撰
者
た
る
に
相
應

し
い
。
帳
醗
谿

襍
癒

唹
魚
嬢
瞞
π
一
甜
祉
剿
%
ボ
礪
纃
勘
蜘

酬
・
龕

は
花
山
院
と
御
懇

で
あ
つ
た
・
嫁
鞣

齷
麟

鑼

難

鍛

饗

壕

　

(

　

然
し
此
等

は
何

れ
も
沿
…極
的
傍
證
た
り
得

る
に
止
ま
り
、
根
據
と
し
て
は
薄
弱

に
遏
ぎ
る
。
の
み
な
ら
す
、
此
説

の
反

證
と
し
て
、

　

↓
、
「
ふ
し
づ
け
し
よ
ど
の
渡
を
」
糞

二
蜷
泗
、
の
歌
が
「
抄
」
・
「
集
」
に
「
屏
風
に
」
と
詞
書
し
、
且
作
者
が
「
平
裳
盛
」
と
な

つ
て

　

く
ゐ
る
事
。
孀

馨

纏

瑟

藻

此
歌
は
「
長
能
集
」
巌

助
%
の
に
「花
山
院
の
哥
合
に
め
し
ゝ
か
ば
」
と
あ
る
中
の
歌

で
あ

る
。

　
⇒

、
「
ひ
ね
も
す
に
み
れ
ど
も
あ
か
ぬ
」
糞

一硲
泗
、
は

「
集
」

に

「讀
人
不
知
」
と
あ
れ
ど
長
能
集

に
あ

つ
て
、
長
能

の
歌

で
あ

る
『

　
ヨ

、
「
我
と
い
へ
ば
稻
荷
の
祚
も
」
喋
ゴ
蜷
廿
物
、
は
「
抄
」
・
「
集
」
に
「
藤
原
長
能
」
と
あ
れ
ど
、
長
能
集

に
な
く
、
　
「
一
條
攝
政

　
く

集
」
黯

黷

慱
に
「
い
な
り
に
て
い
ひ
そ
め
た
ま
た
る
人
こ
き

ま
に
な
り
ぬ
と
き
ゝ
た
ま
て
」
と
詞
書
し

て
出
て
ゐ
る
靄

踪

こ
と

の
三
件

に
着
目
す

る
な
ら
ば
、
未
だ
長
能

・
道
濟
説

に
從

ふ
の
も
躊
躇

さ
れ
る
。
所
詮
こ
の
説
も
、
伊
勢
物
語
に
お
け
る

　
　
　

拾
遺
抄
及
び
拾
遺
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



、

　

　

　

　
拾
遘
疹

及

び
措

澄

集

の
成

立

に

つ

い

て

の
考

鬚

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三

六

長

能

狩

使

本

の

如

く

、

.
一
箇

の

傳

説

に

す

ぎ

な

い

も

の

で

あ

ら

う

か

。

●

　

　

註

(
五

)
　
眞

淵

は
「
三
代

集
總

説

」
中

に
於

い

て

、
「
集

」
に

は
萬

葉

・古

今

・
後

撰

の
哥

多

く

入

り

、
叉

誤

れ

る

も

の

、

或

は

重

繊
幕

の
存

す

る
事

等

を

の

べ

　

　

　

　

　

　

て

、
「
い

で

上
皇

の
御

撰

な

ら

ば

仕

る

人

々
に

お

ほ

せ
膚

て
古

書

を

も

か

む

が

へ
禺

さ

せ

て

、
萬

葉

の

む

ね
を

と

は

せ
ら

れ

も

考

さ

せ
も

し

給

　

　

　

　

　

　

は

ん

に

、

か

く

ば

か

り

の
誤

り

あ

る

べ
き

か

は

。

そ

れ

の
み

な

ら

す

、

人

し

て

い
く

度

も

上
下

よ
み

と

ゝ
の

へ
さ

せ

ら

る

べ
き

こ

と

な

る
を

、

　

　

　

　

　

　

有

と

あ

る

人

み

な
既

に
入

し

哥

を

お

ぽ

ゆ

る

ほ

ど

の

人

な

か

ら

ん

や

は

。

公

任

卿

は
た

こ

ゝ

の

ふ

る
き

事

し

れ

る

人

と

は

な

け

れ

ど

、
時

に

つ

　

　

　

　

　

　

け

て
名

も

た

か
く

、

家

も

よ

ろ
し

く

ま

つ

し

き

事

な

ど

も

聞

え

ぬ
を

、

さ
ば

か
り

よ

み

か

へ
し
古

き

ふ

み
を

く

ら

べ
な

ど

す

る

ば

か

り

の
人

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も　　　つ　　も　　も　　も　　も　　も　　り　　も
　　も　　つ　　も　　も
ノも　　し　　ゲ　
で
　　も　　
ら
　　り　　　　
もの　
も　　も　　も　　も　　も　　り　　も　　も　　も　　う　　も
　　　り　　も　　つ　　も　　も　　も　　も

　

　

　

　

　

　

か
ら

ん
や

。

こ
れ

ら

を

お
も

ふ

に
、

御

撰

は
も

と

よ
り

に

て

公
任

卿

の
集

め

に
も

あ

ら

ず

、

か

た

へ
に

{
も

り

を

る
も

の

ゝ
さ

る

べ
き

從
者

だ

　

　

　

　

　

　

も　
い
　
セ　
し
　
　　
も
　
う　
う　
し　
も
　
も
　
セ　
ね　
ヤ
　
も　
も
　
も
　
り　
う　
い　
ち　
う　
も
　
ヵ　
も
　
も
　
も
　
む　
も　
も　
へ

　

　

　

　

　

　

に
も

な

く

、

叉

よ

き

友

だ

に
も

あ

ら

ぬ

わ
び

人

の

み

つ

か
ら

書

集

め

し
も

の

に

て

か

へ
り

み

だ

に

せ

で
傳

り

し

な

る

べ
し
」

と

云

つ
て

ゐ

る
。

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
む

　
　
　
　
　
　
「
集
」
の
杜
撰
な
點
か
ら
非
花
由
院
・非
公
任
誂
を
主
張
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
覆

驪
艫
」

　
　

註
(穴
)　
顯
昭
「後
拾
遣
抄
註
」
に
は
「
拾
逡
集
仰
誰
人
令
撰
給
ト
云
事
不
分
明
歟
跡
沁
罫
椰
勘
静

・港
灘
轡
飾
」
と
あ
り
、
「
和
歌
色
葉
集
」騨
韆
騒
瓢鹹

に

　
　
　
　
　
　

は
「
た
し
か
の
諡
は
な
け
れ
ど
も
晶

轟

が
撰
と
い
ふ
拾
遣
抄
は
此
集
を
活
皇
抄
し
御
せ
り
」
と
見
え
、
「
拾
逡
抄
物
」
鯛
穣

に
は
「
花
山
院

　
　
　
　
　
　
御
撰
但
長
能
道
濟
承
之
云
々
」
と
あ
る
。
而
し
て
、
第
一
章
(註

一
)
に
既
蓮
の
「拾
渣
抄
註
」
の
傳
訛
も
こ
れ
に
關
係
あ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。

　

か

く

し

て
「
集

」
は
花

山
院

の
勅
撰

で
あ

る
と

思
は

れ

る
が

、

そ

の
撰

進

の
實

務

に
當

つ
た

の

は
、
公

任

で
も

な

い
、

長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

能

・
遣
濟

で
も
な

い
、
公

任

・入

丸
崇

拜

の
傾
向

を
有

し
、
「
抄
」
の
撰

者
と

は
別
人

で
あ

つ
て
、
さ

し

て
優

れ

た
歌

人

で
な

か
つ

た
事

は
推

察

さ

れ

る
が

、

そ
れ

を
何
人

と
指
摘

す

る
事

は
今

日
不
可

能

で
、
結

局
撰

者
未
詳

と

し

て
後
考

を
俟

つ
べ

き

で
あ

ら
う

か
。



『
～

三

　

こ

ゝ
で
は
「
抄
」
の
成
立

・
「
集
」
の
増
補

に
際

し
て
そ
の
素
材
と
な

つ
た
で
あ
ら
う
諸
資
料
に
つ
い
て
吟
味
し
、
併

せ
て

成
立
事
情

の
↓
端

に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
よ
う
と
思

ふ
。

　
「
抄
」
・
「
集
」
の
撰
述
の
際

に
そ
の
典
據
と
な
り
資
料
の
供
給
者
と
な
つ
た
も
の
は
、
恐
ら
く
當
時
流
布
し
て
ゐ
た
で
あ

ち
う
私
家
集
・
私
撰
集
・
歌
合
其
他

で
あ

つ
た
と
思
は
れ

る
。
今
「
抄
」
・
「
集
」
所
收

の
歌

の
見
え
る
現
存
私
家
集
・
私
撰
集
・

撒
合
共
他
を
列
擧
す
る
と
、
鰯

櫨
鰯

巳締
襯
翻
嫐
貯
。

Φ

黎

熱
よ

語
桑

讐

華

・ω
酔
恒
轟

獣

懿

羅

磊
w・艶

性
集
L誕

覊

鬱

・ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
u
「尖

君
集
」語

詰

踊
臨

奉
・
項
異
本
能
宣
集
L

篝

緲
轟

藷

∵

GB
「伊
勢
篝

緲
」竺

黼
鮗

羅

龍

・
G9
「赤
人
集
」

愛

姦

丸
筆

緲
壽

.
・艶

葦
L鄭
」華

集
蠡

雜

墾

㈲
覊

齋
宴

禦

L「讐

哨
=

㈹
詮

則
集
」椚變
藷

=

㈹
⑭
.
園

　
　

　
　
　
　
　
　

)
⑧
㊥

・掛

從
嚢

顰

L-鬱

齢
.
あ
覊

慧

集
L「變
骼
∵
撃

忠

・繋

藁
」壁

黼
∵
藩

正
筆

緲
」蕭
∵
欝

爨

L鄭
驚

　
　
　
⑯
㊥
×㈱

鰯
聽

鰐

讐

嚢

緲
嘉

∵
働
謬
之

　
　
　
)
△

鄭
鼇

・繋

爨

蠱

藷
∵

⑳
辭
顰

」.艶

羅

黠
叡
馳
・⑳
讓
蜘
集
」「緲
」鞜
鄭

・⑳
融
撫
集
」璽

藷
=

　
　

　

給
題
攣
及
び
拾
慧
蒙
の
醸
糞
に
つ
い
て
の
考
察

画

認
撫
集
L
鰯
抽
哨
9.
・嬰

則
集
蠱

聶
∵

㈱
↓
小

　
　
三
七



拾
逡
抄
及
び
拾
遘
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察

三
八

♂

町
集
L認
塗

い馳
強
本
・鷺

峯
集
L-鏤

蕊

蕪
禁
甜
W
・盟

輩

L-雙

哨
∵

繋

蓬

集
L蟹

薯

諾

・㈹

「△、信
明
集
」覊

鵄

鬼
本
・⑳
覊

集
L錘

哨
∵

働
羇

集
L「緲
」欝

・黔

輦

」.轍

難

藻

・
讐

貧

親
藁

L「攣

甜
∵

撃

愼
公
集
」「緲
壽

∵

讐

明
轟

」畜
∵

黔

堂
關
皐

蠱

畜
∵

讐

丹
集
L墅

舮甜
=・

㈹
襲

勲
L.鍵

.貘

畷

ハ本
・
⑩
咳公
任
集
L「緲
嘉

∵
器

墾

」「緲
」炉
噌
∵

參

矍

L「緲
譱

∵

讐

内
侍
集
」諺

謬

・撃

本
釐

法
麌

蠱

蔦

.
咆

安
法
々
師
轟

」藷
∵

讐

鷯

臣
轟

譱

∵
働
彝

轟

書

=

讐

藁

L-變

骼
∵

獸
深
養
釜

L笥緲
認

∵

撃

綱
袰

L簡鍵

竸

・
戰
大
貳
高
麌

L「緲
」
蕭
∵

繋

染
衞
矍

L

-讐

嗜
∵

蠍
桀

靂

集
L爨

一甜
∵

繋

六
轟

譱

∵
繋

道
濟
轟

輩

・⑯
轡

嘉
言
集
L-讐

卸
∵
-働

懿

靉

集
L「讖

甜
∵

働
纛

右
大
臣
集
」-緲
L翫

・繋

垣
女
集
L「讐

齢
∵

㈹
覊

中
獎

」-雙

噌
∵

繋

泉
式

部
集
L-讐

靴

等
。

⑪
、
和
蠶

1

ω
六
轟

」鏨

顛
簸

甜
W・の
「菅
蚕

輩
」墅

竸

(　髄

艱

霾
藤
鎗
愚
覊

響

黙

撃
膿
難

の)

㎝
、
饕

1

ω
「寛
平
繹

唇

歌
合
」
-緲
譱

=
・
蠏

庫
棺
寛
平
繹

洞
院
害

警

-雙

甜
∵

㈲
轟

平
定
袤

歌



　な

鰰簗
鞘ザ
継
鰺
蕪
黔覊
識
翻
鶴
灘
纛
確
覊
麺
脚離
鞴
繍
瓢賺

圓
融
院
髪

・L
墅

煢

.
⑳
「蕁

條
竊

言
霰

合
」
「爨

哨
∵

働
靨

小
野
窘

衞
門
蒙

謎
合
」
蠱

卜
哨
∵

㈹
讒

内
裡

歌
A・L鰯
譱

∵

㈲
「祚
弸
陽
磽

親
王
二
人
歌
合
」
鄭
詣

=
・
⑯
覇

貞
簒

殿
歌
合
L
鄭
L畜

∵

㈹
「華

多
駿

合
」
寵

騾

L
ナ

⑲
、
藩

ー

ω
「伊
霧

語
」「緲
譱

∵

働
「大
和
物
語
壷

舘

∵

鬯

覆

物
甄蠱

聶
∵

寮

蛉
日
記
」「緲
」
寵
=

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(こ
の
表
に
つ
い
て
の
例
言
は
〔註

一
〕參
照
あ
り
た
し
。)

等

が

あ

り
、
「
集
」
中
粥

首

(内
「抄
」歌
脚
首
)
は
此
等

の
諸
書

中

に
見
出

さ

れ

る
。

凱
動
纖
艫
ボ
謄
皺
砌
備
踏
旅
鰐
助
侈

而

し

て
此
等

諸

書

と
「
抄
」
・
「
集

」
と

の
關

係

は
大

別
し

て
、
↓

兩
者

間

起
直
接

關
係
な

き

も

の
、
⇒
「
抄
」
・
「
集

」
が
是
等

よ

り
取
材

せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
　　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　く

　
　
　
　
　
　

る
揚
合

、
に

逆

に
是
等
諸

書

が
「
抄
」
・
「
集
」
よ
り

取
材

せ

る
場

合

の
三

つ
が
考

へ
ら

れ
る
が

、
そ

の
決

定

は
雙
方

を
克

明

に

比
較

檢
討

の
後

に
さ
れ

る

べ
き
も

の
で

、
紙

幅

乏
し

き
本
稿

で
は
そ

の

一
・々

の
縷

述
は
割

愛
す

る

。

訟
撫
暖
⑰
橢
躱
劾
ゆ
釈

嫁
喉
丗
ゆ
囓

こ

ゝ
で
は
主
と

し

て
「
抄
」
・
「
集

」
の
成

立

に
最

も
緊

密
な

關
係

が
存

す

る
と
思

惟

せ
ら

る

丶
若
干

の
私
家
集

に

限

つ
て
、
そ

の
關
係

を
略

述
す

る
に
と

ゴ
め

よ
う
。

　
　
　
　
　

　
　　　む　
む　む

　
　
註
(
幽
)
　
1

「
私
家
集
」
の
項
に
つ
い
て
。

　
　
　
　
　

バ

　
　
　
　
　

色
特
に
斷
ら
ざ
る
も
の
は
凡
て
「流
布
本
」を
用
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
左
に
流
布
本
以
外
を
底
本
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
簡
單
に
説
明
す
る
。
の

　
　
　

拾
遘
抄
及
び
拾
遺
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
九

F

【
F
と
F



　
　
　
　
董
簿
沙
及
び
論
遺
集
の
癲
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'　
　
　
四
◎

　
　
　
　
　
　
　
の
冥

姦

霙

」
は
冷
泉
伯
簍

藏
鑵

爨

集

を
用
ゐ
窃

の
異

本
窶

妥
御
集
」は
西
本
願
業

謹

.駆
講

鰹

の
饗

廴

齒

　
　
　
　
　
　
　
書
寮
藏
の
別
種
の
異
本
を
參
照
し
、
働
の
「異
本
能
宣
集
」
は
栗

願
寺
本
に
よ
り
、
働
異

本
惠
慶
集
」
は
圖
書
寮
藏
本
餾

爍

に
よ
り
、
働

　
　
　
　
　
　
　
「
異
本
兼
澄
集
」ち
圖
書
寮
藏
三
種
の
異
本
を
參
照
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
集
に
あ
つ
て
は
、
流
布
本
は
抄
本
或
は
殘
缺
本
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
噸

爛
騰

躡

塑

瀧

購

器

鸚

璽

・」
の
外
未
だ
複
梨

な
き
も
の
で
は

爾
「
深
養
父
蓼

働
「
大
貳
高
遠
華

齣
「藤
六
集
」
働

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

ひ

　
　
　

　
　
　
　

「
道
信
中
將
集
」
は
何

れ
も
圖
書
寮
本

に
よ
り
、
　
56
「
大
江
嘉
言
集
」
は
京
大
研
究
室
藏
本
を
用
ゐ
た
。

　
　
　

　
　
　

⑥
書
名
右
肩

の
記
號

は
、
該
書
と
「
抄
」
・
「
集
」
と

の
素
材
關
係
を
示
さ
う
と

し
た
も

の
で
、
○
は
兩
者
間

(
該
私
家
集

と
「
抄
」
(⑭
〉
或
は
「
集
」

　
　
　
　
　
　
　
(㊥
　)と
)
の
素
材
關
係
あ
る
も
の
、
△
は
關
係
不
詳
の
も
の
、
×
は
關
係
無
き
も
の
を
表
は
す
。

訟
奴
砺
称
死
嘲
鍵

認
蠡

鷯
嘸
矯
臓
難

　
　
　
　
　
　
　
赫
譱
狛
楚

ひ疆
蘚

麩
ヤ
朔
定
理
由
省
略
。

　
　
　

　
　
　

⑥
「
業
平
集
」
・「
敏
行
集
」
・「
元
眞
集
」
・「
海
人
手
古
夏
集
」
・「
千
里
集
」
・「
本
院
侍
從
集
」
・
「
小
馬
命
嬬
集
」
9
「
相
如

集
」
・
「
藤

三
位
集

」
・
「
惟
成
辨

　
　
　

　
　
　
　

集
」
・「
三
條
右
大
臣
集
」
等

に
は
「
抄
」
・「
集

」
の
歌
が
見
え
な

い
。

　
　
　

　
　
　

　
　
　　
む　　む

　
　
　

　
　
　

∬

「
歌
合
」
の
項

に
つ
い
て
。

　
　
　

　
　
　

く

　
　
　
　
　
　
側
ω
は
紳
宮
文
庫
本
に
よ
り
、
㈹
・ω
・⑤
は
圖
書
寮
藏
驫

聽

艢

に
よ
り
、
③

働
⑲

働
・働

は
前
田
侯
婁

藏
平
安
朝
古
鈔
本
に
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
た
σ
何
れ
も
未
だ
流
布
し
て
ゐ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
㈹
「
集
」以
前
の
歌
合
で
管
見
に
及
ん
だ
も
の
は
、
他
に
三
十
種
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
凡
て
「抄
」
・「
集
」と
關
係
は
な
い
。

　
　
　
　
　
も　
め　　め　
　しの　
も

　

鋤

、
「
異

本
能

宣
集
」
と

の
關
係

。
「
抄
」
に
能

宣

と
あ

る
歌

は
計

廿

三
首

。

こ
の
う
ち

十
八
首

は
「
家

集
」
に
見
え

る
が

五

　

(
首
喋
四
鉱
聲

亠吩
屍
は
蒙
集
」に
存
し
な
い
。
務
饕

騾
踏
監

れ確

穫
襍
籔

罐

懸獄
取

鰍
潔

藩

疑
齷

赭
喋
初
価
靴
魄
栂
攤
殖
肋
灘
耽
碣
衢
聴
礪
睫
此
事
は
「
抄
」
の
資
材
と
な
つ
た
も
の
が
「
家
集
」以
外
に
も
存
す
る
事
を
物
語
つ
て
ゐ
る



『
、
'

、

ク

ご

が

、

更

に

「
家

集

」
に

出

つ

る

十

八

首

に

つ

い

て

み

て

も

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
ヘ　
　ヘ　
ヘ　
ヘ　　ヘ　　ヘ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

　

の

三
善

の
す
け
た
だ
が
か
う

ぶ
り

し
侍
り
け
る

に
　
　

　
　
　
　
ゆ
ひ
そ
む

る
初
も
と
ゆ
ひ

の
小
紫
衣

の
色

に
う

つ
れ
と
そ
思

ふ
　

(抄
)

　

ぐ
　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　ヘ
　
ヘ
　　ヘ　
ヘ　
ヘ　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　ヘ
　　へ
　
も

　

　

あ
る
人

の
か
う

ぶ
り
す
る
所
に
ま
か
り
て
　

　

　

　

　

　

　
け
ふ
む
す
ぶ
初
も
と

ゆ
ひ
の
小
紫
衣

の
色

の
た
め
し
な

る
べ
し
　
(
家
集
)

　

い
ノあ
る
藤

氏
の
う
ぶ
や
に
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　

(抄

)

　

ー

一
條
右
大

臣
東

三
條
攝
政

の
賀

に
前

の
物
し

て
ま

い
り
た
ま

ふ
に
は
し

の
た

い
に
か
く

べ
き
う
た
と
め
せ
ば

　

　

　

　

　

　

　
(
家
集

)

の
如
歯

變

楚

い

或
は
「
抄
」
の
方
且
體

的
に
し
て
到
底
蒙

集
」
よ
り
抽
出
し
得
ら
れ
ぬ
も
の
、
鰓

或
は
詞
書
妻

の
相
異
せ
る
も
の
、
鯛

或
は
歌
句
の
相
異
甚
し
き
も
の
鯛

等
寄

、
詳

是
ら
は
決
し
て
「
家
集
鹸

難

擺

に
よ

れ
る
も
の
と
は
考

へ
難

い
。
結
局
「
家
集
」
と

の
關
係
を
豫
想
し
得
る
も
の
は
廿
三
首
中
僅
六
首

に
す
ぎ
す
、
然
も
内
三
首

リ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ

は
屏
風
歌

.
歌
合
歌
等

に
て
、
必
し
も
「
家
集
」
に
よ
る
と
は
い
ひ
…難
く
、
叉
若
し
「抄
」
撰
者
が
こ
の
由
緒
正
し
き
掬
撰
家

集
赧
噛
捲
顳
嚇
を
入
手
し
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
他
の
衡
傳
を
異
に
す
る
歌
に
於
い
て
も
當
然
「
家
集
」
の
方
に
よ
る
筈
と
思
は
れ

る
か
ら
、
結
局
か
く
の
如
き
少
數
の
類
似
の
み
に
て
は
、
兩
者
の
關
係
を
否
定
す
る
方
が
寧
ろ
穩
當
と
思
は
れ
る
。

　

次
に
「
集
」
に
出
つ
る
五
九
首
の
能
宣
歌
納
ガ
肛
燃
卜
切
啾
鰍
砺

L処
㌦
論
叱醗
蘭
貌

L葭
覗
黼
鰈
ま
黼
碕
蝿
蜘
鵬
い
中
、
新
探
歌
卅
五
首

に
つ
い
て
み
る
に
、
棄

L
の
誤
謬
と
思
は
れ
る
三
首
獣

塾

姑
癖
讙

霾

鑒

鍔
黠

靆

㌫

繦

噛
麟

羅

鋸

を
除

い
た
以
外

の
卅
二
首
は
、
何
れ
も

「
家
集
」

に
存

し
て
ゐ
て
・
詞
書

ρ
歌
句

に
つ
い
て
も
兩
者
は
密
接
な
關
係

に
あ
艙
・

钁
驍

旗
譖

糠

霾
鶴
蠶

嚢

総
蠣
疆

繁
覦
幡
蟻
ら
「集
」が
家
籍

基
毒

は
令

疑
な
い
・
鷲

、
「集
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ　　へ

の
撰
者
は
能
宣
歌

の
凡
て
を
家
集
か
ら
の
み
得
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、
此
點

に
於

い
て
「
抄
」
の
場
合
と
は
全
く
趣
を
異

に

　
　
　

給
渣
疹
及
び
捨
逶
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
屮

f

㌧



拾
遺
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察

四

二

し

て
ゐ

る
。

註

(
二
)
　

一
例
を
示

せ
ば
、

○
物

へ
ま

か
り
け

る
人

に
ぬ
さ

つ
か
は
し
け
る
衣
筥

に
淨
島

の
か
た

お
し
侍
り

て

(○
み
ち

の
く

に

へ
ま

か

る
人

に

ぬ

さ

つ

か
は

す

丶
は

ま

に
浮

島

の
か

た

を
作

り

て
侍

し

に

か

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

'

(。。
驪
輪
藩

黯
蕎
錙
嬲
鷲
鰭
勧
籌
働
詔
蘚
諦
警
旛
溌
る
を
し
ら
で
夜

　
　
　

ふ
け
て
千
鳥

の
鳴
く
を
聞

て
ま

た
聞
人

は
な
き

に
や
と
獨
言

に
い
ひ
侍

は

へ
な

る
を
聞

て
か
く

の
た
ふ

　
　

の
如
き
例
が
多
く
、
何
れ
も
「家
集
」
の
方
具
體
的
で
あ
る
。

峭
ボ
嫁
膜
㌃
谿
伽
肛
靆

」鵡
胎
謂
帥
塑
"
のの
コ
飼
藷
勧
躪
憚

晃

墾

L
矯

爆

本
と

の
關

係
。

及
錯
簡
に
よ
つ
て
告

た
第
二
次
的
乗

と
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、 へ

「
集

」
四
五
八
)

(「
家
集
」
)

(「
集
」
四
八
四
)

(家
集
)

⑧
、
　

　

　

　

　

.元
顰

」に
は
大
鬻

歌
仙
霙

本
.糶

鰲

從
本
の
二
毳

が
存
す
る
騨

課

貍

欝

麟

て
は
古
形

を
保

つ
て
ゐ
る
と
思

は
れ
る
寄
仙
家
集

本
の
方
を
用

ゐ
た
。
(
部
分
的

・語
句
的

に
は

砌

本

の
方
正
し
い
と
思

は
れ
る
所

も
あ

る
か
ら
參
照
し
た
事
勿

論

で
あ
る
)
そ
し
て
、
こ
の
㈲
本

は
「
國
歌
大
系
」
解
題

に
も

い
ふ
如
く
、
自
撰
或
は
そ
れ

に
近
き
も

の
と
し

て
信
用
し
て
よ

い
も
の
と
思
は
れ
、

「
源
道
濟
集

」
・

@

難

認
購
凱
滋
勧
協
砌
硯
瀧
酪
噺
抄
鵬
ゼ
稈
都
し
「
抄
」
に
元
輔
と
あ
る
歌
は
計
十
八
首
。
輛
域
鞭

煢
二覯
蘿
聾
鑿

拠
覊

「鯖
硫
h
眦

鳶
の嬲
絶
戛
博

か
加藤
跡
蘇
軌
韆

謦
。
こ
の
内
「抄
」
の
誤
れ
る
一
首
鮎
℃
甑
ド
蟹
L離
鷲
廉
騨
己繭
謝
魍
飆
ひ
慊
盛
を
除
い
た
十
七
首

に

つ
い
て
み

る
と
、
九

首

は
「
家
集

」
に
み
え

八
首

は
「
家

集
」
に
存

し
な

い
。
「
家
集
」
に
み
ゆ

る
歌

と

雖

も
前

記
能
宣
集

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　こご

場

合

と
同

樣

に
し

て
無

縁

と
推

す

べ
き
も

の
多

く
、
結
局
「
抄
」
と
「
家
集
」
と

の
關

係

は
全

く
稀
薄

に

し

て
、
「
抄
」
の
主

な

る
典
據
と
な

つ
た
も
の
は
、
寧
ろ
現
存
家
集
以
外

に
あ

つ
た
や
う

に
思
は
れ
る
。

　
「
集
」
に
於
い
て
は
元
輔
の
歌
は
甚
し
く
増
加
し
て
新
た
に
卅
二
首
を
加

へ
て
ゐ
る
。
齣
研
甜
鐙
%
甓
)鮮
襍
筋
鰹

譲

瓏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ　
　

「
集

」
が

家
集

を
使
用

し
て
ゐ

る
ら
し

い
事

は
他

に
も
徴

證
が
あ

る
が
、
「
家
集
」
に
出

つ

る
廿

首

に

つ

い
て

み
て
も
歌
句

・



厂沸『『

ツ瀞

詞
書

に
於
い
て
兩
者

は
極

め
て
近
似
し
て
ゐ
る
。

の
加

階
し
侍

る

べ
か
り
け
る
年
え
し
侍

ら
で
雪

の
ふ
り
け
る
を
見
て

ー
加
階

し
侍

る

べ
き
年
も
れ
て
え
し
侍

ら
で
雪

の
い
た
く

ふ
る
日

句
除

目

の
こ
ろ
子
の
日
に
あ
た
り
て
侍

り
け
る
に
按
察

の
更
衣

の
局

よ
り
松

を
箸

に
て
た
べ
も
の
を
出

し
て
侍

け
る
に

ー

つ
か
さ
召

の
子
日
に
あ
た
り
て
侍

し
に
あ

ぜ
ち
の
更
衣

の
局

よ
り
松

を
は
し
に
て
物
を
出

し
て
侍

り
け
る

(「
集
」
五
〇
四
)

(
家
集
)

(
「
集
」
一
〇
二
八
)

(家
集
)

「
家
集
」
に
見
え
な
い
十

】
首
は
殆
ど
凡
て
屏
障
歌
で
あ
つ
て
耽
N
款
の○
証
齣
矚
伽
楸
蟷
膾
楓
俗
婿
ゲ
肝
降
郵
に○
瀚
燵
珊
℃
「
家
集
」
に
出

つ

る

廿

首

が

凡

て

實

詠

で

あ

る

の

と

性

質

の

相

異

が

あ

る

。

思

ふ

に

是

等

の

屏

障

歌

は

當

時

の
「
家

集

」
に

は

存

し

て

ゐ

た

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

も　　で

の
で
あ
る
か
観
韆

驛
禁
驪
購
欝
屠
購

鏃
芯戴
謀

鑼
纏
籬
紮
蠣

喟
鉄
疆
縫
勃
漂
%
下
或
は
そ
れ
ら
の

屏
障
よ
り
直
接

に
取
材

さ
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
「
集
」
が
「
家
集
」
を
素
材
と
し
て
使
用
し
た
事
は
ほ
ゴ
疑
が
な
い
。
即

ち
、
元
輔
歌
の
出
處

に
つ
い
て
は
「
抄
」
・
「
集
」
問

に
相
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註

(
三
)

例

へ
ば

の

「
紳

明

寺

の

邊

に

無

常

所

ま

う

け

侍

り

け

る

が

お

も

し

ろ

く

み

え

け

れ

ば

」

(

「
お

な

じ

山

里

に

侍

り

し

頃

人

々

と

ふ

ら

は

む

と

て

詣

で

き

て

物

な

ど

い

ひ

侍

り

し

に

」

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　
　
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　
ヘ　
　ヘ
　　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　　ヘ
　
　ヘ
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　へ

切

く

ら

ひ

や

ま

み

ね

ま

で

つ

け

る

杖

な

れ

ど

い

ま

よ

う

つ

よ

の

さ

か

の

た

め

に

ぞ

く

　
　
　
　
　
　
　
　
　ゆ　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

　

く

ら

ひ

や

ま

み

ね

に

つ

き

ぬ

る

杖

み

れ

ば

た

ゞ

ゆ

く

す

ゑ

の

さ

か

の

た

め

か

は

の

如

く

、

④

詞

書

・
砌

歌

句

に

於

い

て

大

異

あ

り

、

或

は

(「
抄

」
(
集

、

五
〇

二
)
)

(
家

集

)

(「
抄

」
(集

、

二

八

一
))

(
家

集

)

0

ひ
ご
の
守

に
て
清
原
元
輔

が
く

だ
り
侍

る
に
.源
滿

仲
朝
臣

の
餞

し
侍

り
け

る
に
か
は
ら
け
と
り

て
　
　
　
(「
抄

」
(集

、
三
三
三
)
)

(
あ

る
人

に

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

(
家
集
)

の
如

く
、

或
は
「
抄
」
に
返
歌
存
す
る
も
「
家
集
」
に
は
返
歌
な

き
も

の
等

、
何

れ
も

「
家
集
」
に
よ
る
も
の
な
ら

ざ
る
事
を
語

る
。
沖
硫
露
胴
藷
噸
訟

あ
れ
心丶

そ
は
偶
然
の
類

似
ミ
認
む
べ
き
も
の
。

拾
遣
抄
及
び
拾
遺
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察

●

四

三

ー

:

ー
ー
b
ー
[
…
匚ー

ト

ー

ー

匠

簿

ー

ー
匿

レ'

ー

r

ー
」レー

rー

ー
」ー

[ド

旨

'ー

ー

馳ー

ー
ト
L

膕ー
ー

ー

ー

【
ト
レ



賢

　
　
　

　

拾
遘

撥
及
び
捨
避
.集
の
鶸
立

に
つ
い
て
の
考
察
　
　

　
　

　
　
　
.　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　

四
四

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

い
か

　
　

註

(四
)
　
「
集
」
巻

十
七
、

一
=
二
七
の

「
秋

も
ま

だ
遠

く
も
あ
ら

ぬ
に
爭

で
獪

た
ち
歸

れ
と
も

つ
げ
に
や
ら
ま
し
」

の
歌

は
、
元
輔
集

に
よ

つ
た
も
の
で

　
　
　

　
　
　

家
集

に

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　

十
月

つ
い
た
ち

ご
ろ
殿

上
の
を

の
こ
ど
も
嵯
哦
野

に
ま

か
り
・出
で
ゝ
よ
み
は
べ
る

　
　
　

　
　
　
　

　

も
　　も　　カ　　も　　つ　　も　　む　　も　　　も　　も　　し　　も　　へ　　も

　
　
　

　
　
　
　

　

秋

は
ま
だ
・遽
く
な
ら

ぬ
に
い
か
で
獨

た
ち

か

へ
り
ね
と
人

に

つ
げ

ば
や

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

、　

と
大
貳

よ
み
て
は

べ
り

し

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

ぬ　　う　　も　　ロコ　
リ　　も　　も　　し　　り
　　も
　　の　　も

　
　
　

　
　
　
　

　

秋
深

み
ま
だ
き
に
老

る
菊
め
花
立
返

れ
と

も

つ
げ

に
や
ら
ば

や

　
　
　
　
　
　

と
あ
る
二
首
の
膾
答
歌
を
合
成
し
て
音

と
し
た
も
の
と
思
は
れ
、
糶

露

貍

轡
、或
は

「妻
の
奮

な
り
て
侍
り
け
る
頃
敷

絵

悉

吹

　
　
　
　
　
　

き
侍
り
け
れ
ば
」
と
詞
書
し
た
大
貳
國
章
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
溜

　
　
　
　
　
　
　
　

お
も
ひ
き
や
秋
の
夜
風
の
さ
む
け
き
に
妹
な
き
床
に
ひ
と
り
ね
む
と
は
耋

黌

　
　
　

　
　
　

の
歌

は
、
元
輔
集

で
は
、
「
大
貳

く
・に
の
り
の
朝

臣
の
め
の
な
く

な
り

ぬ
と
き

、
て
云

々
」

の
詞
書
あ

る
歌

の
次

に
あ

つ
て
、
「
同
じ
く
に
の
り

　
　
　

　
　
　

も　
　も　
　も　
　も　
　も　　も

　
　
　

　
　
　

秋
風

の
複
寒

に
な
る
よ
し
よ

み
て
侍
り
し
返
事

に
遣
し

ゝ
」

の
詞
書
が
あ
う
、
實

は
國
章
歌

に
對
す

る
元
輔

の
返
寄

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

「
元

　
　
　

　
　
　

輔

集
」
を
素
材
と
し

て
使

用
し
た
も

の
丶
、
そ

の
探
錐

に
際
し

て
愼
重
を
缺

い
た
爲

の
誤
り
と
解
す

べ
き

で
あ
ら
う
。

　
　
　

　
　
ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　へ

◎
、
「
尖

君
集
」
と
の
關
係
。
「
抄
」
に

「東
宴

藏
人
左
近
」
と
あ
る
歌
三
首

蟹
L混

酔
七
三

は
孰
れ
も
蒙

集
」
に
存

し
て
ゐ
て
、
そ
の
詞
書

廠

句
の
綾

か
ら
い
つ
て
も
薯

密
接
な
關
係
に
あ
る
事
雰

る
。
軈

舞

L欝

黐

鵠

.

認

卸
舫
飆
飆
撃
優

の鰻
懶談
訪解
濫
聾
葱
る饗
器
雛

藻
柳
論

嫌
鯉
駄饕
蕊

他
に
「
抄
」
の
藤
原
爲
長
の
歌
一
首
ゴ諜
西六
も
詞

書
・
歌
句
蒙

集
」
の
そ
れ
と
極
め
て
類
似
し
て
ゐ
る
。

攀

獣

齷

叢

』
耋

誰

鷸
履
蒙

櫛
謹

同購

靆
窺
」知



『一『
　　

ご

「
道
僑
集
」
よ
り
探
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

た
め
な
が
み
ち
の
國
の
守
に
て
く
だ
る
三
條
の
お
ほ
き
お
ほ
い
殿
の
せ
ん
し
た
ま
ふ
に
　
　
　
　
　
　
　
(家
集
)

　
　

み
ち
の
國
の
守
に
て
ま
か
り
く
た
り
け
る
時
に
三
條
太
政
大
臣
の
餞
た
ま
ひ
け
る
と
き
に
　
　
藤
原
爲
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(抄
)

此
等

の
歌

の
出
所
は
、
恐
ら
く
既
述

麟
膾
哮

の
靜
嘉
堂
本
「
抄
」
の
書

入
れ
に
い
ふ
所

の
東
宮
女
藏
人
左
近

の
奉

つ
た
歌
稿

に
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
が
・
そ
れ
は
同
時
に
こ
の
現
存
家
集
を
指
す
も
の
で
め
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
懸

祐
鸛

蠶

驃

黶

駒
鑢
噂
籍
騨
敷
韓
嬾
蘇
継
硲
覊

臻

難
躰
婁

鷺

巍
臨
飾
繝
糴
嬲
嚆
野

尖

君
集
」が
「抄
」

め
素
材
と
な
つ
量

は
ほ
禧

じ
て
よ
い
。
輾
る齶

讌

躱
嗽
最

鞍

繕
旛
靨
㈲
舞
纏
懺
蠻
欒
馨
轢
黙

冨

「抄
」の
素
材
と
し
て
早
急
に
提
出

す
べ
く
さ
れ
た
爲
で
あ
ら
う
か
。

　
所
が
此
「
家
集
」
の
歌
で
「
集
」
の
新
探
歌
中
に
み
え
る
も
の
が
他
に
四
首
あ
る
。
央
等
は
孰
れ
も
左
表
の
如
く
、
詞
或
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
者
名
に
於
い
て
、
所
傳
不
明
或
は
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
傳
あ
る
も
の
丶
み
で
、
歌
句
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も

「
家
集
」
と
若
干
の
異
同
の
存
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
の
あ
り
、
「
抄
」
に
見
ゆ
る
歌
の
凡
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
傳
正
し
き
に
對
し
て
甚
だ
不
審
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
或
は
集
の
杜
撰
の

一
例
か
、
叉
思

拾
　
　
　
　
　
　
逡
　
　
　
　
　
　集

M

國
歌
大
觀
番號

初
　
　　
句

詞

　
一
作

者

名

小

大

君

集(續國歌大觀番號)

①②③④

三
一

三五〇〇九三四=六三

わ
か
れ
ぢ
はうゑてみるひたぶるに苔むさば

題

し

ら

す題しらす題しらす詞書「家集」に類す。

讀
人
不
知中　　務讀人不知讀人不知

け
(
但
圖
書
寮
桂
宮本「他本哥」中)　　一六八七〇　　一六八四〇　　一六八八八

拾
遘
抄
及
び
捨
暹
集
の
成
立
に
つ
い
で
の
考
察

四
註

,



ー

　匸叩

　
　
　
　

拾

逡

抄

及

び
拾

遺

集

の
成

立

に

つ
い

て

の
考

察

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

四

六

　
　
　
　
　
　
　
　

、
　
　
　
　
、
　
、
　
　、
　
　、
　
　、
　
、
　
　、
　
　、　
　、
　
、
　
　、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
、
　
　、
　
　、
　
　
　
　
、
　
　b
　
　、
　
　、
　
、
　
　、
　
　、
　
　、
　
、
　
　、
　
　、
　
　、

ふ
に
此
も

「
抄
」
と
其
出
所
を
異

に
す
る
爲
で
、
　
「
集
」
は
家
集
以
外

の
何
處
か
よ
り
得
て
來
た
も
の
と
解
す
べ

な

か

ら
う

か
。

　
　

　
　

　
　

ヘ
　
　ヘ
　
　
へ

　

動

、
「
伊
勢

集
」
と

の
關

係

に
つ

　
,(

ば
兩
者
の
詞
書
極
め
て
相
似
す
。

き
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ五
)

い
て
は
詳
説
は
略
す
る
が
、
「
抄
」
が
主
と
し
て
現
存
家
集
と
密
接
な
關
係
に
あ

る
(例
へ

の
鏡

の
裏

に
鶴

の
か
た
を

い

つ
け
て
侍
り

け
れ
ば

(
鏡

て
う

せ
さ
せ
侍
り

け
る
裏

に
鶴

の
か
た
を

い
つ
け

さ
せ
侍
り

て
よ
み
侍
り

け
る

り
亭
子

の
帝

の
御
前

に
前
栽

う
ゑ
給
ひ

て
朝
露
お
け
る
を
め
で
さ
せ
給

ひ

て
哥
よ
め
と
宣

ひ
け
れ
ば

(
亭

子
院

の
御
前

に
前
栽

う
ゑ
さ

せ
給

ひ

て
こ
れ
よ
め
と
仰
言
あ
り
け
れ
ば

(家
集
)

(
抄
)

(
家
集
)

(
抄

)

の
如
し
。)
に
反
し
、
「
集
」
は
「
家
集
」
と
無
關
係
で
そ
れ
以
外

に
資
料
を
多

く
持

つ
や
う
で
あ
る
。
而
し
て
「
抄
」
に
「齋
院
の
屏

風
に
」
鞴
蹤
躰
醗
働
と
あ

る
を
「
集
」
港
娯
二
・
に
「
亭
子
院
の
御
屏
風
に
」
瞰
圸
嫁
礁
齢
卿
轡
喋
と
訂
正
せ
る
如
き
、
夫
々
の
典
據
を
異

に
す
る
事
を
物
語

つ
て
ゐ
る
。

註
(
五
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

ヘ
　
　ヘ
　
　へ

「
伊
勢
集

」
と
、
抄

」
・
「
集

」
と
の
關
係

を
述

べ
る
に
當

つ
て
、
最
初

に

「
伊
勢
集
」
そ
の
も
の
に

つ
い
て
考
察

し

て
お
く
。

薙

糴

廉
購
識
鹸
黔
饌

第

四
卷
・
第
四
號
渡
邊
泰
氏
論
文
參

照
)
相
互
に
異
同
も
激
し

い
が

、
ま
つ

、
流
布
本

で
言

つ
て
卷

首
(
幅
八

噌
〇
五

、
續
國
哥
大
觀
番
號

、
以
下
傚
之
)

よ
り

一
八
四
八

一
に
至
る
約

三
百

七
十
八
首

の
部
分

に
つ
い
て
は
ま
つ
異
同
が
な

い
。
(
た

f
流
布
本
で
は
、
類
從
本

・
西
本
願

寺
本
・
紳
宮
文

庫
本
等

に
比

し
て
、

こ
の
部
分
中

に
あ
る
べ
き

「
聲
に
た
に
」
よ
り
「
身

に
し
み

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

む
　
む
　
む

て
」
に
至
る
入
首
が
、
後
部
(
渡
邊
氏

の
い
ふ
乙
哥
群
)
中
に
錯

簡
し
て

ゐ
る
)
そ
し
て
こ
の
三
百
七

十
八
首
の
部

分
は
、
着
干
の
異
同

あ
る
も

、
ま
つ
錢
撰

に
見

え
る
「
中
務

の
献

じ
た
伊
勢

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　

　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　
　

集
」
く」
も
大
體
同

じ
も
の
で
あ
る
ミ
思
は
れ

る
。

こ
の
部
分

を
、
か
り
に
原
家
集
ε
名
付
け

る
.
次

に
渡
邊

氏
の

い
ふ
増
補
部
(
脚
八
四
八
二
i
・
一
八
五
三
二
)
・
甲
歌
群
(
一
八
五
三
三
-

輌

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　
　
　
の
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　
　
　
　

甑
謙
軌覧
漸
靉
瀛
蔽
黔
訌
黔
獸
劇
顯
靆

竪
鎹

駐
り幹

巍
齶
齪
爨
備
懸
紙
の熟
黎
縦
膿
隷
壽
礎
騨

趨
誹
谿
働
噸

て
拾
遺

抄
に
ε
ら
れ
て

ゐ
る
。
作
者
名
「
伊
勢
」
、、」
あ
る
が
、
こ
の
哥
は
、
實

は
圖
書
寮

藏
「
異
本
信
明
集
」
に
「
中

つ
か
さ
の
君

の
ふ
く
な

る
こ
ろ
男

の
か
れ
か
た
な
れ
は
女
」
ミ
あ
る
如

く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
務

の
作

で
あ
る
。

こ
の
増
補

部
は
、
或
は
中
務

の
集

め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
末
尾

に
彼
女

が
自
作

を
加

へ
て
お

い
た
の
で
は
な

い
か
ぐ
㌔
も
慰
は
れ

る
。
拾
遺
抄
が

こ
れ
を
伊
勢
の
作
、辷

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

誤

つ
た
の
も
か

、
る
事
情

に
よ
る
も
の
ミ
思
は
れ
　
「
抄
」
ε

「
家
集
」
ミ

の
關
係

も
、
叉
壇
補
部

が
既

に
當
時

存
し
て
ゐ
た
事
も
明
か
ミ
思
ふ
o
乙
歌
群

は
既
遞
の

　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

如

く
、
原
家
集

中
の
も
の

・
錯
簡
し

て
、

か
く
後
部

へ
來

た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
。
結
局
、
甲
歌
群
ミ
丙
歌
群
ミ
の

み
が
後
人

の
追
補
ミ
思
は
れ

る
の
で
あ
る
。



躍
帥

～㎝}…

◎

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
へ　
　も

　

　
　
　
　

拾
逡
集

に
伊
勢
と
す

る
歌

は
廿

五
首
あ

る
。

そ
れ
を
分
類
す

る
と

、

　　　　　　-
繋

縣

熱

難難

+糠

讐

蹄ゆ)

　
　
　
　
　
　
と
な
る
.
勾
の
㈲
は
何
れ
も
「抄
」
に
於
て
伊
勢
の
作
と
な
つ
て
居
軌

そ
の
響

に
つ
い
て
も
「抄
」
豪

集
殕

ど
衾

す
る
。
前
轟

讐

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゴ

　
　
　
　
　
　
霧

の
音

を
伊
勢
と
誤
れ
る
な
ど
・
、兩
者
の
關
係
を
靆

す
る
。
砌
の
三
首
に
つ
い
て
み
る
に
、
①
「
九
・
八
」の

音

驤

蹠

「抄
」
に
は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　へ

　

　
　
　
　

「
よ

み
人

し
争

」
と
あ

る
か
ら
・
「
抄
」
は
無
難
。
②

の
三

五
八
L
の

音

驤

囃

は
「
六
帖
」
に
も
見

・兄
、
叉
「
宇
多
院
哥
合
」
に
は

「
友
則

」
の

　

　
　
　
　
　
作
と
あ

つ
て
・
或

は
「
抄
」
の
誤

か
・
勢

「
=

一
益

」
は
「
抄
」
に
も
伊
勢

と
あ
る
が
、
こ
の

「
我
.」
彡
、は
寧

も
あ
ら

め
わ
が
宿

の
隻

に
だ

　

　
　
　
　
　
に
も
君

が
き
き

ぬ
L
の
歌
は
・
萬
葉
集

の
「
(
上
句

同
)
花
橘

を
み
に
は

こ
じ
と
や
」
驃

喋

の
異
傳

と
思
は
れ
「
抄
」
の
誤

で
あ
ら
.つ
。

か
く

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ
　　
カ
　　
　　　
　も
　　
も
　　
　　　
　へ
　　
も
　　も
　
　も
　
　ら

　

　
　
　
　
　
如

く
「
抄
」
に
伊
勢

と
す
る
+
七
首
中
、
「
抄

」
の
誤
と
思
は
れ
る
ω

の
二
首
を
除
け
ば
凡

て

豪

集

L
と

一
致
す
る
。

　
　
　
　
　
　
次
に
⑥
の
讐

つ
い
て
み
る
に
、
必
し
も
家
讐

よ
つ
た
か
は
疑
を

、
左
の
如
-
相
異
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
・
嗣
漏

塒
餮
蓼
靆

瀚

嚊
嘱
庄

靆

)一。
五
)

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

こ
の
内
、
九
〇
六
は
中
務
集
に
み
え
る
中
務
の
哥
で
、
九

　

　
　
　
　
　
恥

の
助

は
何

れ
も
再
験
齢
中

に
あ
る
が
、
そ
れ
は
豪

集
L
が
麋

」
に
よ

つ
て
補

つ
た
の
で
あ
る
。

。
七
繕

明
集
・
後
讐

罅

墓

る
響

、
何
れ
も
伊

　

　

　

　

　

　

く

　　
　　　

　
　
　
　
　
　
嬲
曝

即
ち
、
「集
蓐

憲

献

無

畿

と
思
は
れ
る
。

　
D
・・
「
贄

か
蜘
」
と

の
關
係

・
「
抄
」
・
「
集
」
何

れ
も
家

集

に
よ

つ
て
ゐ

る
と
思

は
れ

る
が
、
「
抄
」
は

類

從
本
系

統

の
も

の

(
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
もなバリ

に

よ
り

、
「
集

」
は
歌
仙

家
集

本
系

統

の
も

の

に
よ

つ
た
も

の

か
と
推
察

さ
れ

る
理
由

が
あ

る
。

　
　
註
(六
)

吉
田
萋

氏
懿

鬣

つε
礫
葬

縣
仙.號
に
よ
る
と
、
現
存
賚

之
集
の
成
立
は
拾
遺
以
前
、
貫
之
の
歿
年
を
甚
し
激

隔
つ
た
も
の
で
は
な
い
と

　
　
　
　
拾
逡
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　

四
七



風

嚶

拾
逾
抄
及
び
拾
邊
集

の
成
立

に
つ
い
て
の
考
察
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
「　

　
　

　
　
　

　

.　

　
　

四

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　
ヘ　
へ

　
　

い
ふ
。
「
抄
」
の
「
て
に
む
す

ぶ
水

に
や
ど

れ
る
」
惓

の
歌

の
左
註

に
「
こ
の
哥

よ
み
侍
り

て
の
ち
程
な
急

ま

か
り

に
け
り
と
な
ん
家
の
集

に
か

　
　

き

つ
け
て
侍
け

る
」
と
あ
り
、
癩
驍
謹
魄
離
鑓
獅
脚
硫
略

叉
「
集

船

軌
四
の
「
水
の
泡

や
た
ね
と
な
る
ち

む
」
の
左
註

に
「
こ
の
哥
爲
志
熱
集

に
あ
り
」
と

　
　

あ

る
に
よ

つ
て
、
「
抄

」
・「
集
」
共

に
、
貫

之
集

を
使

用
し

て
ゐ
た
事
が
し
ら

れ
る
。
叉
、
「
抄
」
・「
集
」
の
詞
と
「
家
集

」
の
詞

と
を
比
較

す
る
と
、

　
　

殆
ど
全
部
「
家
集
」
が
資
料
と

さ
れ
て
ゐ
る
事

も
分
る
。
其
證
跡

は
吉

田
氏
が
詳
細

に
論

じ
ら
れ
て
餘

す
所
が
な

い
蹴
岡
繍
篏
臨
腕

か
ら
、
詳
し
く

　
　

は
該
論

文

に
讓

つ
て
、
氏

の
ふ
れ
ら

れ
な

か

つ
た
諸

點

に
つ
い
て
の
べ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る　　へ　　も

　
　

ω
「
集
」
に
貫

之
と
あ

る
歌

は
百
七
首
。
分
類
す

れ
ば

、

　
　
　
　
㈲
.抄
」に
み
ゆ
る
歌

　

李

音

爾
霖
難

嬰

既
鞦

譚

譱

　
　
　
　
⑫
讐

新
に
み
ゆ
る
歌

罕

奢

鰤

蠶

比襲

縣

四
+
磊

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ラ
　
　
　　

　
　

と
な
る
。
㈲
の
ω
.
働
の
㊥
は
、
恐
ら
豪

集
よ
畠

つ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
㈲
の
砌

.
⑥
の
0り
に
つ
い
て
譲

し
て
マ

黔
難

癬

酷

　

　

「
護
入
不
知
」
叉
は
他
人
哥

ぐ」
な

つ
て
ゐ
る
も
の
で

、
恐

ら
く
「
集
」
の
改
修

の
際

の
誤
り
ε
思
は

れ
る
。
此
外
「
二

一
七
」
は
實
方

の
哥
、
コ

一〇
八
」
は
後
撰

に
「
よ

み
人
不
知

」
ミ
あ
リ
、
結

局

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
キ　
　
ラ

　

　

以
上

の
九
首

を
除

い
た
六
首
た
け
が
、
或
は
「
貫
之

」
の
哥
か
這
思
は

れ
る
も
の
で
あ
る
。
但
の
制

の
う
ち
、
「
九
八
」
は
興
風

の
哥
で
(
亭
子
院
寄
含

の
哥
で

あ
る
)
「
集
」
の
誤
り
で
あ
る
が
、

　

　

　

　

　

ムり　
む
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　　
ヘ
　
　ヘ
　　
へ
　　
も

　
　
謄

貂

黷

霽

軅

繧

」作

結
局
「抄
」
.「
集
這

じ
て
+
個
の
出
槧

明
哥
が
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、

或
は
別
の
資
料
に
よ
る
も
の
も
あ

　
　

り
、
或
は
叉
、
當
時
の
家
集
に
は
存
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

糴

螻
難

靉

靆

騫

鬣

鷲

脇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　

⑳
「
貫

之
集
」
に
は
歌
仙
家

集
本
と
類

從
本
と
の

二
種
の
異

本
が
あ
る
。
歌

仙
家
集

本
の
本
文
は
、
傳
貫
之
自
筆
自
家
集
切

の
斷
簡
數
葉
蝦
酩
囎
勍

　
　

旗
ガ
獣
黯
噸
勸
べ
暖
砿
呶
と
比
較
す
る
に
ほ

ゞ

一
致
し

て
ゐ

て
、
拾
逡
集
頃
に
は
既
に
成
立
し

て
ゐ
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
熱

徐
准

は
自
家

集

　
　

切
と
可
成

り
の
相
異
を
有
す
る
が

、
こ
れ
も
「
集

」
の
頃
に
は
存

し
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
「
集
」
の
「
數

ふ
れ
ど
お

ぼ
つ
か
な

き
を
」
襌

　
　

{
二〇

の
歌
は
「
清
和

の
七
の

み
こ
六
十

の
賀

の
屏
風
に
」
と
詞
書
し

て
ゐ
る
が
、
「
家
集
」
で
は
兩
系
統

本
に
相
異

が
あ

つ
て
、



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　　ヘ　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ
　　へ　　も　　ヘ
　　ヘ
　　　　ヘ　　　　ヘ　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　　　へ

　

　

　

　

　

　

0
「
延

喜

十

五
年

九
月

廿

二
日
右

大

臣

殿

忠
平
の
奉

レ
爲

二
清

和

七

宮
御

息

所

一被

レ
奉

二
六

十
賀

一時

屏

風

歌

」
　

　

　
　

　

　

　

　
(
類

從

本
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　

　

　

　

　

　

○
「
延

喜

十

五
年

九

月

廿

二
日

右

大
將

の
御

六
十
賀

清

和

の

七
宮

の
御
息

所

の

仕

う

ま

つ
り
給

ひ

け

る
時

の
屏

風

の
料

の
歌

」
　
(
歌

仙

本

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　　　ヘ　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　へ

　

　

　

　

　

郎

ち

、

「
集

」

は
、

寧

ろ
類

從

本

の
方

と

一
致

す

る
。

叉
「
集

」
の
「
常

夏

の
花

を

し

み

れ
ば

」
嚇
叶
杁
ガ
の
歌

は

「
延

長

七
年

+
月

+

四
日

元

良

の

　

　

　

　

　

　

み

こ

の

四

十

の
賀

し
侍

り

け
る

時

の
屏

風

に
」

と

詞

書

し

て

ゐ

る

が

、

こ

の

歌
も

、

　

　

　

　

　

　

　

　

へ　　も　　も　　も

　

　

　

　

　

　

　
○
「
延

長

七
年

十

月

十

四

日

女

八
親

王

の
御

爲

に
陽

成

院

の
親

王

の

四

十
賀

せ
ら

る

丶
時

の
御

屏

風

歌

(
下

略

)
」
　

　

　

　

　

へ
類

從
本

)

　

　

　

　

　

　

　

　

も　　も　　も　
も

　

　

　

　

　

　

　
0
「
延

喜

十
年

十
月

十

四

日
女

八
宮

陽

成

院

の

一
の

み

こ

の

四

十

の
賀

仕

う

ま

つ
り

け

る
時

の
屏

風

の
う

た

(
下

略

)」
　

　

　

(
歌
仙

本
)

　
　
　
　
　
畠「　、集」癒

袋

墜
、臨
顧

。
鵬
鍬
頸
醤
識
鰺
狸
钁

嘉
箍

僞
・が
あ

勢

、
「集
」は
類
從
本
系
統
と
關
係
あ
る
に
反
し
、
「払
鳳

　
　
　
　
　
　
軌

兪

爨

聚

蕊

匱

額

激

鉱

殺

猷
臥
。
髞
鑠
爨

灘
蠹

爍
齏
黝
響

纐
喚
蘖

乾
纛

」蘇

隶

籬

亠.

働
、

巷

。
「
抄
」
は

異

霧

婁

L
魏

騨

饗

讖

焔
螻

・「矗
ハ審

寒

繋

」
・轟

勢

」・「
粟

集
」
・
「
爨

ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
も
　
も
　
も
　
　へ

集
」
・
「
邁
信
中
將
集
」
等
を
資
材
の
供
給
者
と
し
て
ゐ
る
ら
し

い
に
反
し
、
「
集
」
は
此
等

と
無
關
係

で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
、
そ
の
資
材
と
し
典
據
と
す
る
所

に
つ
い
て
は
、
「
抄
」
・
「
集
」
兩
者
間

に
か
な
り
の
相
違
が
あ

つ
た
ら
し

い
事
を
指
摘
す
る
事
が
出
來
る
。
或
は
「
集
」
の
撰
者
は
、
「
抄
」
の
撰
者
か
ら
、
「
抄
」
の
撰
進
に
際
し
て
集
輯
さ
れ
た
諸
資

材
群
を
、
讓
渡
さ
れ
る
事
が
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
ま

で
想
像

さ
れ
る
。
こ
の
事
は
兩
書

の
撰
者
が
異
る
事

へ
の

一

證
と
も
な
り
.得
る
で
あ
ら
う
。

爰

に
特

に
注
意

さ
れ
る
の
は
「
異
本
能
宣
集
」
に
對
す
る
既
述
の
「
抄
」
・
「
集
」
の
關
係
で
あ
る
。
こ
の
集
は
そ
の
卷
頭
の

　
　

拾
逡
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　四
九

、



。　
　
、

　
　
　

拾
逡
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

序
文
中

に

「
(前
略
)
圓
融
太
上
法
皇
の
在
位
の
す
ゑ
に
勅
あ
り
て
家
集
を
め
す
今
上
花
山
聖
代
ま
た
勅
あ
り
て
お
な
じ
き
集
を
め
す

(下

略
)」
と
あ
つ
て
、
花
山
帝

の
勅
命

に
應
じ
奉

つ
た
も
の
で
あ

る
事
が
知
ら
れ

る
が
、
か

、
る
勅
命
は
單
に
能
宣

一
人
に
留

ら
す
當
代

一
般

の
歌
人
逹

に
封
し
て
も
下
さ
れ
た
も

の
と
解
す
べ
き
で
レ
襟
吠
煌
痢
硼
輝
減
拉
励
耽
儲
腮
棚
齢
こる
鰍
黻
喋
劔
岫
聯
眺
肋
醜

ゆ
犯
%

元
來
勅
撰
集

の
撰
進

に
當

つ
て
は
そ
れ
に
先
行
し
て
家
集

の
集
輯
が
な
さ
れ
る
の
が
例
で
あ
る
の
を

以

て

み

れ

ば
、
こ
の
園
融

・
花
山

二
代

に
亙

る
家
集
献
納

の
御
事
は
、
恐
ら
く
後
の
拾
遺
抄
或
は
拾
遺
集
御
撰
進
の
爲
の
御
準
備
行

動
で
あ

つ
た
の
で
は
な
い
か
と
拜
察
さ
れ
る
。
。事
實
、
院
の
勅
撰
と
思
は
れ
る

「
集
」

に
は
異
本
能
宣
集
が
資
料
と
し
て

利
用

さ
れ
て
ゐ
る
事
既
述
の
如

く
で
あ

る
か
ら
、
か
く
し
て
院

の
御
手
許
に
集
輯
さ
れ
て
ゐ
た
諸
資
料
群
が
凡
て
院
か
ら

「
集
」
の
撰
者

に
轉
移
提
供
さ
れ
た
も
の
と
み
る
事
も
、
恐
ら
く
甚
し
く
不
當
で
は
な

い
と
思
は
れ
る
。
而
し
て
「
抄
」
に
於

い
て
「
異
本
能
宣
集
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、
晄
励
講
硴
朏
鯱
朔
徽
饌
親
へ

或
は
恐
ら
く
院
か
ら
資
材
の
供
給
が
な
か

つ

た
事
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
¶據
蹠
驩

鰍
啾
鶴
甑
驍
鯛
徹
講

襯
鞭
靉

群貌
稿
て
、爲
に
「
抄
」
の
撰
者
は
小
大
君
逹
に

封
し
て
別
に
資
料
の
提
供
を
求
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
何
故
、
「
抄
」
も
「
集
」
と
同
じ
く
院

の
勅
撰

に
な
る
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、
「
集
」
の
如
く
院

か
ら
資
料
の
供
給
を
受
け
な
か

つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

●

　

こ

ゝ
に
は
敢
て

一
散
佚
歌
集
コ
如
意
寶
集
L
と

「
抄
」
と
の
關
係

に
基
い
た

一
つ
の
薄
弱
な
想
像
の
記
述
を
許
し
て
頂
か

う
。
元
來
「
如
意
寶
集
」
に
つ
い
て
は
會

警

近
衞
侯
爵
家
舊
藏
の
「
如
意
寶
集
目
録
」
鹸

灘

鰈

鶸

黥
鍛

輳

銑

讒

に
よ
つ
て
そ
の
構
成
組
織
の
大
體
と
歌
數
を
、
及
び
傳
宗
奪
親
王
筆
二
葉
の
斷
簡
鑢

肋
轄
鳴
。
に
よ
つ
て
そ
の
内
容



『
　ド

の

一
斑
を
知

り
得
る
に
す
ぎ
な

い
。
而
し
て
そ
の
斷
簡
の
う
ち

一
葉
は
同
集
卷

二
夏
部
卷
頭
の
部
分

で
、
此
を
「
抄
」
の
夏

部
卷
頭
と
比
較
す
る
と
、

　
　

胎
臆
鯉

驂

　

　

　
仁

　

鄲

　
　

如
意
寶
集
　
　
卷
第
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夏
。

　
　
　
　
　
　
　

ナ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
シ

　
　
　
　
　
冷
泉
院
d
,
東
宮
に
お
は
し
ま
し
け
る
と
き
百
首
霜

哥
た
て
ま
つ
り
け
る
中
に
帶
刀
長
源
重
之

　
　

　

は
な
の
い
う
に
そ
め
し
た
も
と
の
を
し
け
れ
ば
こ
ろ
も
か
へ
う
き
け
ふ
に
も
あ
る
か
蹴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー5

　
　
　
　
　
夏
の
は
し
め
に
よ
み
侍
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盛
明
親
王
十
五

　
　
　

は
な
ち
る
と
い
ま

し
も
の
を
な
つ
こ
ろ
も
た
つ
や
を
そ
き
嵐

を
ま
つ
か
な

(本
丈
「如
意
寶
集
切
」

旁
「靜
嘉
堂
本
抄
」

)

右

の
如
く
單

に
内
題
を
相
異
す
る
程
度

に
す
ぎ
す
、
他

の

一
葉
も
「
抄
」
の
卷
八

穂
部

の
二
首

で
兩
者
殆
ど

一
致
す
る
。
「継

黥
崛
時
眈
甑
鞦
渤
翻
=
接

單

に
こ
の

二
葉

に
よ

つ
て
も

、
兩
者

に
極

め

て
密

接

な
關
係

が
存

し

、
そ
の
成

立

上

に
も
「
抄
」
・「
集

」

　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
と

間
以

上

の
親
近

關
係

が
存

し

た
で
あ

ら
う
事

は
想
像

に
難

く
な

い
。

原
よ

り
「
如
意

寶
集
」
に

つ
い
て

は
、

撰
者

及
成
立
年

代

共

に
不
明

で
、
單

に
平

寮
朝

期

の
も

の
で
あ

る
と

い

ふ
事

以
上

に
は
知

り
得

ず
、

從

つ
て
「
抄
」
と

の
先
後

に
關

し

て
も

　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ヘ
　　ヘ　
　　　ヘ　
　　　へ

何
等

論

定

の
資

料

が
な

い
が

、

そ

の
構

成
が
「
抄
」
の
整
備

せ

る
に
比
し

て
未
だ

完
備

せ
ざ

る
を

み
れ

ば

、
或

は

「
抄
」

よ

ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　も
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　へ
　
　
も
　
　へ
　
　も
　
　ヘ
　
　
ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　へ

り
も
先
出
で

「
抄
」

の
原
據
と
な

つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
歌
數

の
點
よ
り

み
れ
ば
或
は
「
抄
」
を
増
補
し
た
も
の

で
、
或
は
「
抄
」
・「
集
」
の
中
間

に
位
す
る
か
と
も
考

へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
首
肯

さ
れ
ぬ

一
・
二
の
理
由
が
あ

る
。

拾
逡
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察

五

一



拾
,逡

抄
及
び
拾
,逡
集

の
成
立

に

つ
い
て
の
考
察

σ

φ

五
二

兩
　
集

對
照
表歌數

卷
數

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十

一

卷
五

春

夏

秋

冬

賀

別

戀
上

戀
下

雜
上

雜
中

雜
下

如
意

寶
集

「抄
」

72
　
　
40
　
　
77
　
　
41
　

　
36
　

　
47

55
　
　
32
　
　
49
　
　
30
　

　
31
　

　
34

03
　

02
　

86

「
⊥
　
　
　
　

-
⊥

75
　

74
　

22

　

　

　

　

　

1

86/

85
(卷
十
)

82

計757845

　

　

　

一
、
「
抄

」
が

あ

る

の

に
倫
「
集

」
を
撰

進

す

る

に
至

つ
た

原

因

は
、

恐

ら

く

「
抄

」
の
十

卷

た

る

に
不
滿

で
あ

ら

せ

ら
れ

た
院

が

、
古

今

・
後

　

(

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　

ヘ　
　へ

　

　

撰

の
例

に
傚

つ
て
敢

て
廿

卷

た

ら

し

む

べ
く

企

圖

さ
れ

た

所

に
あ

る
と
臆

測

さ

れ

る
。

從

つ

て
「
抄

」
の
増

補

と

い

ふ
揚

合

に
も

、
廿

卷

　

　

　
ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ

　

　

へ
と

の
意

圓

が
根

本

的

に

存

し

て
居

る

べ
き
筈

で
あ

る
。
然

る

に
、

如

意
寶

集

は
歌

數

こ

そ
「
抄

」
よ
り

多

い
が

、

そ

の
構

成

に

は
何

ら

　

　

か

ゝ
る
意

岡

を

認

め
難

い
。
寧

ろ

、
そ

の
十

一
卷

と

い

ふ
不

自

然

な

卷

數

よ
り

み

て
も

、
こ
れ

が
更

に

十
卷

の
「
抄

」
に
整

備

さ
れ

た
と

見

　
　
る
方
が
自
餐

や
う
で
あ
る
。
碗
鸛

籥

照
霧

醗
塙
貌

歉

L艶

臻

麗

勉
糖

酔
のの
鑾

響

雛

贍

馳

籥

駄
管

　
　
　

あ

　
　

う
カ
と
も

　
　

思
へ
る
。

　

　

　

二
、
「
如
意
寶
集
」
は
其
名
よ
り
み
て
私
撰
集
と
思
は
れ
る
が
、
「抄
」
の
如
き
勅
撰
集
が
そ
の
ま
ゝ
私
撰
集
に
發
展
す
る
と
い
ふ
如
き
事
は

　

(

　
　

考
へ
難
い
。
逆
に
私
撰
集
を
基
に
し
て
勅
撰
集
に
展
開
す
る
事
は
考
へ
得
る
が
。

爰

に

一
つ
の
大
膽
な
假
設
的
臆
測
を
の
べ
る
な
ら
ば
、
公
任
が
院
命
を
蒙

つ
て
撰
集

の
業
を
行

ふ
に
當
り
、
既
存
の
私
撰

集
「
如
意
寶
集
」
轡
齢
ポ
啾
剛
肛
櫛
攤
訟
唯
齣
簾
舵
離
碇
肘
握
吻
を
根
幹
と
し
て
そ
れ
に
若
干

の
増
補
硼
減
を
行
ひ

つ
ゝ

囎
黼
剿
『
鶤
期



}響潤轡蹕響譜

嫩
鄭
鶴
勲
跡
荊
椥
律
魏
触
階
肝
しの
慚
瞭
舗
勉
湘
働
攤
黼
鞦
剳

械
鰍
卷
數
を
も
十
卷
に
整
備
し
た
の
で
は
な
い
か
、
「
如
意
寶
集
」
の
名
が

以
後
の
文
献

に
全
然
見
え
ぬ
の
も
「
抄
」
な
る
精
撰
本

に
壓
せ
ら
れ
て
そ
れ
が
流
布
に
至
ら
な
か
つ
た
爲
で
は
な

い
か
、
而

し
て
既
述
の
「
抄
」
が
院
か
ら
資
材

の
供
給
を
受
け
て
ゐ
な
い
事
實
も
、
「
抄
」
が
元
來

】
私
撰
と
し
て
撰
進
さ
れ
た
歌
集
を

根
幹
と
し
て
踏
襲
し
て
ゐ
た
爲

で
は
な
か

つ
た
か
と
思
は
れ
る
。
然
し
こ
れ
も
も
と
よ
り
臆
測
に
つ
ぐ

に
臆
測
を
以
て
し

た
も
の
で
暴
論

の
譏
は
菟
れ

ぬ
所
で
あ
ら
う
。

　

結
局
、
「
抄
」
が
院

か
ら
資

材
の
供
給
を
何
故
う
け
な
か
つ
た
か
の
疑
問

に
對
し
て
は
、
今

の
所
不
詳
と
い
ふ
よ
り
他
な

く
、
敢
て
こ
ゝ
に
解
決
を
急
げ
ば
資
料
の
貧
困

の
爲

に
獨
斷
と
揣
摩
臆
測
と
に
陷

る
惧
れ
が
あ
る
。

こ
ゝ
に
は
た
寵
兩
書

の
使
用
資
料
の
相
異

に
着
目
し
て
、
以
て
の
撰
者
相
異
の

一
證
と
な
し
、
次
に
②
院
よ
り
資
材
の
供
給
を
受
け
る
事
な
く

し
て
か
く
も
廣
範
圍

の
資
料
集
輯

を
行
ひ
得
た
者

は
、
當
代
第

一
の
歌
人
で
あ
り
叉
他
歌
人
間

に
衆
望
厚
か
り
し
公
任
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

σ

お
い
て
他

に
は
求
め
難

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
の
想
像
を
得
て
、
以

て
前
章
所
述
の
推
定

へ
の
傍
證
た
ら
し
め
、
更

に

は
「
抄
」
と
「
如
意
寶
集
」
と
の
關
係
を
紹
介
し
て
「
抄
」
成
立

に
關
す
る

一
疑
問
を
提
示
す

る
に
と
ゴ
め
て
、
後

日
の
考
究
を

俟
ち
た
い
と
思

ふ
。
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　

昭
和
+
一
年

一
月
稿

　
　
(後
記
)　
こ
の
蕪
雜
な
論
攷
を
終
る
に
當
つ
て
、
舊
い
御
執
筆
に
な
る
御
高
説
を
濫
り
に
引
用
・
妄
評
さ
し
て
頂
い
た
武
田
博
士
・和
田
愽
士
・鴻
菓
氏
等

　
　
　

に
對
し
深
く
御
詫
致
し
ま
す
。
荷
、
交
獻
渉
獵
の
便
宜
を
御
與
へ
下
ざ
い
ま
し
た
靜
嘉
堂
丈
庫
・尊
經
閣
丈
庫
・宮
内
省
圖
書
寮
其
他
諸
丈
庫
當
事
者

　
　
　

の
方
々
に
封
し
て
は
厚
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
御
座
い
ま
す
。

　
　
　

拾
遣
抄
及
び
拾
逡
集
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　五
三


